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　小高い丘の上に位置する大船高等学校。坂を登り、学校に辿り着くと、

出迎えてくれるのは荘厳な冠木門。門をくぐると、木々の緑に囲まれた

静かな空間が広がる。時計台が象徴的な校舎からは、綺麗な富士を眺め

ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真と文　福永貴之
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中　田　正　敏

教室における関係性のリアル
～実践者と改革者の対比という視点～

　高校生の時の授業で鮮明に覚えているこ
とがある。午後の国語の授業終了間際のこ
と。「この授業って誰かが勝手に妄想した
文学とかを、ああだ、こうだという理屈を
こねることを強制するものですよね。こん
なのやる意味があるんですか」と突然文句
を言い始めた友人がいた。「何だったら意
味があるのかね」という教師の質問に、「僕
は理科系の科目にはその意味があると思う」
というやりとりが始まった。
　その時の周囲の友だちの言動をよく覚え
ている。「うるせぇなぁ、内職していればい
いのに」と聞こえるように呟く生徒。内職
をしている手を止めて、聞き耳を立てる生
徒。居眠りをしていたのだが、不穏な雰囲
気を感じとり、隣の生徒に事態を尋ねてい
る生徒。まとめのところで授業が止まって
イラつく生徒。先生と当事者とのやりとり
に交じり、双方に対して「ヤジ」が飛び、
挙句には、「お前が作り出したこの状況は
立派な文学的なテーマだ。学校とはそうい
うところだ。まだ、わかっていないのか？」
というまとめ風の発言をする生徒も出てき
た。
　ここでチャイムが響き、突然始まったこ
の事件は唐突に終わった。その次の国語の
授業は何事もなかったかのように始まり、
居眠りや内職も含めていつもの秩序、統制
が回復していた。

　大学に進学し、たぶん教職課程のレポー
トの題材を探しに図書館に行った時に「学
校集団～その構造と指導の生態～」という
本の「生態」という言葉に惹かれて手に取
った。あのことがあったからだと思う。教

室における教師の統制的な環境の中で、服
従する生徒の側は自分のパーソナリティの
一部で服従しているという文が書いてあっ
た。人格として片方は全身全霊で、他方は
その一部で対応するというイメージであ
る。時には居眠りとか内職でやり過ごすと
いう場面はこういうことだったのかと思っ
た。

　その「学校集団」という本は、Ｗ.ウォー
ラ ー のSociology of Teachingを原 題 で、
1932年に出版されている。図書館で手に取
った邦訳版は1957年出版でよく引用されて
いるが、現在では絶版である。原書が86年
後の2014年に再版されている。

　書き出しは「本書の内容は教師ならば誰
でも知っていることがらとなっている。す
なわち学校は一つの社会なのだ」となって
いる。「社会」は関係性により成立してい
る。「学校で共に生活している人々は一面
からすればかなり離れ離れで孤立している
が、その一方で、人々は錯綜した相互関係
のネットワークを日々創り出している。こ
の複雑なネットワークとそれを共に編み出
している人々が学校という社会を形成して
いる。…本書の明らかにしようとするのは、
この社会的世界の出来事である」。

　ウォーラーがこだわっているのは、「学
校について何らかの洞察を得るためには、
学校の実態をありのままに（as it really is）
に提示すること」である。つまり、現在の
学校の体制について、まずいところをあげ
つらったり、逆に弁解したりしようとする



32020. 565№ねざす

べきではない。そうすると、必ずいろいろ
な偏見が入ることを指摘し、その偏見を入
れないようにするためには、リアルに具体
に徹することが重要であるとし、「登場人物
である教師や生徒がその持ち味を失うこと
なく、また、情景がその人間的なリアリテ
ィを失うことなく、具体的なエピソードと
して描きだされることに意味がある」とし
て、方法論を明示している
　現在であれば、この本には「教育の社会
学～先生と生徒の関係性のリアル～」とい
うようなサブタイトルがつくかもしれない。

　ところで、ウォーラーの本は古典的著作
として言及されているだけではなく、その
関係性に着目する枠組みは、最近、学校改
革との関係を論じる際にその起点として取
り上げられることが多い。ウォーラーは現
場のリアルに着目して、学校の実態は「教
師が直面する問題の生徒の統制にある」と
した上で、学級運営のために直接的な統制
法に頼る古いタイプの教師を対象として、
徹底的に戯画化している。生徒は教師がど
んな規則を機械的に課したところで生徒は
それを無意味にしてしまうし、生徒は教師
の束縛など意味のないものにしてしまうの
である。したがって、教師と生徒との関係
性の構築に着目する意味があるということ
になる。

　教育史を専門とするＤ.ラバリーは最近の
著作、『教育依存社会アメリカ～学校改革
の大義と現実～』で、この関係性の枠組み
を起点として「教師が生徒との間に情緒的
な絆をつくりあげる」必要性があり、「そう
しなければ学習の過程に積極的に参加する
よう生徒を動機づけすることはできない」
として、「教えるという営みの大きな謎のひ
とつは、教師が生徒との間に情緒的関係を
打ち立てようと繰り出すアプローチのめま
いがするほどの多彩さ」にあるし、「効果の

ある教え方という織物は、教師と生徒の間
の個人的な関係という意図によって織り上
げられている」ことを指摘している。

　このかなり極めて難易度の高い仕事をし
ている教育の現場では、それとはかなり異
なる文脈から発せられる改革で、こうした
文脈とうまくリンクしないものはどのよう
なレトリックで語られても撥ねつけられ
る。強引にねじ込むと、困難な仕事への取
り組みの動機を削ぎ落すことにもなる。改
革のレトリックだけでは、そう簡単には通
らないのである。この意味で、「教師は自
分を教室内に特有なものに焦点を合わせて
いるのに対し、改革者は多くの教室に共通
の普遍的なものに焦点を当てている。教師
は個人的関係に支配された状況で活動して
いるのに対して、改革者は抽象的な政治
的・社会的目標に支配された環境で動いて
いる」という対比の認識は重要であろう。

　Ｄ.ラバリーは教師になるための学びを
「個人的な試練」という枠組みで捉えるべき
ではなく、「教室の垣根を超えて教師たち
が専門家の文化をつくり上げる」という論
点も提起している。改革とか施策のレベル
ではあれが足りない、これが足りないとい
うレトリックは十分に通用するかもしれな
いが、現場での通用はかなり難しい。現場
のリアルを追求するウォーラーの枠組みを
起点として、どこまで行けるのか？教師と
生徒の関係性に関する臨床経験を実際の文
脈に即して、まずはリアルにどのように問
題解決をしようとしているのかを丁寧に言
語化するかが課題である。

　　（なかた　まさとし　教育研究所代表）

関係性のリアル～実践者と改革者の対比という視点～
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　「ブラック校則」が話題になり学校が批判
に晒されているが、学校は外部からの評価を
気にしている側面がある。また、校則に疑問
を持ち悩みながら指導をする教職員、精神的
な苦痛を感じている生徒、学校に意見を言え
ない保護者の存在といった現実もある。この
ような状況を受けて、上記の方々で様々な側
面から議論をし、校則について多面的に考え
るための糸口を提供することを目的に今回の
教育討論会を企画した。なお、以下の討論会
の記録は教育研究所の責任で概要をまとめた
ものである。

１．問題提起
桜井さん：子ども
の権 利、 家 庭 教
育、学校現場のこ
とを専門に勉強し
まして、全国の現
場で子どもと先生
たちのお話を伺っ
てきましたが、全
国的にとても似た感じです。大阪のある市の
研修前に髪の毛を何回も染めて裁判になった
女の子の事件が話題になりました。大阪は３
年続けて定員割れを起こしたら学校をつぶ

特集Ⅰ 2019年教育討論会
　「みんな校則に悩んでる」

２０１9年教育討論会

問題提起　　　　　桜井智恵子さん（関西学院大学教授）
パネリスト　　　　桜井智恵子さん（関西学院大学教授）
　　　　　　　　　中野真衣子さん（県高P連会長）
　　　　　　　　　十時　　崇さん（文化学習協同ネットワーク　ユースワーカー）
　　　　　　　　　辻　　直也さん（商工高校教諭）
コーディネーター　松長　智美さん（県立希望ケ丘高校　教育研究所員）
フロアからの発言　菊地健一朗さん、加隝美輝さん、新井　薫さん

日　時：2019年11月16日（土）14:00より（13:30開場）　17:00終了
会　場：神奈川産業振興センター (中小企業センタービル内)14階　多目的ホール
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す。だから２年続けて定員割れを起こしたら
どんどん校則が厳しくなっていくという話で
した。校則は管理教育ということで70年代・
80年代に論じられていましたが、あれはまさ
に社会的な状況がきつくなったら学校の中で
締め上げていくという、構造的暴力の話だと
いうことを今日は整理をします。さらにその
周りの状況がとても厳しくなっていて、子ど
もや家庭だけでなくて教員もブラック労働に
なり、加えて自ら担うような構造になってい
るということも整理をしていきたいと思いま
す。
　ある高校では、校則を緩めるために県教委
から依頼を受けて管理職が赴任しました。こ
こから構造自体が教育行政が問題だというよ
うな簡単な話にはなっていないということが
見て取れます。ある県では、制服の指導が広
がっていました。自由服が増えた時代と逆
に、子どもや家庭自らができるだけ管理を望
むといういわゆる新自由主義的な状況になっ
ています。名簿は男女混合から男女別にまた
戻っています。子どもたちは「もうしょうが
ないな」となっている。大学の学生たちでも
問いが立たない。そういうふうに育てられて
しまっているのは戦後教育の成果だと思えて
仕方がありません。それで本日は、「魂の統
治、校則のメカニズム」というテーマを立て
させていただきました。
　日本の子どもは世界で一番自分のことに自
信がない。さらに日本では子どもの自殺者数
が増えてしまいました。しかし、子どもの自
殺は高校生が多いことはあまり知られていな
い。いじめ自殺が広がっていますけれど、高
校では進路不安で孤立して、自分はもうこの
まま生きていても幸せになれないという、追
い詰められた構造です。

　学校で子どもたちは空気を読んで友達とい
ます。学校で何かトラブルがあっても、何を
言われるから分からないから周りを忖度して
自分のふるまいを固める。大学生も日々そん
な感じですね。
　ドイツでは12歳の女の子に「福島はどう
なっていますか？」と聞かれました。政治的
な話をするのが当たり前。日本ではとんでも
ないです。政治的中立性の名のもとに、学校
でもそれは扱わないようになっています。教
職員は「きちんとしなさい」「もっと頑張ろ
う」から「無言清掃」「黙食」「規律指導の強
化」となる。
　小学校は特に昼休みの時間がありません。
さらにカリキュラムが詰まって、昼に様々な
事を入れる。ある県では経費削減のために食
事の時間を短くして残った給食をサランラッ
プに入れ食器を即返却する。これは学校の規
則の問題だけでなく、充分な余裕が学校の中
にないということが背景にあります。結果、
子どもたちは、仕方がないとなる。上から校
則が押さえつけるのではなくて、人々が話し
合う中で規律はできます。同調圧力、無力感
の中で規則が動いています。
　一般的な学校現場では校則を強化したら、
教育が効果的に行えるというふうに認識され
ています。そして生徒は様々な事情を抱えて
いても反抗せずに生きている。また、教育に
よって子どもの困難が解消されるという考え
方も人気が高い。これは、一人が頑張ればな
んとかなるという個人主義的な施策につなが
ります。
　校則の効果は、心も身体も統治することで
す。反論する構えをつぶすということです。
しかし、効率的に人材を養成しようと思った
ら、様々な違う言葉やノイズがあって初めて
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内実というのは充実するわけですから、結果
失敗しています。そして思考力や表現力の前
提の自由がつぶされている。企業の人々でさ
え学校ではPDCAを使ってはならないと言い
ます。学校で画一化された人を作られたらイ
ノベーションにつながらない。これは、フー
コーが言った警察や病院や学校や監獄の効
率的な監視システム、「パノプティコン」で
す。規則を内面化した「従順な身体」。いつ
も自分を負の状況に落とし込んでいくメカニ
ズムですね。どんどん内に抱え込み、非行よ
りも圧倒的に引きこもりや不登校の子どもた
ちが増大している今の時代につながっていま
す。
　校則がだんだん広がっている真相というの
は、学校が急に厳しくなったわけではなく
て、厳しくなってきたのは経済的な話です。
子どもの貧困が言われるようになりました
が、私たちの貧困と考えるべきです。とりわ
けひとり親家庭の相対的貧困率は突出して厳
しい。世界ではとても有名ですよね。それな
のに日本がそれを改善しないのは、市民や国
民は政治的な関心から遠ざけられてきたから
です。
　さらに仕事をしたらもっと貧困率が高くな
る、世界で唯一日本だけです。そういうチャ
イルドペナルティ＝子育て罰ということが日
本では起こっています。一方で、大企業は改
善したところもありますが、中小企業は長時
間労働者の割合は突出しています。非正規労
働者の割合も、この2015年よりさらに増え４
割が非正規労働者です。一番のワーキングプ
アは女性で、35％ぐらいが男性たち。そのロ
ストジェネレーションと言われた人たちには
自責他害のメカニズムが起こることがありま
す。サンプルに事欠かないぐらい日本は無差

別殺傷事件が毎年起こるようになってしまい
ました。貧困と人間関係できついものを抱え
ているのがこういった事件の背景に顕著なの
です。
　相模原のやまゆりの殺傷事件も犯人は自分
のことを「能力がない、無用だ」と思ってい
て、自分への被害感情が外に向けて出ていき
ました。能力のある人が偉い。私たちが持っ
てる価値観ですよね。法務省の無差別殺傷事
件の研究によれば、ほとんどが経済的に厳し
く友達がいなくて自殺未遂をしている。自分
はこれ以上何をしても生きている値打ちがな
い、高校生の自殺と重なるような背景です。
法務省は無差別殺傷主犯者が社会的に作られ
ていると書いています。これを構造的暴力と
いうことで説明しますと、置かれているひど
い状況が人々を追い詰めてその緊張が暴力を
招く、これは校則や体罰や指導では乗り越え
られないような奥深い闇を私たちの社会が
作っているということです。貧困差別で社会
的弱者にされているものも構造的暴力であ
る。一体お金はどこに行って、どうして現場
にお金が回って来なくて、現場の中で分断さ
れて葛藤して子どもたちがより締められるよ
うな状況に教職員を用いてされているかとい
うのが構造的暴力のお話になります。
　教育による構造的暴力というのは能力を重
視します。コミュニケーション能力もご存知
のようにOECDが作った言葉です。たくさん
教えて、たくさんグローバル人材を養成す
る、たくさんICTを入れる、その代わり教職
員や公立学校はどんどん減らしていくという
新自由主義の流れの中で、頑張る人たちを
作っていく。問題は、経済のための自己責任
モデルです。例えば2013年の教育再生実行会
議もその流れです。とにかくできるだけ公共
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性を縮減するという方向に動いているので、
お金がかかる公立学校はできたらなくしてい
きたい。「配分より競争が大事」「問題はその
貧困よりもその子が乗り越えられるかどうか」
という価値観です。
　格差拡大とグローバル人材養成で行った
ら、学校の校則はもっと厳しくせざるを得な
いということになります。格差は「自己責任
論で教育で乗り越えろ」だと学校が困難を抱
えている子どもたちをより規律正しく、より
勉強という形で動かさざるを得なくなる。そ
れはもう人間の自由がどんどん縮減していく
ということです。校則のバックには、お金は
できるだけ使わないけど、学校が頑張る、先
生が頑張る、子どもが頑張るというメカニズ
ムが働いています。より貧困層の子どもたち
はきつくなる。個人の能力で乗り切ろうとす
れば教育で回さざるを得ない。それが今の学
校現場になっています。今のような点数主義
や偏差値主義やコミュニケーション能力主義
の教育を効果的に行わないといけない状況が
ある場合は非常に厳しいですよね。教育で不
平等な分配、困難を解消することは無理で
す。
　不平等な分配を問題にしているのが世界の
子どもたちです。このまま厳しい働き方や教
育で乗り越えるようなことを続けていたら未
来はない。このままどんどんエネルギーを使
い続けていたら、あなたたちは何とか死ぬま
でやっていけるかもしれないけど、私たちに
は無理なんだ、と。世界の子どもたちが反対
ストライキをもうダイナミックに楽しくやっ
ていますが、日本はほとんどできない。一人
で声を上げるのではなくて、誰かが声を上げ
たら必ず声を上げる人に寄り添う。そういっ
た立体的な運動にしないと自分たちの困難は

崩したりひっくり返したりできない。子ども
若者の自由さやとんでもなさこそ希望なの
に、そこを規律で乗り越えるというのはもっ
たいない。
　業績承認とは異なるいわば「存在承認」。
あなたはあなたでいいということを承認す
る。それは誰かによって承認されるのではな
くて、自分で自分を承認すること。自分はダ
メだと思わない人が増えるというのがお金も
かからないし、未来へ持続可能な学校であっ
て社会であるということを共有して、それを
社会的に問題化するということで締めくくり
たいと思います。

２．パネリスト
の発言
辻さん：ブラック
校則や地毛証明書
で最 近 校 則 が再
び社会的に問題に
なっているようで
す。2011年にはす
でに帰宅指導や地毛証明書がもう始まってい
ました。歴史を振り返ってみますと、1969年
に高校で本格的に学園闘争が始まって、当時
は生徒が声を上げて、それが反映されて学校
が変わるということがありました。今は不満
はあるが校則を変えようという動きはとても
少ない。そうなる理由の一つは「帰宅指導」。
生徒は学校に入れないから校則にノーと言え
ない。
　教員集団の中にも、多様な考えを持ってる
人がいるのですが、現在は、教員が個々で対
応するのではなくてチームで一丸となってブ
レのないように指導する。これは、初任者研
修でも言われます。結果、異論を唱えるとい
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うのが難しい状況になっています。今、職員
会議でも、言っても無駄だからというような
空気があります。また、どんなに反対意見が
あっても校長が進めてしまうこともあります。
　確かに厳しくやりたい先生がそれなりにい
るのも事実で、他校の例を使いながら指導体
制を考えて、過半数の職員が反対でも、職員
会議で良心と熱意に基づいて学校が良くな
る、地域からもいい評判なると信じて決めら
れていきます。世の中でブラック校則が話題
になっているにもかかわらず地毛証明書があ
るのは、人権や学習権の観点からいろいろ思
う人もいるのですが、今まで厳しい校則で学
校は良くなってきたのだから今後も続けよう
という力学が働いてしまうのかなと感じてお
ります。

中野さん：校則に
つ い て はPTA連
合会に届いてるも
のがなくて、今日
は多 くの情 報 を
教えていただき、
それを持ち帰れた
ら、様々な青少年の健全育成につながる活動
につなげていきたいと思っております。
　ある程度ルールを作ってほしいという保護
者と、家庭ですることを学校にお願いすると
少し安心だという保護者もいるのかなとは思
います。ただその表面的なことに対して、裏
には排除されてしまって、子どもの心が傷つ
いて人権の課題もあるのかなといことを今日
は感じました。桜井先生が自殺者数のお話を
されていましたが、私たちも自己肯定感が大
事だなと話し合っています。高校生の自殺が
死因の中で一番という所は本当に問題だと

思っています。自己肯定感を上げるとか親が
寄り添うとかいろいろなことをやっています
が、校則ともつながっているのかなと思いま
す。結局もう我慢するしかないので、いろい
ろ言えない状況の子どもが多いのかなとも思
います。すごくまじめな子たちがほんとに多
い印象です。友達関係もすごく気を遣いつつ
の付き合いのように見えて、仲はいいんだと
思うんですが、争わないし意見も言い合わな
い、それは見ていてやはり私も自己肯定感が
大事だなと感じるところです。学びは今、深
い学び、主体的なアクティブラーニングと言
われてますけど、校則のことでも何でもいろ
いろと自分たちの意見を言い合える環境を大
人が作る必要がありますね。自主的にと言い
ながら、あまりそうはできてない部分がある
のではと思っております。

十時さん：学校関
係者の方が多いだ
ろうと思われる中
で外部の人間とし
てお話をさせてい
ただきます。私は
若者が大人へと成
長していく過程を
支えるユースワーカーとして学校と関わって
います。いくつかの高校に入らせていただき
まして、学校の中に居場所カフェというもの
を開いています。たいていの場合は通信制と
か定時制といった課題集中校と言われるよう
な様々な困難な状況に置かれた子どもたちが
多くいるような高校です。今日はこれまでの
相談業務やかつて入った高校での経験なども
踏まえてお話をします。
　むしろ、それぞれの高校は服装もいろいろ
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ですし、制服がある所は着崩していたり、髪
も茶髪だ金髪だ赤だグリーンだとかいろいろ
あります。厳しくすると退学してしまうので
そのような配慮があるのかもしれませんが。
ただ、「特指」という言葉はよく聞きます。
特別指導の略語だそうで学校から指導を受け
ます。またその一方で、生徒がやかましいク
ラスメートを指して「特指にしてほしい」と
言う。生徒間に分断が生まれてるような感じ
もしてます。その特指が重なると、退学とか
いづらくなって辞めるケースも多いらしい。
どうも学校には、ルールを守れない生徒は退
学という割り切り方があるのかもしれない。
先生方は「正しい方向」に生徒を“指導”しよ
うとしますが、私たちの　“支援”は最終的に
は自分で考え判断し、自立へ向かっていくの
を支える感じです。卒業したら社会に出てい
く高校生に対して、自立をもう少し意識した
ような指導というものをしてほしいですね。
　高卒で就職する子だけではなくて、大学を
卒業したばかりの新入社員も、受け身だと
か、指示待ちだとか、何でもかんでも正解を
すぐ聞いてくるとかよく批判されるわけです
が、それは学校でそうした教育を受けて来て
いるからであって、実は校則が生徒たちから
社会を生き抜く力というのを奪ってしまって
いるのではないかと思っています。ルール、
校則を守っていればいい生徒だって言われ、
先生の言うことに従っていれば評価が高くな
る。それが今の学校ですよね。そうやって自
分たちで何とかしようとする力をほとんど付
けられないまま生徒は社会に送り出されてし
まう。出た後に困ってしまうのは子どもたち
のはずなんですよね。そういう観点から、「校
則ってどうなの？」と考える必要があるので
はないかなと思ってます。

３．学生の発言
菊地さん：高校の時、校則はとても自由でし
た。校則には、セーターの色が定められてい
たり、地毛申請もあったと思いますが、気に
せず高校生活を送っていました。でも今考え
てみると、それは先生たちが僕たちのことを
考えて、比較的自由にしてくれていたのでは
ないのかなと思います。でも、女子はとても
厳しく言われていて、まず色が違うセーター
を着ていると注意されていましたし、セー
ターの丈も厳しく言われていました。このよ
うに校則にはそんなに不自由さは感じていま
せんでした。でも同調圧力を強く感じてい
て、例えば１回授業を休むと次の授業は行き
づらいなとか、部活にしても１回休むと次は
行きづらいなと。校則はそんなに不自由さは
感じなかったんですけど、同調圧力では不自
由さを感じていました。

加隝さん：中学は校則が厳しくて、カバンに
付けていいキーホルダーは１個までとか、下
着の色も指定されました。また、夏服と冬服
期間が厳格に決まっていて、とても窮屈な感
じでした。でも高校は制服もなく校則が緩
かったので、実は高校で初めて中学の校則が
厳しかったことを自覚しました。それと同時
に校則は厳しくしても意味がないと思うよう
になりました。中学の校則は厳しかったので
すけど、校門の先生の前では制服を守るけ
ど、学校を出た瞬間に脱ぐという感じです。
いつも逃げ道を捜していました。高校では校
則が緩かったのですけど、学校も荒れてな
かったですし、自然と生徒の中でルールが緩
いんだから最低の節度は守ろうねっていう気
持ちが浸透していたようです。この高校生活
の中で自由は責任が伴うものだということを
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学びましたし、それはみんな言ってました。
やはり校則で縛るよりも、ある程度のルール
を押さえて、これぐらいは守ろう、でもあと
は自分たちの責任でルールを良くしていこう
という考えが生まれる方が良いのではという
ことを中高の学生生活を通して感じました。

新井さん：神奈川県内の高校を卒業して現在
大学で教師を目指しています。高校の校則は
髪の毛の色、カーディガンの色、ピアスの禁
止などがありました。私はカーディガンの色
で先生ともめたことがありましたが、理由が
分からずとてももやもやした気分になりまし
た。先生が怒る時、「校則で禁止されている
からダメだ」と必ず言います。高校生は理由
を理解しないと、やめないだろうと思いま
す。生徒にどうしてダメなのか考えさせるこ
とによって先ほどのお話にあったように、自
分で考えて自立していくことにもつながるの
ではと思います。
　アメリカのマイケル・ムーアが学力世界一
のフィンランドに行くという番組を最近見ま
した。その中で、フィンランドは全部生徒に
考えさせる。宿題もなしで、例えば校則とか
についても生徒自身が決めていくスタイルを
取っていました。日本は授業中に主体的に考
えさせる場面が増えて来たようですが、学校
生活の中では、まあ協調というか、全て言わ
れたように行動しないといけない環境になっ
ているなと思います。先ほど十時さんが「校
則が自立の妨げになっているのではないか」
と仰るのを聞いて、確かにそうなのかもしれ
ないと私も思いました。

４．意見・質問と回答
Ａ：私も含めて100校計画を経験しているか

なりの数の人間は、実は校則と部活動に関し
ては大きな成功体験があるんです。私は課題
集中校の経験がありますが、そこで壮絶な状
態を経験しました。その中で校則を厳しくし
ていくと結構学校が良くなっていった。一つ
の装置として、校則を使用していた。しか
し、現在はクラス数も減っているのに、その
強迫観念だけが幽霊のように残っている。こ
れは部活動とよく似てるのかなと思います。

辻さん：まさにそういうことですが、ただ、
100校計画は既に40年前で私もリアルに知ら
ない時期です。十時さんの関わっていらっ
しゃる学校は制服がありません。例えばそう
いう学校で授業が成り立たない状況にあっ
て、厳しく締めている学校は非常にうまく
いってるのかというと、一概には言えない所
がある。今は、それぞれの学校をしっかりと
見ていくべき状況にあるのではないでしょう
か。各人の教育の印象、自分が受けた教育だ
とか自分が若い頃に行った教育で、校則につ
いて語ってしまうことが多いような気もして
います。

Ｂ：ゼロトレランス、80年代の管理教育が亡
霊のようにという話がありましたが、私の勤
務校はとても生徒が落ち着いているにもかか
わらず、些末な制服の話を毎週延々と１時間
も２時間も議論している。不登校等の生徒の
困難に対応するのではなくて、分かりやすい
所だけを、教師の成果のような形で、皆それ
ぞれが仕事だと思っていてやっている。80年
代から批判があり、ゼロトレランスにも批判
があるにもかかわらず、なぜ平成も終わろう
としてる今、こういう状況があるのか。それ
に立ち向かっていくためにはどういう言葉か
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けで、あるいはどういう闘い方でやっていけ
ばいいのか、そういう所に非常に関心があり
ます。

桜井さん：学校はきちんとしているのが好き
だから、きちんとしていない人たちは教師が
一丸となった「チーム学校」によって排除さ
れてしまいます。教員は想像力を働かせて子
どもたちの話を聞かせてもらわないと、学校
はきっと滅びていくのではないかと心配して
います。あと気になったのは自己肯定感とい
うワード。存在承認に近い形で、別に何もう
まくいかなくても自立していないかもしれな
いけれど、あなたはあなたでいい、私は私で
いいということが共有されない限り、やはり
自立するための学びだっていうような、少し
前の、使われやすい価値観で走ってしまうの
じゃないかと思います。

辻さん：ゼロトレランスは2006年に文科省
通知が出て、神奈川県でもそれに沿って『生
徒指導ハンドブック』というのが作られまし
た。積極的に制度として正式な形で入って来
たのかなという感じはしています。あと、勉
強が得意な学校は引き続き校則は自由で、勉
強が苦手な子が集まってる学校が厳しくなっ
ているとは一概には言えません。勉強が得意
な学校で問題がなくても教師は正そうとす
る。校則自体が厳しくなっているというより
は、校則は今まで通りなのだが、その運用が
厳しくなっている所に変化が見られる。ここ
に着目していくのが大事かなと思ってます。

Ｃ：私の個人的な感覚としては、校則がな
かったら成り立たなかった学校があると思い
ます。少しでも授業を受けたい、まじめに授

業に取り組みたい生徒のために、教務内規や
規則を整備していくことがあるのではないで
しょうか。「あいつらヤンキーたちのせいで
なぜ私たちが授業を受けられなくなってしま
うんだ」という状況を変えるということ。た
だ、規則をなくして自分で考える力を養った
方が効果的な場合もあります。つまり、場合
によっては校則を作った方がいいし、なくし
た方が生徒にとってプラスになる場合もある
と思うのです。規則だけが悪い、規則がある
から生徒が幸せになれないのではなくて、そ
の学校の置かれた状況から、少しでも生徒が
幸せになるようにしていくのが一番いいこと
ではないでしょうか。

桜井さん：「あいつらヤンキーたちが邪魔に
なる」ということ自体が問われるべきですよ
ね。そうやって子ども同士が子どもを排除す
るようになっていっているのが非常に問題な
のだという話を今日は共有できたらと思って
います。

十時さん：校則のために教室に居続けて、時
間を何とかそこでつぶして頑張って無理やり
いるような生徒にとっては、やはり学校のシ
ステムが問題なのかなと思います。

辻さん：OECDのグローバル人材養成は日本
でも行われていますが、校則が厳しくなるの
はグローバル化に反すると思うのですけど
も。グローバル人材養成というと一人一人の
個を大事にするイメージがあるのですが、グ
ローバル人材養成とはそもそも何を求めてい
るものなのかなということをお伺いしたいと
思います。
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桜井さん：グローバル人材養成は巨額な利益
を得ているグローバル企業にとって得な人を
作ることです。だから個々にとっての自由を
守り尊重するということはありません。労働
者を歯車として大企業をより儲けさせるよう
にすることがグローバル人材養成です。今の
学校はその要請を受けて授業をするように動
かされています。だから、教育実践も簡単に
消費されてしまいます。今後さらに雇用が劣
化して、格差が酷くなると教育予算や教員数
は減ります。そこを教育実践だけで乗り越え
ようとするのは、ディストピアと言えるかも
しれません。だからこそ、全体状況とグロー
バル実践に使われてる教育を問う必要がある
のです。

Ｄ：学力の高い学校は「有益たる怠慢」だっ
たんです。校則はありましたが、それよりも
授業研究をしたり、部活をすればいい。とこ
ろが、徐々に様々な学校から経験のある教員
が異動で来ると、なんで生徒指導部が全部
やってくれないのかと強く批判されるように
なった。こういう状況の中で、だんだん「有
益なる怠慢」が効かなくなります。そして、
些細な校則違反が議論になる。下からの圧力
は結構あります。だから、今は校則と学力は
あまり関係ないですね。むしろ、もうここで
校則を厳しくしたら生徒はいないという学校
の方が、割と自由で、いい形で生徒を引き付
けているというのが結構あります。

５．まとめ
中野さん：校則をテーマとしていろんな事を
考えさせられました。桜井先生のお話には日
本の状況、貧困、格差、教育の大切さとか本
来の目的、多くのことが含まれていました。

そして、校則が必要であれば、どうして必要
なのか、生徒が理解できるようにするべきだ
とも感じました。時代に合わせてやはり見直
して行く部分も多々あると思います。自主
性、主体性と言われていますから、そちらを
伸ばして、もちろん個人の個性も尊重して、
子どもたちが自信をもって自立していけるよ
うに、ほんとに教育の部分が大切だと思いま
す。先生方の負担とか、働き方の問題もみん
なで考えていかなければいけないことです
し、本日は様々な事を問題提起として受け止
めることができました。

十時さん：校則に対して、好意的な見方をさ
れている方も結構いらっしゃるんだなと思っ
てちょっと驚きました。もちろんそれがケー
スバイケースということは承知しておりま
す。私が入らせてもらっている高校にも、割
と厳しめに取り締まる型の先生、それがいい
と言って入学する生徒もいます。しかし、そ
れも大事ですが、まずは一人一人の生徒に寄
り添ってその事情を考慮し、支えていくこと
を優先されている先生方もいらっしゃいま
す。むしろ校則をしっかり考え、議論して、
ほんとは生徒も含めて議論して使ってほしい
なと思うところもあります。有無を言わせ
ずに「校則だから」と伝家の宝刀のようにス
パッと切ってしまうところで使われるような
使い方は疑問です。今後は先生方も生徒も含
めて考えていけるような形になっていったら
嬉しいなとは思ってます。

辻さん：個々の校則についてはいろんなこと
があって、何がブラック校則かというのも、
必ずしも共通理解があるわけでもないと思
います。実際学校現場の中では、すでにメ
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ニューとしてそろってる校則一つ一つを議論
するきっかけもないし時間もないという現状
がありますが、今後、生徒と一緒に議論して
変えるものは変えていくということが大事か
なと思っています。今の学校は、定型の業務
をこなしていると、すぐに時間が経過してし
まいます。ですから、今やっていることの見
直しがほとんどできません。ここをまずは改
善して、我々の力をその見直しに向け、同時
に生徒と一緒に考え、議論していきたいと
思っています。

桜井さん：「下からの圧力」はキーワードで
す。一定、国家が問題だとか文科省が問題だ
と言っておけばよかったのですが、市民社会
全体がそれをキープして、強化しているとい
う気持ち悪さがあります。例えば自立。自立
して当たり前だと学校の中や家庭で思われて
ること自体が、先ほどの「一丸となって」と
同じように、うまくいかない人たちを痛めつ
けています。痛めつけているのはその人の問
題ではないにもかかわらず痛めつけている。
近代になる前は「依存」というのは非常に大
事な言葉であったのに、近代になって依存は
よろしくないと貶められてきた。「自立」は
当然依存を含んでいて、SOSを求める必要が
あるにもかかわらず、私たちは一人で頑張る
と思い込まされています。例えば、生きづら
いという言葉。周りに生きづらい原因がある
のに、自分の問題に取り込んでいく構造の中
で自己責任論は定着しています。今後は、言
葉を取り戻していったり、その言葉の怪しい
構築のされ方を見ていくというのが必要かな
と思います。
　学校の校則の話だけど、私たちの暮らしや
社会や人を見る、自分を見る、人を受け入れ

るという話が問われているのを共有すること
は、とても大事な枠組みだと思います。
　ご存じのように学級カーストというのは先
生の価値観がそのまま子どもたちに移って、
それがカーストを作ります。けれども、そう
した時に学校に関わる大人たちが、自分たち
はどう一番弱い人たちを見るのか、その人た
ちがどう痛めつけられているのかについて想
像力を広くして学んで、共有しない限り、非
常にまずい状況が続きます。逆に言ったら、
そこができるようになったらまだまだチャレ
ンジはできるし、新しい社会、新しい世界に
開くということもできるのではないかと思い
ます。
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松　長　智　美

教育討論会を終えて

　今回の教育討論会は「みんな校則に困って
いる」というテーマで、関西学院大学の桜井
千恵子先生、高Ｐ連会長の中野さん、ＮＰＯ
法人文化学習共同ネットワークのユースワー
カー十時さん、現役高校教諭の辻さんに話を
うかがった。
　昨今、学校での校則は様々な面で問題とな
り、注目を集めている。たとえば校則で地毛
を黒染めさせられている生徒がいたり、下着
の色を白でなくてはならないと指定されたり
するという。髪の毛に関する校則について
は、昨年パンテーンでも「#この髪どうして
ダメですか」プロジェクトが開始され、朝日
新聞でも取り上げられた。そのような人権無
視ともとられかねない校則の問題はどうして
発生するのだろうか。討論会を踏まえて２つ
の理由を考えた。

校則が厳しくなる背景
　一つ目は、桜井先生のお話にもあったが、

「お金を使わないで」教育を行うということ
である。例にも出されていたが、大阪の「ス
リーストライク」は、３年連続で定員割れを
起こした学校は廃校にするという制度であ
る。この制度は、必要なお金を投資せず、学
校の中にいる人間に短時間で効果的な教育を
考えさせるものである。そして現在、多くの
学校がこのようにお金も時間もない中で高い
教育効果を求められている。短期的に結果を
求められたならば、やはり効果的な教育とは

何かという深い議論はできずに、生徒に競争
やしめつけを強制していくことになるだろう。
　二つ目は、教員は校則を守ってさえいれば
生徒のことを「良い子」だと思い、その校則
自体に疑問を抱かないということである。今
回は学校現場から見た校則として、こちらの
理由について深く考えてみたい。生徒たちが
このような「良い子」になることを教員は良
いことであると考えがちだ。確かに自分の
ことを振り返っても、手のかからない生徒
は「良い子」であった。忙しい時期には自分
のクラスに手のかからない生徒が多いという
ことを「助かった」と感じることも多々あっ
た。「良い子」は教員に気を遣うことができ、
自分の意見よりも教員の期待通りに行動を変
える。そのような生徒が多いと学級も指導し
やすく、問題行動も少ないため、学級運営が
うまくいっていると考えてしまう。
　このような考えに教員が至るのは、教員に
は知らず知らずに「学校で決められているこ
とは絶対だ」という気持ちがあるからではな
いだろうか。学校の中のものに対して「変だ」
と声をあげるのではなく、疑問を持っていた
としてもだんだんと学校に順応していく。パ
ネリストの辻さんの話にもあったが、今の学
校がチームで教育に対応することが求められ
ているため、そうせざるを得ない。もちろん
若い教員はわからないことも多いので、問題
を一人で抱え込むことなく、多くの教員に助
けてもらうというのはとても心強いことであ
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る。その一方で、学校に順応することに腐心
してしまうこと、自分一人が全体を乱しては
いけないと考え、空気を読んでしまうことが
あるのも事実である。さらに自分の考えが
合っているのか、ここまで学校制度がうまく
運用されていることに対して、たかだか何年
かしか教員経験のない自分が異論など唱えら
れる立場にいるのだろうか、などと考えてし
まうこともある。
　私も教員６年目だが、職員会議の場で原案
がひっくり返されたのを見たことはほとんど
ないし、自分が原案に対して発言したのも数
えるほどである。「若手が学校を変えよう」
などと研修などでどんなにきれいごとを言わ
れても、若い教員にとって、自分たちが下か
ら学校運営を変える余地などほとんどなく、
さらに言えばそのような考えになることもほ
とんどないのが普通である。だから、学校で
決められている校則そのものに疑問を抱けな
いのだ。

「良い子」と社会
　先ほども述べたが、学校は「良い子」を育
てることが良いことであると考えがちだ。し
かし、パネリストの十時さんは、社会に出て
からの必要な力と、学校で教えていることの
大きなギャップを明らかにした。
　学校では教員は生徒に将来豊かな生活を
送ってほしいと願い、日々の指導を行ってい
る。しかし、校則など学校のルールで正解を
出しながら生徒を指導していくことは、必ず
しも生徒の将来のためになっているとは限ら
ない。私たちはいつの間にか生徒に自分の理
想を押し付けてはいないだろうか。社会に出
たら自分で考えて行動しなければならないこ
とも多く、また、自分の行動には責任が伴

い、なんでも他人に聞けば良いというわけで
はない。その一方で学校は最後には先生が何
とかしてくれるという安心感があるため、生
徒の自分自身で考えるという力が育たず、社
会を生き抜く力を奪うという可能性があるの
だ。このような学校の立場は、これから求め
られている教育の姿とも矛盾している。文部
科学省は新指導要領で主体的・対話的で深い
学びを求めている。しかし、中野会長も言っ
ていた通り、校則などを含め、今の学校の在
り方は、生徒が自ら主体的に考えるのではな
く、学校が「こうするべき」という答えを持っ
て生徒に対応していくので、ある意味生徒の

「生きる力」を止めている可能性を否定でき
ない。
　もちろん生徒たちは学校という共同体で生
活している以上、ルールが必要である。その
ため、どのようなルールが良いのか、また、
どのようにルールを決めていくべきなのかと
いうのは、検討していく必要がある。多くの
人が過ごしやすい共同体社会にしていくため
に必要なルールを共同体の中から作っていく
ことができれば、多くの人が納得し、良い共
同体になるだろう。そのためにどうすれば多
くの人が納得するか、まずは個人で考えて、
それを全体で議論する人間や環境を作ってい
かなければならない。
　私は高校時代、比較的自由な校風の学校に
通っていたのだが、３年生の夏にいきなり

「Ｙシャツは白以外だめ」という話が出てき
た。私は学校に積極的な方ではなかったし、
情報もほとんど入ってくるような立場ではな
かったので、なぜそのようなことになったの
かよくわからなかった。そのため、私は次の
日も青のシャツを着て登校した。クラスのあ
る男子に「なんでそんなもの着てんだよ」と
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むかしと同じ、いや違います。
　いまは遠ざかってしまった現場の話を聞

き、いろいろなことを考えることができまし
た。この機会をつくっていただいたことに感

本　間　正　吾

校則、今昔

教育討論会に参加して（１）

言われたが、聞こえなかったふりをして、そ
のまま何日間かが過ぎた。しばらくすると何
ごともなかったように、生徒たちは以前と同
じような自由な恰好で学校生活を送りだし
た。今考えても、あれは何だったのだろうと
思う。当時は生徒であったから、学校内でな
にがあったのかはわからないが、私にとって
理由もわからず、しかもぽっと出てきたもの
にいきなり従わなければならない状態は苦痛
であった。どのような生徒であっても、学校
に入学してくる前から言われていればともか
く、納得できる説明がなければ、そのように
いきなり出てきたものに従うことは難しいだ
ろう。また、何のためにあるものなのか、そ
れがわからなくなってしまえば、理念も何も
ない。そのように、共同体で新しく決まりを
作るのならば、構成する成員の共通理解が
必要だ。教員は「良い子」を育てるだけでな
く、生徒自身の判断力をもっと向上させる本
当に「主体的な学び」を日々模索していかね
ばならない。

アンケートより
　討論会終了後、アンケートで出席者に討論
会の満足度とその理由、「校則」に関する意
見等を聞いた。
　その中に「校則は基本的になくても良い」

「考えないことを作り出す」等の意見が多かっ
た。また「学校が締め付けで良くなったとい
う声に不満」「それを良しとする教員が多す
ぎる」という教員間の温度差と見られる声も
あった。私も締め付けるだけでは生徒の自尊
心などを育てていく教育は難しいと考える。
現在何かに苦しんでいる生徒に対し、校則と
いう観点で指導するだけでは、生徒が出して
いるＳＯＳに気づかない可能性もある。いき
なり髪の毛を染めた生徒は、もしかしたら、
家庭に問題が出てきたのかもしれない。そ
れを「髪を染めることは校則で禁止されてい
るため、黒に戻しなさい」とだけ指導するの
は、生徒に寄り添った教員像とは大きな隔た
りがある。
　しかし、辻さんの話にもあった通り、校則
を厳しくしていこうと考える先生たちも「学
校を良くしたい」という気持ちで行動をして
いる。どのような教員でも向いている最終的
な方向、「生徒に将来豊かな人生を送らせた
い」は同じだ。そのためには、安易に校則が
良い、悪いという二元論ではなく、どうすれ
ば生徒のためになるかを共に考え、教員同士
が対話していくことが必要だ。

　　　　（まつなが　ともみ　教育研究所員）
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謝します。ただ失礼ながら、現場の話を聞い
て出るのはため息ばかりでした。私が新採用
教員であったころとまったく変わらないので
す。懐かしいとは言いません。数十年を経て
いるのに、何の進歩もないのです。あのころ
は靴下についてワンポイントに限定するなど
と言っていました。そして違反した場合は取
り上げていました。何でこんなことをするの
かと驚きもしました。もっとも学校による違
いは大きかったと思います。実際私も服装や
頭髪についてはほとんど言わない学校に勤務
したときもありました。また時期によって指
導が弱まったときもあれば厳しくなったとき
もありました。とくに服装などの違反者を下
校させるというようなやり方については、学
習権の侵害になるという指摘もあり、かなり
減った時期もありました。ところがこの集会
で話を聞くと、何も変わっていないのです。
いまもカーディガンの色などについて、細か
い決まりをつくり、場合によっては違反者を
帰宅させるような指導もおこなっているよう
です。結局むかしと同じです。何の進歩もあ
りません。
　いや違うところがあります。かつては服装
や頭髪の指導について、こんな校則はおかし
いという声が上がり、学年会や職員会議での
激しい議論になることもありました。とはい
えお世辞にも立派な議論が整然と行われてい
たとは言えません。ほとんど喧嘩のような怒
鳴りあいで終わることも多かったと思いま
す。ただそういうやりとりを経て、多少とも
校則は変わった、少なくともやりかたはソフ
トになった、そんな気はします。もっともそ
の過程で十分に議論を尽くし、学校全体の方
針がきちんと固められていった、そう胸を
張って言うこともできません。だから進歩が

なかったのです。そしていま、職員会議や学
年会での議論も怒鳴りあいもなくなってし
まったのです。

多少整理してみます。
　さてここで少し問題を整理してみます。整
理することによって、考える手がかりを見つ
けることができるかもしれません。

　（１）主として授業に関わるルール
　　　（教務的な規則）
　 　成績評価や単位認定、進級、卒業に関

わる規則は学校を成り立たせるためには
欠かせないものと言えるでしょう。しか
し、この教務的な規則を生活に関わる
ルールと混同するようなことがあっては
なりません。そもそもこうした規則は生
徒が守るものではなく、「この条件を満
たしていれば単位を認めます、あるいは
進級を認めます」という学校全体の約束
事です。むしろ守ることを求められるの
は、教員、学校の側です。
　（２）集団生活に関わる規則
　 　多くの児童生徒が集団生活を送る学校

という場で、さまざまなトラブルが生ず
ることは当然です。ただし集団生活上の
トラブルについてはその都度話し合っ
て解決しなければなりません。話し合う
ことに意味があるのです。あらかじめ一
般的な規則をつくって、それを当てはめ
て終わったとするのでは、トラブルは解
決しません。もちろん規則をつくること
にまったく意味がないわけでもありませ
ん。ただしその意味は、考え話し合って
いく上での手がかりとしての意味であっ
て、規則を守ることそのものに意味があ
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るわけではありません。考え話し合って
こそ、はじめてトラブルは解決し、集団
は成長するのです。
　（３）個人の生活に関わる規則
　 　服装や髪型に関わる規則があります。
「ブラック校則」といま言われる規則の
大部分がこの分類になります。端的に言
います。自分の生活については自分で考
え、判断すればすむことです。それが成
長につながるのです。ですから生活につ
いての規則など必要ありません。「学生
らしさ」「高校生らしさ」という出所不
明のイメージを振り回し、個人の生活を
管理しようとするやり方は、お節介とい
うよりも頑ななパターナリズムにすぎま
せん。

　このように見ていくとほとんどの校則はな
くてよい、と言わざるを得ません。もちろん
無秩序でよいなどと言っているのではありま
せん。むしろ安定した秩序をつくりたいなら
ば、考え話し合うことが大事なのです。管理
と強制によりつくられた秩序は脆く危ういも
のなのです。

「きまりだから」と言ってはなりません。
　この討論集会には学生の方も参加していま
した。そしてこんな発言がありました。「（校
則について）理由を説明して欲しいのにして
くれなかった」。「“きまりだから”守らなけれ
ばならない」と教員は言います。「なぜ」と訊
かれると、「きまりだから」と答えます。こ
うした校則による管理は学校に染みついてい
る、という以上に本質と言ってよいものに
なっているのかもしれません。
　くりかえしになりますが、ひとつひとつ丁

寧に考え議論していくことです。考え議論し
合意を形成する場所、これがもうひとつの、
否もともとの学校のあり方であるはずです。

「学校は考えたり話し合ったりする場所では
ない」と大胆にも言う人がいるとすれば、す
ぐに学校から出て行っていただく方がよいで
しょう。そうは言っても「議論する時間など
ない」という声があがるかもしれません。た
しかにいまは学校の多忙化が大きな問題にな
る時代です。でも何が優先されるべきかを
考えるならば、答えはあきらかです。「思考
力」「判断力」「表現力」を育てなければなら
ない、「主体的・対話的で深い学び」をつく
らなければならない、常日ごろ学校現場では
こう言われているのですから。

過去にとらわれてはなりません。
　最後に自戒を込めて余計な付け足しをしま
す。先を生きた者は武勇談を語ってはなりま
せん、大切なことを見えなくしてしまうから
です。後を生きる者は臆してはなりません、
言わなければならないことを言わず、なすべ
きことをなさずに終わってしまうからです。
過去にとらわれることなく、おかしいことは
おかしい、変えるべきことは変える、これか
らの学校がそうあって欲しいと願います。

（ほんま　しょうご　教育研究所共同研究員）
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きっかけ
　私は県立高校で学年の生活指導を担当して
いる。勤務校には「カーディガンの着用の場
合、色は紺で無地の物とする」という規則が
あるが、学校指定の物を用意していない。
衣替えの期間の学年会で「無地に一本の線の
入ったカーディガンを許していいのか、二本
ではどうか」といった議論が毎週延々と続い
ていた。我々教員はそうした根拠の曖昧な
ルールの線引きを指導に求められることが
多々ある。疑問を持ちながら指導しても生徒
に響かないし、仕事へのモチベーションを下
げてしまう。さらに「チーム学校」「ブレな
い指導」の名目で細かいマニュアル的なルー
ルの上で指導することを求められ、多忙化と
相まって、教員が自分の求められている指導
に疑問の声を上げにくい現状がある。
　頭髪指導に関して、近年大阪府立懐風館高
校の黒染め裁判など、行き過ぎた指導が問題
になっている。本校でも染髪した生徒には管
理職立ち合いのもとでの帰宅、再登校指導を
行っており、私自身生徒に対し繰り返し黒染
め指導を行っている。黒染め指導の意義に関
して、いつも「染髪した生徒が多いと就職や
進学に影響する」という苦しい説明を行って
いる。確かに、就職や推薦入試などではきち
んとした身だしなみが求められ、社会人とし
ての資質を養うために、生活指導が果たすべ
き役割は大きいだろう。ただ、「頭髪の色」
という個人差もあり、偏見も人それぞれの曖

昧なものを、色見本をあてがって「高校生ら
しさ」という言葉とともに「例外なく」指導
するということに無理があると感じる。
　「いや、頭髪を加工する行為に対して指導
しているのであって、色そのものに優劣をつ
けているわけではない」と生活指導の教員は
言うだろう。しかし、地毛の色素の薄い生徒
がいて、周囲からそのことをからかわれ、い
やいやながら自発的に黒く染めたとしたら
…。実際に最近起こったことである。あきら
かに、「黒い髪こそ高校生らしさである」と
いう価値観が生徒を取り巻く同調圧力として
働き、それに対する過剰適応を引き起こして
いる現状がある。「高校生らしい黒い髪」と
いう基準はともすれば、外国籍や薄い色の頭
髪の生徒の「自分らしさ」を抑圧する同調圧
力を作りかねない。

ルールへの過剰適応で荒廃する教育現場
　私が以前勤めていた大阪府立高校では、遅
刻の累積した生徒を何時間も職員室で指導
し、反省文を書かせるということをしてい
た。規則の厳しい学校だった。指定された通
学路を通らなかった、体育祭の恒例行事の体
操をすることの意義に疑問を述べた…などな
ど些細な理由でも長時間にもわたる指導を行
わなければならず、私を含み教員は毎日生活
指導に膨大な時間を割き、職員室はいつも生
徒を叱責する怒号が鳴り響いていた。ある

落　合　健　夫

ルールへの過剰適応

教育討論会に参加して（２）
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日、数分間の遅刻で何時間も居残り指導を受
けていた生徒が逃げ出そうとした。その時に
同僚の教員から言われたひとことを私は一生
忘れないだろう。「落合先生、出口をふさい
で！」その生徒は長時間の指導の果てに２階
の職員室から飛び降りようとさえした。（幸
い未遂に終わったが）
　こまごまとしたマニュアル的なルールに基
づき、反省文を手に脅迫的な態度で指導す
る。こうした硬直的な指導は生徒の心を閉ざ
し、見せかけの従順さを強制する。そしてそ
れは生徒だけでなく教員の心も蝕んでいく。
こうした生活指導にまじめに取り組み続けた
ある同僚はある日、職場に出勤しようとする
と突然足が動かなくなった。私がその府立高
校に在籍した短い間に、一人の若い同僚は退
職し、一人は心を病んだ。

討論会での議論
　討論会では、「正しい方向に生徒を導く」
生徒指導が、ともすれば自分で考え行動する
感性や社会で生き抜く力を奪っているのでは
ないかという提言がなされた。大学生の参加
者から「高校生のころカーディガンの色で指
導された。指導されたことより、なぜだめな
のか先生がきちんと説明してくれなかったこ
とが嫌だった」「うちの高校の校則は緩かっ
たが、決して荒れてはいなかった。生徒の
間に自然な規範意識があった」という声が上
がっていた。
　大手保険会社が「自由な髪形で内定式に来
るように」と内定者に呼びかける時代であ
る。ＡＩが導入され、さらにグローバル企業
による雇用の流動化、外国人労働者の流入な
ど、地域の情況は大きく変化している。ダイ
バーシティの重要さが言われている今、「黒

い頭髪こそ高校生らしさ」という基準は企業
でも大学でも遅かれ早かれ廃れていくだろ
う。「自分で考えて行動する力」は過剰適応
を強いられる環境の中からは生まれてこない。
　また討論会の中で、「授業をきちんと受け
たい生徒のための授業のルール作りを厳し
くした取り組みは有効だった」という教員の
参加者の声に対して、パネリストの方が「な
ぜ、それが必要なんですか？」というやり取
りがあった。授業の環境を整えるためルール
を厳しくする、ということも理解できる。し
かし、以前こういうことがあった。バイトに
明け暮れ、全く授業に参加しないある生徒が
いたのだが、『セメント樽の手紙』という過
酷な労働条件と貧困をテーマにした国語の授
業だけは、なぜか琴線に触れたようでいつに
なくまじめに取り組み出した。理由を尋ねた
ところ、「自分自身の話のように感じられた」
という。自分が生きることと学校の学びがつ
ながれば授業に参加する。このような参加は
無理やりルールによってつくられるものでは
ないと思う。

教員の仕事の性質
　我々教員は「目の前の生徒の秩序が保たれ
ていること」を成果あるいは仕事そのものだ
と思ってしまいがちである。大きく変わりつ
つある現代社会に[正しいこと]を設定すると
すれば、それは人権に関することだろう。私
は「規律は必要ない」と言いたいわけではな
い。ただこまごまとしたルールの一つ一つに
どれだけの社会的な妥当性があるのか、そこ
からルールの適応範囲や厳格さあるいは曖昧
さを弾力的運用方法も含めて考えていく必要
があると思う。社会の再生産機構としての公
教育制度は良くも悪くも政治や社会の変化に
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校則の思い出と感想
　みなさんは校則についてどのような思い出
がありますか。私は中学校の校則が印象に
残っています。２つ困った点があり、下着や
靴下の色が白のみ、靴は白を基調としたもの
と指定がありました。ただ、それは派手な色
を着用したいから困っているのではなく、卒
業後の使い道に困るからです。現実に白い靴
や白い靴下を履いている高校生や大学生、大
人をほぼ見かけません。同様に私も履く機会
が極端に減っており、活用の仕方に思案して
います。
　また、下着も規則通り、白を着用しまし
た。最終的に卒業まで確認をされることはな
かったですが、本当に確認されるのかを気に

しつつ過ごしました。「校則」の範囲を飛び
越えている気もしました。見えないところな
ので、よりそのように思いました。
　もう一つは、制服の夏服・冬服の着用時期
の期日の指定があったことです。昨今、温暖
化傾向にあるなか、その年々で暖冬や冷夏も
あり、日々の体調や個人差もあります。「10
月１日から冬服」「６月１日から夏服」と厳
密な実施が難しくなっています。熱中症対策
も含め、体調に考慮した着用が望ましいです。
　一方、高校では中学校での校則に慣れた
せいか、自由さを感じました。仮に「私服が
いい」「化粧をしたい」「ピアスをつけたい」

「アルバイトをしたい」「スマホを自由に使い
たい」など、希望があれば受験前に確認する

加　隝　美　輝

校則を考える

教育討論会に参加して（３）

影響を受けやすい。そうなると、教員がルー
ルの社会的妥当性に無自覚であることは、と
もすれば権力の内面的強化に加担しているこ
との無自覚ということになりかねない。成人
年齢が18歳に引き下げられた昨今、与えられ
たルールの妥当性に無自覚であることの政治
的効果を考えるとそら恐ろしくなるのは私だ
けではないだろう。

おわりに
　詩人の金時鐘氏が兵庫県立湊川高校で朝鮮
語を教え、生徒と激しく衝突したときの述懐
の中に「さらさねばならないことをさらしあっ
ているのだ」という言葉がある。目の前の生

徒とぶつかったとき、生徒と教師双方の立場
の根本にある社会的環境がさらされる。「指
導上楽だから」という言葉でルールの権威の
中に身を隠すのではなく、さらされた自分の
よって立つべき土台を自分の頭で考えていき
たい。そこでさらされるものはもしかした
ら、リベラルな言説で自分の不安定な足元を
必死に固めようとしている私自身の姿かもし
れないが。

　　　　（おちあい　たけお　県立高校教員）

金時鐘『解放教育選書８　さらされるものと‥さらすも

のと』　明治図書、1975年

参考文献
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こともできますが、特にしていません。校則
は二の次で受験校を選択しました。具体的な
内容は入学後に把握していきました。実際、
最低限度の、または一定の制約のある校則は
あるものの、それは当然に求められるもので
したので不満はありませんでした。

校則の必要性
　このような感想を持った校則ですが、総論
として概ね賛成です。中学卒業後に働く場
合、校則には縛られなくなりますが、今度は
法律というルールの中で生活をすることにな
ります。中学校はその準備期間と言い換えて
もよいのではないでしょうか。いずれにし
ろ、学校や社会の一員であるにはルールを守
らなければなりません。また、高校へ進学す
る場合、校則を重視するならば「希望する校
則」のある高校を探して合格することで、不
満のない充実した高校生活が送れます。すべ
て自分の選択次第です。
　しかしながら、校則が策定当時と現在では
時代背景が異なるために、校則が追い付いて
いない場合があります。適宜見直しも必要で
あり、その結果、健全な学校生活が送れるよ
うな規則であってほしいものです。例えば、
前述したような夏服・冬服の切り替えは一定
の幅を持った移行期間が欲しいです。制服外

の衣類を着たいということではありません。
また、靴や靴下の色は汎用性も加味して紺や
黒、茶色も加えて欲しいです。いずれも風紀
や規律、秩序を乱す恐れはないように思います。

まとめ
　校則が負のイメージで取り上げられがちで
すが、行き過ぎたものや合理性に欠けるも
の、時代錯誤のものならば協議し修正してい
けばいいと思います。
　校則全部が生徒を苦しめるものだという飛
躍した考えが一部にはありますが、プラスな
面もあると思います。学校生活における平安
や秩序、規律の維持に寄与していると理解し
ています。再度、制服で例えるなら、貧富の
差が表出せず、ファッションセンスが問われ
ない、また礼服として使うこともできます。
メリットについては触れられる機会が少ない
ように感じます。
　また、私服から制服化を実施したところ、
受験者が大幅に増えた高校があります。風紀
や治安が安定したことで周辺地域からの評価
が上がり、保護者からも信頼を得たのではと
校長が述べていました。受験生や生徒も制服
に魅力を感じている表れだと言えます。

　　　（かしま　みき　日本大学法学部学生）

校則の本質はサポート？効率的な運営？
　まず、今回の教育討論会では“校則”が、１

つ大きなテーマとしてあった。桜井先生の基
調報告によると、学校教育においては校則を

菊　地　健一朗

今一度、校則を考える

教育討論会に参加して（４）
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強化することにより教育を効率的に行い、子
どもの困難が解消されると捉えられている。
そして、校則には、心身の統治や子どもの反
論する構えをなくす効果があり、それにより
効率的に人材を育成する狙いがあるとのこと
だった。
　しかし、これは、校則を決める側の価値観
を子どもに押し付けているのではないだろう
か？ たしかに、校則を含めたルールとはそ
のような側面がある。ただ、学校、つまり、
教育の舞台になる場所で適用される校則が、
ルールとして前述のような側面が大きいのは
おかしい。なぜなら、あくまでも学校におけ
る学びの主役は子どもであり、教職員や保護
者などの大人は、子どもを支える、裏方だか
らだ。裏方の大人の価値観で押さえつける校
則は、おかしな話。もちろん、学校という社
会性のあるコミュニティを運営するために、
多少は上から押さえつける側面があってもい
いとは思う。
　ここで私が言いたいのは、校則のあり方を
極論として捉えるのではなく、校則には様々
な側面があることを理解し、大前提にある校
則の目的は、学校の中に子どものより良い学
びが可能な環境を作る“１つの手段である”
ということ。ここで、自分の学生生活を振り
返ると、校則に対してはあたかも先生が学校
を統治しやすくするためのルールといった印
象が強かった。そのため、今回の教育討論会
に参加し、様々な立場で学校に関わる大人の
話を聞き、なおさら、校則は環境を作る１つ
の手段でしかないと感じた。

校則と多様性
　次に、今回の教育討論会に参加し、校則と
多様性について考えたこと。先ほどの、校則

は上から押し付けられるもの？という話とも
繋がるが、校則があると、校則を守るか否か
でマジョリティーとマイノリティーがはっき
り分かれる。よって子どもたちの中での良い
と悪いが明確になってしまい、「異質の排除」
のメカニズムが生まれてしまうのではないだ
ろうか。
　ただ、前述のとおり学校での学びの環境を
整えるという意味でも、学校というコミュニ
ティを運営するためにも校則は必要なもの。
しかし、校則はルールゆえに守る、守らない
が存在するのもまた事実。ここで大事になる
のが、校則を守らない生徒がいたとき。そう
いった生徒は校則という側面から見たら悪い
かもしれないが、必ずしも他の側面や全体で
みたときに悪い生徒と言えるわけではない。
　こういったように校則が存在する限り、「い
ろんな人がいて良いんだよ」、「良い悪いの絶
対的な基準はないんだよ」といったことも、
先生や生徒を含めた学校全体で考える環境を
整えないといけない。
　また特に、子どもにとって学校生活は、子
ども自身の生活の全てと感じやすい。そのた
め、あくまでも、学校生活は子どもの生活の
一部という意識も同時に社会全体で強く持つ
必要があると思った。なぜなら、これは不登
校やいじめの問題解決のためにも、画一的な
価値観を押し付ける教育にならないためにも
必要なことだと思うからだ。

（きくち　けんいちろう　日本大学法学部学生）
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　高校を卒業してから今年で３年。11月16日
に開催された教育討論会「みんな校則に悩ん
でる」に参加するまで「校則」という言葉の
存在をすっかり忘れていた。
　しかし、ふと私の高校生活を思い返すと

「校則」という言葉を１週間に１回は口にし
ていたし，むしろ校則を忘れることなど毛頭
なかった。
　私が通っていたのは、私立高校である。全
校生徒数は比較的少なく、落ち着いた生徒が
多かった。私の高校にあった校則の一例をあ
げれば「教室に登校したら携帯電話を預ける」
である。教室で携帯電話を使用するなどの反
則をした生徒には、教員がその生徒の携帯電
話を預かり保護者が回収しに行かなければな
らなかった。
　また、制服に対しての校則が厳しく，ス
カートが短い生徒に対して口頭で既定の長さ
に戻すように指導が行われていた。これ以外
にも複数の校則があった。これらの校則が常
に高校生活と隣り合わせであった。
　高校生活と中学生活を比較すると中学生活
で校則を話した回数が驚くほど少ないことに
気づいた。むしろ中学生のほうが校則を厳し
く設定しているにも関わらず，逆に言えば高
校生活の中で校則があることが当たり前の中
で生活していたということである。
　昨今、校則について見直しが盛んに行われ
るようになった。今回の教育討論会でも話題
に出たが、校則の意義は時代によって変化し

ていると私は考える。
　1970年代後半から1990年代頃まで全国各地
で不良の少年少女が現れ、学級崩壊が起き
た。当時の学校側としては、荒れる生徒に対
処するために、校則があることで罰を与えや
すくなる機会を設けていた。不良がいた原因
として「上級生の存在」という圧力があった
のではないかと考える。“ヤンキー ”という言
葉が巷で使われているような時代，上級生の
威厳はとても大きいものであった。目立つよ
うな存在であれば先輩に目をつけられないよ
うにするため、下級生の内は静かに過ごして
いた生徒もいたのではないか。その下級生が
上級生になり、同様の行為に走る。そのくり
返しであったのだろう。
　時代も進み、2000年以降になると不良の生
徒が減少していく。さらに2010年代は子供の
数が減少する時代に突入し、今後もその状態
が続いている。不良の生徒が減少し、次に課
題として見えてきたことは障害者に対する学
習支援である。
　一つの課題が解決されれば新たな課題が見
つかり、今までは見えてこなかったことが見
えてくるようになる。まさにそれが次なる課
題ではなかろうか。
　世界的にも少数意見を持つ人への配慮がな
されるようになった。「個性」を大事にする
ことで周囲に合わせることを強いることが
減った。自分を自分らしく生きることを学校
教育でも取り入れるようになってきている。

潮　地　真　大

校則、時代による変化

教育討論会に参加して（５）
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学校側に対しても学校独自のカリキュラムを
作成し、同一の風潮を作らないように求めら
れている一方で、校則はすべての生徒を同一
視してしまっている。
　先日、とある新聞で校則の特集が組まれて
いた。校則として定められている規則に対し
て生徒が主体となって改正を求めているとい
う内容であった。その記事の中に「校則を変
えるための校則がない」といった文に目を奪
われた。校則を規定した当初、校則の改正を
考慮しなかったのだろう。今後は学校独自に

校則の改正ができる校則を検討していく必要
がある。
　校則の存在意義を知る前に、校則があるこ
とが当たり前で守るべき“ルール”と認識して
いたが、これからの時代は違うのかもしれな
い。「チーム学校」として教員同士が連携し
ていくのではなく、地域との連携、さらに生
徒との連携を強化することで初めて、一つの
学校として捉えられるのではなかろうか。

　（しおち　まさひろ　駒沢大学文学部学生）

高校時代の罰
　高校の時に、部活動の仲間の誕生日をみん
なで祝うためケーキを購入し登校した。昼休
みに、校内のある広場でクラッカーを鳴ら
し、友達の顔面にケーキを押し付ける、そん
な誕生日祝いをした。しかし、その行為が一
人の先生の知る問題となって数日間、部活動
停止の罰を受けた…
　この行為は、ただ面白おかしく仲間を祝お
うとしただけなのに、「何がダメなのか」、「勉
学に余計なもの」と言う点では当てはまると
思うが、「許容範囲だろう」と言う気持ちが
当時は強かった。
　しかし今回、校則についての討論会に参加
し、教師や生徒などの様々な視点から、「校
則とはなんの為にあるのか」、「どう守ってい
く、どう守らせるのか」など色々な意見を聞
く事ができ、その当時の行為がなぜ校則違反

になるのかが、少しわかり納得する事ができ
た。

私が教師なら
　私が教師の立場なら、高校時代のその行為
を許すと思う。近年校則に限らず学校では、
色々な問題が起き話題になっている。そんな
中で、校則は今後生徒に対して守らせるもの
ではなく「何がいけないのか」、「どうしてい
けないのか」を理解してもらう事が重要にな
ると考えるからである。
　校則を学校側は生徒に押し付けるが、学校
生活をするのはあくまで生徒である。生徒の
要望や意見をしっかりと取り入れる事で、学
校側の理不尽な校則より自分たちで決めた校
則の方を理解し、守るのではないだろうか。
　また学校によって校則が「厳しい」「緩い」
などがあるだろうが、そういったものは、今

杉　本　風　弥

校則、教師めざす中で

教育討論会に参加して（６）
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まで卒業して行った生徒が校則をいかに守っ
て来た結果なので、緩いなら緩いままでいい
と思う。厳しいところは緩くできるようにし
ていく事で、どの学校でも最終的に校則が要
らなくなればいいと私は考える。

理想の教師との出会い
　今回、教育討論会に参加したことで、先生
を目指す気持ちが強くなった。私は小学校、
中学校、高等学校の時に、大袈裟だが自分の
中で何かが変わる転換期に、理想の教師とし
て目標とするきっかけとなった先生たちに出
会う事ができた。その出会いが私を教師にな
りたいと言う思いを強くしたのかと思う。
　小さい時の私は、問題児で何かと問題を起
こし先生に怒られているような子どもであっ
た。そのせいか、何かありその場に私がいた
ら、私が問題を起こしたとまで思われる事が
多々あり、先生もただ怒るだけであった。し
かし、小学校三年生の時の担任の先生だけ
は、怒るだけではなく、「なぜそうしたのか」
をしっかりと聞くことを何度もしてくれた。
その為、その先生は、当時の私からしたらと
ても信頼できる先生だと思ったのを覚えてい
る。
　中学に進学し、少しは性格が落ち着いてい
たが、勉学に苦戦していた。しかし、社会科
の授業、特に地理だけは、とにかく楽しかっ
た。それは、親の影響でもあるが、その当時
の社会科の先生の授業がプリントや地図を
使ったワークが多い授業だった。その為、そ
んな先生のような授業をいつかできるように
なるのを目標に今でもしている。
　最後に高校の時の部活顧問の先生である。
入部したての頃、顧問から、いきなり当たり
前だが「普段の学校生活や勉学ができなきゃ

サッカーは上手くならないし、どんなに上手
い選手でも試合には出さない」と言われた。
今まで疎かにしていた部分を見直すきっかけ
にもなり、より人として成長することができ
たと思う。

将来は教師
　私は、今まで色んな先生と出会い学んでき
た。特に、この３人の先生には、生徒との接
し方、授業の作り方、勉学以外に学校で何を
学ぶかを教える為に教師にとって大切なこ
と、意識するべきことを直に感じる事ができ
た。元々地理が好きであった。地理は、あま
りメジャーじゃないため、「もっと地理の楽
しさを知ってもらいたい」、そんな気持ちが
あり、それを出来る手段の一つとして教師を
目指すきっかけには十分であった。
　教員を目指し始めて気づけば、教育実習に
行く年になってしまった。私は実習中でもこ
の気持ちを忘れず、少しでもきっかけとなっ
た先生たちに近づけるよう、そしていつか自
分が誰かの理想の教師になれる事ができたら
頑張って行きたいと思う。その時に、私が考
える校則の主張をより明確にしておきたいと
思う。

　（すぎもと　ふうや　駒沢大学文学部学生）
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１．はじめに
　教育研究所は『ねざす』63号（ 2019年５月
号）で県立高校における中途退学と転出につ
いて課程別の状況を調査し報告を行った。そ
れを受けて、2019年の８月には、高校現場の
教職員と研究所の所員による座談会を実施し
た（『ねざす』64号、2019年11月号で概要など
について報告した）。
　座談会では、課題のある生徒が中途退学や
転出することによって、やっと学校が落ち着
いて行く現状があり、時には教師を休職に追
い込むほどの困難で過酷な状況が報告された。
　中途退学を減少させるためには、例えば教
務内規や校則などを変更することも必要だ
が、それだけでは教職員の負担は増すばかり
だろう。それは、学校や教職員の思いだけを
頼りにして、生徒を抱え込むことにつながる
からである。
　神奈川県では2005年度から学区が廃止さ
れ、県全体の高等学校が序列化されていった
結果、学力下位の高校に様々な困難を抱えた
生徒、とりわけ経済的に困窮する世帯が集中
している状況がある（『ねざす』63号、P34の
偏差値と就学支援金申請率の相関を参照）。
そういった学力下位校では、授業や学校生活
などを成立させるために教師が日々想像を超
えた苦労をしている。
　『ねざす』63号における中途退学と転出につ
いての課程別状況調査と64号における座談会
報告を受けて、中途退学と転出の増加に対す
る現時点までの教育研究所における検討結果
を以下に報告する。
　
２．中途退学へどのように向き合うか
　松岡亮二氏は、『教育格差』（ちくま新書）

の中で、「低SES（socioeconomic status = 社
会経済的地位　経済的、文化的、社会的要素
を統合した地位を意味する。同書）・低ランク
校では、自分の教育実践で生徒が思い通りに

『成長』しないことに苛立ち、問題行動にも手
を焼いていて、それらが低い職務満足に繋が
っていることが、校長観察（PISAには教員デ
ータが無いので校長回答を利用。同書）によ
る低い期待や否定的な態度の背景にあるので
はないだろうか」（p.224）と分析している
が、少なくとも今回の座談会での報告によれ
ば、困難な現場で日々頑張っている教職員の
姿が伝わってくる。同氏は、また、「家庭で
困難を抱えた生徒たちが、学力を向上させる
ことなく制度的に教育が困難な課題を抱えた

『中退がふつうにあり得る』学校に集められて
いるのだ。中退した先輩がロールモデルにな
って同じ道（高校中退の中卒）を歩むことに
なっても不思議でない」（p.225）と続ける。
これは、神奈川県で学区が撤廃され、高校の
序列化が進行し、その結果として中退者のき
わめて多い高校が存在する現状と重なる。こ
のことからも、今必要なのはこの困難に対す
る想像力であり、それに裏打ちされた各高
校、教職員、生徒、保護者に対する具体的な
支援策である。
　現在神奈川県では、教育委員会が全ての高
校に対して一律に１単位あたり年間35時間の
授業を行うように指導している。その結果、
全ての高校で授業時間を増加させることにな
った。座談会では「35週が厳しい」といった
意見が出された。また、この学習指導要領で
は標準とされる１単位年間35時間の指導によ
って、中途退学の時期が早まる可能性がある
ことも座談会では指摘された。このようなこ

県立高校における中途退学と転出について
『ねざす』63号と64号を受けての検討報告
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とから、画一的な指導は事態を好転させない
ということは言えるのかもしれない。下のグ
ラフのように2018年度も全日制高校の中退者
は増加した。

　以上のようなことから分かるのは重層的、
複数の困難を有する生徒に対する支援には、
まずは困難を可視化し、そして画一的な発想
を乗り越えて、重点的で柔軟、現場の裁量を
幅広く認めたものになる必要があるというこ
とである。以下それを考える手掛かりとし
て、座談会で中途退学の原因として指摘され
た、障害と不登校を取りあげたい。また、中
途退学にどのように向き合うのかについても
併せて検討したい。以下、『ねざす』64号で報
告した「中途退学・転出に関わる座談会」か
ら関係する内容箇所を紹介する１）。

◦ そもそも中学校に行っていない生徒が入学
する。不登校状況の生徒が各クラスに１～
２名は在籍している。

◦ 中学校では不登校であったが、保護者は何
とかやり直してほしいと思っている。しか
し、生徒、保護者も息切れをする。生徒に
あった多様な学びがあればいい。その生徒
にマッチングした高校選択を保護者と生
徒、中学校に理解してもらうことが必要。

◦ 発達障害的な所を受容できずに入学するケ
ース。全日制高校とはマッチングしないか
もしれない。

◦ 発達の課題、経済的な困窮、ＬＤ、知的障
害などが背景にある。これらの事が重層化

した生徒ほど厳しい。
◦ 破壊衝動や攻撃的衝動が押さえられない生

徒に対して、ＳＣやＳＳＷの方と丁寧にや
っていくが、こぼれていってしまう。

◦ コミュニケーション障害がありそうな生徒
もいる。

（１）障害
　中途退学の理由として、座談会（『ねざす』
64号）では、生徒の障害が指摘されている。
実は、小中と比較して高校では障害を持った
生徒の在籍について偏りがあることが既に分
かっている。発達障害については、小学校段
階では約6.5%、高校の全日制が1.8％であるの
に対して通信制に約15.7%、定時制には約
14.7%の障害を持った生徒が在籍すると推定
されている２）。
　高等学校におけるインクルーシブ教育に注
目が集まる中、すでに障害のある生徒は在籍
しており、定時制と通信制に障害のある生徒
が多く集まる傾向がある。しかし、『ねざす』
63号の座談会によれば、全日制高校の学力下
位校には、実は障害を持った生徒が1.8％より
はるかに多く在籍している可能性がある。学
区がなくなった事により、全日制学力下位校
が、定時制・通信制と同じような状況にある
のではないだろうか。「障害者の権利に関する
条約」第24条によれば、インクルーシブ教育
システムでは、「自己の生活する地域において
初等中等教育の機会が与えられること」とな
っている。学区の撤廃によって長い通学時間
を必要とする現状はそもそも「障害者の権利
に関する条約」に逆行していると言える３）。
　そして、座談会の報告によれば、障害を受
容していないケースについては進路指導の難
しさがある。現行の障害者雇用の枠組みで対
応せざるを得ない状況を踏まえると、障害の
枠で入学する仕組みとなっているインクルー
シブ教育実践推進校の取組と比較すると対応
が格段に難しい現実がある。
　こういった偏在状況で、中途退学が増加し
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ているのだとすれば、現場の負担増に対する
対応、そして障害が原因で中退、転出をして
いく生徒について何らかの支援が必要なこと
は当然のこととも思える４）。
　2017年に告示された中学校学習指導要領総
則解説「第３章教育課程の編成及び実施」の

「２特別な配慮を必要とする生徒への指導」に
は、「（１）障害のある生徒などへの指導」に
ついての記述がある。また、教科化された道
徳科の解説「第５章道徳科の評価第２節道徳
科における生徒の学習状況及び成長の様子に
ついての評価」にも「（５）発達障害等のある
生徒や海外から帰国した生徒，日本語習得に
困難のある生徒等に対する配慮」の記述があ
る。このように障害のある生徒については、
特別な配慮を必要とすることが指導要領にも
記載された。そういった配慮を受けながら高
校へと進学をしてくる。さらに、改訂された
高等学校学習指導要領総則解説にも第６章第
２節「特別な配慮を必要とする生徒への指導」
についてに同様の説明がある。
　障害を理由として中途退学をしていく生徒
がいることが座談会で報告された。その生徒
達に学習指導要領の説明する特別な配慮はど
のように行われているのであろうか。だが、
前述したように、学力下位校では学校を日々
成立させることで疲弊している現実がある。
そういった中で、学習指導要領を前提として
特別な配慮を言葉だけで投げかけても無力で
ある。特別な配慮を可能とする現実的な学校
に対するまさに特別な支援が必要である。そ
して、定時制、通信制に偏在し、学区が撤廃
されることによって学力下位校にも同様な偏
在が起きている現状にしっかりと行政は対応
していく必要がある。
　学区については廃止を文科省が各自治体に
求めたのではない。あくまでも地方分権の中
で決定権が自治体に委譲されただけである。
学区の設定は今でも可能なわけだから、学区
を元に戻し、最終的には小学区として偏在を
緩和していくのか、それが無理なら障害を持

った生徒が偏在する各課程の高等学校に特別
な支援を考えるのか、そのどちらかしかな
い。なお、現在でも学区の撤廃を実施してい
ない自治体もある。

（２）不登校
　『ねざす』63号では、教育機会確保法の成
立によって、文科省の不登校に対する考え方
が大きく転換したことを紹介した。必ずしも
学校への復帰を目指さないというこれまでの
不登校に対する指導方針の180度の転換であ
る。今後、この転換に支えられて中学を卒業
し、高校へ入学してくる生徒に対して、高校
がどのような支援をするべきかを検討するの
は喫緊の課題になっていると思うが、具体的
な施策は明らかになってはいない。高校への
入学については、文科省は「高等学校入学者
選抜について多様化が進む中，高等学校で学
ぶ意欲や能力を有する不登校生徒について，
これを適切に評価することが望まれること。」

（「不登校児童生徒への支援の在り方につい
て」文科省、2016年９月14日）と通知してい
る。これに先だって、神奈川県ではこれまで
も高校入試においては、不登校などで中学時
代の資料がない生徒に対して受検上の配慮が
行われている。しかし、入学後に具体的にど
のような支援が必要なのかはあまり議論はさ
れてこなかったのではないだろうか。結果と
して、不登校の入学生たちは、座談会で報告
されたように、自然と、消えるように中途退
学していくのである。
　だが、前述した高等学校新学習指導要領解
説（総則編）の「特別な配慮を必要とする生徒
への指導」には、「不登校生徒については，保
護者や関係機関と連携を図り、心理や福祉の
専門家の助言又は援助を得ながら、社会的自
立を目指す観点から、個々の生徒の実態に応
じた情報の提供その他の必要な支援を行うも
のとする」と記載されている。しかし前述し
たように「個々の生徒の実態」、「個々の生徒」
への「必要な支援」を行う余裕が中途退学の
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多い学校にほとんどない。
　さらに、「文部科学大臣が認める特別の教
育課程」への言及もあるが、そういった教育
課程を持つ学校が数多く存在しているわけで
もない。現状は、「不登校児童生徒等の実態
に配慮した特別の教育課程を編成する必要が
あると認められる場合、特定の学校において
教育課程の基準によらずに特別の教育課程を
編成することができる特例については、平成
17年７月から文部科学大臣の指定により行う
ことが可能となって（文科省HPより）」いると
説明されているものの、特例校は現在12校の
みで、その内高等学校については私立２校

（鹿児島城西高等学校・普通科（ドリームコ
ース）、日本放送協会学園高等学校）にすぎ
ない。だが、そこでは、不登校生の実態に配
慮した様々な支援が行われており、参考には
なる。
　こうやって特別の教育課程による学校の設
置が認められていながら、ほぼ大多数の不登
校、不登校傾向にある生徒は現行の高校の仕
組みの中に進学し、中途退学になっている可
能性がある。座談会でも、中途退学の原因と
して、「そもそも学校に来ない」、「不登校傾
向がある」という発言が多くあった。しか
し、高校には進級と卒業の基準があり、履修
と修得が認定されなければそれらが認められ
ない。不登校を理由として進級、卒業が認め
られる可能性はほぼない。座談会で指摘され
たが、もしそこを変えて行くとすれば、現行
の全日制高等学校ではなくなるということな
のだろう。

（３）学校間の連携で生徒を支える
　（３）と次の（４）で転出を前提とした支援
について報告するのは、『ねざす』64号で報告
した「中途退学・転出に関わる座談会」に次
のような内容があるからである。

◦ 転出と退学には大きな差はない。進級でき
ない、卒業できないから。

◦ 転出ができるのは、家庭にお金がある、家
庭の後ろ盾がある、保護者がしっかりして
いて書類が出せる、見学に行けるケースに
なる。

◦ お金があって転出しているとしても、書類
のやりとりが厳しい。提出書類を期限内に
書いて出せない家庭がある。

　現在、神奈川県の公立通信制高校への転出
の対象者は、次のいずれかの条件を満たす者
となっている。

　ア 　本人の転居又は勤務先の異動等の生活
条件の変動により、現に在籍している高
等学校への通学が不可能又は著しく困難
になる者

　イ 　高等学校の在籍者で、特別の事情があ
ると在籍校及び転入先の高等学校長が認
めた者

　ウ 　高等学校（県内公立高等学校に限る。）
の在籍者で、積極的な理由に基づく進路
変更を希望する者

　アは通常の条件だが、特にイやウはかつて
増え続けた公立通信制高校への転入者に一定
の歯止めをかけるものとして設定されたらし
い。この条件によって公立通信制への転出は
事実上難しいものとなっている。事実、上の
グラフから分かるように神奈川県内の公立通
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信制高校への転出は横這いである。
　しかしながら、「特別の事情」の解釈の幅を
広げれば、高校間の情報共有によって生徒の
卒業を保障していく仕組みを作ることができ
そうだ。現状では、転出先の校長が転入先の
通信制高校の校長に事情を説明し、特別であ
れば受け入れるという仕組みである。この学
校間で情報を共有するという発想をさらに充
実させることは、様々な困難を抱える高校生
への支援には有効な取組となりそうである。
もちろん、現状のように転入時だけ情報共有
をするのではなくて、受入後も転出元の高校
から必要に応じて情報を得て支援をしていく
ということである。具体的には、常勤のＳＳ
Ｗを配置し、転出元の高校のＳＳＷと連携し
ながら情報共有を緊密に行うということであ
る。こうやって、いわば公立全日制高校と公
立通信制高校がＳＳＷという専門職を介在さ
せながら連携し、生徒の支援を行っていくと
いう方向が考えられないだろうか。
　公立通信制への転入が難しいので、一度学
校を離れ、編入学試験で通信制に入学すれ
ば、その生徒についての情報は成績証明書や
指導要録の抄本ぐらいしか考えられない。入
学後に様々な課題が発見されても、その対応
は一から始めることになる。だとすれば前述
したように積極的に情報を共有しながら柔軟
に転入を認める方が生徒の支援には有効だと
も考えられる。

（４）�支援機関と私立広域通信制高校との連
携の可能性

　公立高校間の連携以外に、学校を支援のプ
ラットフォームとするという「こどもの貧困
対策大綱」の考え方に基づき、さらに幅広く
連携を考えていかなければいけないかもしれ
ない。例えば、座談会で指摘されたように経
済的な困窮や障害、低学力、不登校について
の情報を学校が持っているのであれば、それ
を若者支援機関と共有し、若者支援機関は高
校卒業の方法として授業料が実質無償化され

る私立広域通信制高校と連携するといった方
向性である。若者支援機関と連携すれば、本
年度の公開研究会で指摘されたような私立広
域通信制高校のサテライトやキャリア支援に
対する不安を緩和できるかもしれない（本年
度の公開研究会の報告は『ねざす』64号所
収）。言わば若者支援機関がサテライトにな
るイメージである。すでに一部のフリースク
ールは居場所機能に加えて、高卒資格を得る
方法として私立広域通信制高校と連携してい
る５）。また、ある大手予備校は私立広域通信
制高校と連携したサテライトとなり、大学進
学の特進コースと高卒を目標とする普通科コ
ースを設置していると宣伝をしている。もっ
とも、制度が整って教師が積極的に転出を勧
めることは、座談会でも指摘されたが評価の
難しい部分でもある。かつて、大量の転入者
によって混乱した通信制や定時制の代わりを
私立広域通信制高校が担うという状況を生み
出してしまうのかもしれない。
　また、連携を考えられる若者支援機関とし
ては、例えば地域若者サポートステーショ
ン、横浜市のユースプラザ、高校内居場所カ
フェを運営している団体などが想定される。
しかし、こういった連携を実現させるために
は、行政からの財政的な支援は欠かせない。
若者支援機関は委託事業として成立している
ので、安定的な財政基盤があってこそ持続可
能な継続支援が可能となる。

（５）柔軟で多様なシステム
　もう一つの道としては、座談会で指摘され
たように中途退学者が多い全日制高校が教育
内容を多様化することである。多様化の方向
性については、文科省よりすでに通知として
出されている「特別な教育課程」が参考にな
る。前述したように、現在全国で特別の教育
課程を持つ高校は二校あるが、その内の一校
である鹿児島城西高等学校は、「登校したく
ても登校できないあなたをサポート」すると
いう普通科ドリームコースを設置している。
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同校を志願する生徒向けのリーフレットによ
ると、ドリームコースはそういった生徒をサ
ポートするための特別な配慮として、
　１　 各教科の履修や単位取得が、他の学科

やコースに比べ、多少緩和されていま
す。

　２　 出席や欠課時数等の算定方法が、他の
学科やコースに比べ、多少緩和されて
います。

　３　 実態を考慮して、学校行事等への参加
を工夫しています。

としている。
さらに、学習方法の配慮として、
　◦ 自宅学習支援型（一部通信制）による単

位認定は、対象教科に於いて35単位まで
とします。（具体的には、国語総合４、
世界史Ａ２、地理Ａ２、現代社会２、数
学Ⅰ３、科学と人間生活２、生物基礎
２、体育７、保健２、音楽Ⅰ２、コミュ
ニケーション英語Ⅰ３、家庭基礎２、社
会と情報２となっている。数字は単位
数）

とあり、通信制との連携で卒業単位の半分近
くが取得可能となっている。６）

　また、
　◦ 教室に入れない生徒に対しては、講義

室、教育相談室、保健室等も一時的に使
用することができる。

としている。
　こういった対応や運用には、教職員定数の
大幅増、ＳＣやＳＳＷの１校常勤化、養護教
諭の複数配置などの条件整備と出席の柔軟な
認定から単位の柔軟な修得認定と卒業認定ま
での一連の規定を策定するなどといったハー
ドルを越える必要がある。
　具体的には高等学校で特に困難を有する生
徒が多く在籍する学校が、これまでの仕組み
にはとらわれない多様な学び、柔軟な教育課
程の開発、支援の外部連携などの改革を学校
主導で進められるようにし、行政は、そのた
めの教職員の大胆な加配、クラス定員の大幅

な減少、財政的な支援を実施するという道が
考えられる。しかしながら、全日制高校の枠
に強く縛られる現状から考えると、実現は難
しいかもしれない。だが、中途退学が社会的
な排除７）につながる最大要因であり、次に言
及する子どもの貧困に通底する重要な課題で
あることは確かなことである。　

３．子どもの貧困
　そして、忘れてはならないのは、中途退学
が教育の課題だけではないということだ。『ね
ざす』64号「中途退学・転出に関わる座談会」
では、「朝、起きられない生徒もいる。生徒
よりも早く保護者が仕事に行く、一人親家庭
だったり、経済的に困窮した家庭であること
が当然背景にある」と報告された。前述した
ように「転出できるのは、家庭にお金があ
る、家庭の後ろ盾がある、保護者がしっかり
していて書類が出せる、見学に行けるケース
になる」であり、「（私立高校の実質授業料）
無償化になれば、困窮家庭も多いので転学す
るかもしれない。アルバイトを頑張って朝登
校できない生徒もいるので」という現状なの
である。つまり、中途退学には家庭の困窮が
背景としてあり、中途退学によって貧困が連
鎖する可能性が高いということである。
　2008年が「子どもの貧困元年」と呼ばれ、
この年に初めて、日本の子どもの貧困がマス
メディアや政策論議の机上に載ったとされ
る。さらに2013年には、「子どもの貧困対策
の推進に関する法律」が施行され、翌年2014
年には「子供の貧困に関する大綱」が策定さ
れた。同大綱中で教育については、「貧困の
連鎖を断ち切るためのプラットフォームとし
て学校を位置づけ」とされ、子どもの貧困対
策の重要な役割が期待されている。そして前
者は2019年６月に改正案が成立し、現在は同
法律第８条に基づき同大綱に掲げられている
施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価
し、子どもの貧困対策についての検討を行う
ための有識者会議が開催されている。同会議
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からは大綱見直し対する提言「今後の子供の
貧困対策の在り方について」が2019年８月に
公表され、高校中退について以下のように記
載されている。（なお新しい大綱は2019年11
月に閣議決定された。）

　◦ 高校中退後の進路は安定しないことも多
く、高校中退を防止することは、将来の
貧困を予防する観点から極めて重要であ
る。中退の決断をする以前からの学習・
生活面での支援をしっかりと行うことが
必要である。

　◦ 特に、在学中に妊娠・出産した場合に高
校を中退する者が依然多い中で、中退せ
ずに学校生活を続けられるよう、サポー
トをしっかり行うようにすべきである。

　◦ また、高校を中退した後も子供が復学又
は高卒資格を取得したり、安定した就業
ができたりするようになるまで、学習相
談及び学習支援等による継続的なサポー
トが可能となるようにする必要がある。

　同提言は、子どもの貧困対策の関係施策の
実施状況や対策の効果等を検証・評価するた
めの指標を選定しているが、これまでは高校
中退を生活保護世帯の中退率と中退者数とし
ていたものを全世帯へと変更するように求め
ている。
　全世帯への変更は高校中退が子どもの貧困
の原因として大きいという認識があると考え
られる。例えば、ＴＣＮ（厚生労働省が自治
体と連携して、「ネットカフェ難民」に住居
と就労機会の確保を支援する事業）登録者に
対する調査によれば、二十代に限定すると、
彼らは中卒、高校中退の割合が高く、圧倒的
に高校中退が多いとのことである。まさに、

「『子どもの貧困』に通底する問題を抱えた若
者が、ネットカフェに寝泊まりしながら、切
れ切れの非正規労働で食いつないでいたので
ある（岩田『貧困の戦後史』2017、P.275）」と
いうことだ。このように社会的な排除の原因

として高校中退が大きな要因であることはこ
れまでも指摘されてきているのである。だ
が、『ねざす』63号で報告した通り、高校を中
退した後の生徒達のその後についての情報は
ほとんど不明である（『ねざす』63号、P.37の
円グラフ「2017年全日制退学後のその後」を
参照）。そこをカバーするために有識者会議
は「継続的なサポート」を提言したのだろう。
　以上のようなことからも、子どもの貧困対
策にとって高校中退の減少は大きな目標であ
ることが分かる。そして、高校中退は全数と
しては減少傾向でありながら（内田康弘『研
究所ニュースねざす』85号「高校中退・転編
入学の実状と広域通信制高校」）、学力下位校
に大きな偏りがあることはこれまで研究所が
述べてきた通りである。だからこそ、定時
制、通信制、全日制高校の一部学校に偏在し
ていることに目を向けて対策を講じる必要が
ある。さらに、全日制高校は全体として中途
退学は増加傾向にあり、それが一部の学校に
偏在していることについての対策を緊急に考
える必要もある。これらの高校に対しては子
どもの貧困対策関連の支援（予算、定数、SSW・
SC・SCCなどの専門的な支援職の配置、特別
な教育課程に代表される柔軟な学校運営な
ど）を書き込んだ対策を公開し、関係機関と
協議することが求められているのではないだ
ろうか。　　
　2018年、神奈川県知事に神奈川子どもの貧
困会議から提出された政策提案書には、「生
活保護世帯・生活困窮世帯の子どもや若くし
て親になり将来の困窮のリスクが極めて高い
子どもなどに対する高等学校等における中途
退学防止対策を行うこと」と記され、その解
決のために「高等学校等の教員やスクールソ
ーシャルワーカーと、福祉事務所、生活困窮
者自立相談支援機関、児童相談所、市町村等
の福祉関連機関、地域若者サポートステーシ
ョン等の就労支援機関、行政の住宅部門など
が連携して支援を行うこと」とある。福祉、
就労（労働）、行政（住宅部門）と教育が連携
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して中途退学を防止し、子どもの貧困を解決
していくことが求められている。これはとて
も重要な提言と言える。しかしながら、教員
の多忙化が問題になっている現在、新たにこ
のような取り組みを実施していくためには、
教育行政からのこれまでにない支援が不可欠
であるのは言をまたない。

４．おわりに
　障害、不登校、世帯の困窮が複雑に絡まり
合って高校から中途退学をしていく多数の生
徒が存在している。世帯に子どもを支える経
済的な力と保護者の子どもの自立への思いが
あれば私立広域通信制高校に転出をしてい
く。しかし、それが叶わない多くの生徒達が
いる。高等学校全課程を含めて中学校からほ
ぼ99％の進学率となった現在、高等学校が若
者の困難を可視化することは、行政の支援、
柔軟な発想があれば、かなり実現可能なこと
だと思われる。若者支援に長く携わった方
が、「高校を中退しても当分の間は暮らして
いける場合は多いが、次に困窮して支援の場
に現れるのは30歳を過ぎてからで、年齢的に
も困窮度の深さからも支援は難しくなってい
く。（NPOパノラマ・石井氏。県立田奈高校
でぴっかりカフェを運営）」と話していた。
　子どもの貧困に向き合っていくためには、
困難を有する生徒を早期に発見し、早期に支
援を開始し、卒業後も続く継続的な支援こそ
が必要なのであろう。こう考えると、高校現
場が支援に向かう仕組みを併せ持つ福祉的な
教育の場へと変化するしかないのかもしれな
い。しかし、そのためにはかけ声だけでなく、
人的、財政的な支援は欠かせないし、教員の
養成段階から、これらの課題について学び、
考えていく学生を育成することも不可欠であ
る。
　中途退学について対策を考える際、インク
ルーシブ教育について、国連の障害者権利委
員会が次のように述べるのは極めて示唆的で
ある。「すべての生徒に配慮し、効果的にイ

ンクルージョンするために、通常学校の文
化、方針及び実践を変革することを伴う（「イ
ンクルーシブ教育を受ける権利に関する一般
的意見」第４号（2016年）」（下線は研究所）。

１） なお、障害については、個体モデルから社会モデル
への転換という論点を踏まえて、検討する必要があ
る。社会モデルは、WHOが2001年に「国際生活機能
分類（ＩＣＦ）」で打ち出した考え方であるが、国レ
ベルでは、2018年に障害者基本計画(第４次) に「『社
会モデル』を踏まえつつ、障害に対する理解を深め
るための取組を推進」することが盛り込まれた。

２） 小学校については、「特別支援教育の現状について
（ 2013年）」で「学習面または行動面で著しい困難を
示す生徒」を6.5％と推定している。また、高校につ
いては、「発達障害等困難のある生徒の中学卒業後に
おける進路に関する分析結果（ 2009年）」でこのよう
に推定している。

３） 尚、ここで第24条の内容を反映させ「インクルーシ
ブ教育システム」の目的を記述している部分につい
ては、「人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値に
ついての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本
的自由の尊重を強化すること」、「障害者が、その人
格、才能及び想像力を最大限まで発達させること」
という重要な論点が省略されていることには問題が
ある。

４） 神奈川県「これからの支援教育の在り方（報告）」2002年
　　 　学校にはさまざまな子どもたちがいる。人間関係

づくりに悩んだり、不登校という状況の中で自らと
闘いあえいでいる子どもたちがいる。いじめや校内
暴力もある。言葉や文化の壁にぶつかり悩みを抱え
ている外国籍の子どもたちもいる。障害児もいる。

「学習障害（ＬＤ）」や「注意欠陥／多動性障害（ＡＤ
／ＨＤ）と呼ばれる子どもたちもいる。このような
くくりができない子どもたちであっても、一人ひと
りがさまざまな悩みを抱え、さまざまな課題を持っ
ている。（略）

　　 　おりしも、文部科学省では、一人ひとりの教育的
ニーズに応じた教育の充実という考え方を背景に、
平成13年１月の省庁再編に際し、「特殊教育課」の
名称を「特別支援教育課」に変更し、盲・聾・養護
学校や特殊学級など従来の障害児教育の業務に加
え、「学習障害児」や「注意欠陥／多動性障害児」と

注
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呼ばれる子どもたち等、通常の学級に在籍する特別
な支援の必要な子どもたちへの対応を行うとしてい
る。このことは、従来の通常の教育と障害児教育の
狭間で苦しんでいた子どもたちに目を向けたという
点では大いに評価できることである。しかし、単に
障害児教育の延長ということではなく、障害児教育
や通常の教育という区分なしに、さまざまな悩みを
抱えているすべての子どもたちに目を向け、その解
決に向けて、学校はもちろんのことすべての大人た
ちが、子どもたちを支援し働きかけていくといった
視点を持つことが、今、求められているのではない
だろうか。（下線は研究所）

５） 例えば、フリースクールの東京シューレは高校卒業
コースを設定し、フリースクールに通いながらホー
ムエデュケーションをし、高卒資格を取得できると
している。具体的には、私立広域通信制高校で北海
道に本部校がある札幌自由が丘学園三和高等学校を
卒業することになる。いわば東京シューレがサテラ
イト校の役割を果たしているといえるかもしれない。

６） なお、「学校外における学習の認定」として、「校長
は、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位
を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了
に必要な単位数に加えることができます」（学校教育
法施行規則第97条）とされており、「特別な教育課

程」によらなくても、こうした連携は実施できるかも
しれない。ただし、「定通併修による単位認定につい
ては、本制度の対象外」（「高等学校通信教育規程」
第12条）とされている。　　文科省HP https://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1247229.htm

７） 内閣府・社会的排除リスク調査チーム「社会的排除
にいたるプロセス」（ 2012年９月）によると、「若年
層（ 20 歳から39 歳）においても、居住、教育、保
健、社会サービス、就労などの多次元の領域から排
除され、社会の周縁に位置する人々が存在する」と
報告され、「社会的排除の状況にある人々の生活史を
見ると、彼らの多くが、幼少期から様々な生活困難
を抱えて」おり、それを「潜在的リスク」と呼ぶと説
明している。具体的には、「本人の生まれ持った障
害、出身家庭の貧困、ひとり親や親のいない世帯、
児童虐待・家庭内暴力（不適切な養育含む）、親の精
神疾患（依存症含む)・知的障害、親の自殺、親から
の分離、早すぎる離家、不登校・ひきこもり、学校
中退、低学歴（中卒）、学齢期の疾患」が挙げられて
いる。

※本文中の二つのグラフは、公表されている神奈川県の
教育統計から教育研究所が作成した。
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「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」
　　　　　　　　　　　における議論の検討（上）

――教員の労働は、「先生＜子ども」の枠組みを超えられるのか？――

１．はじめに
　2019年３月、『神奈川の教員の働き方改革
に向けた意見（最終まとめ）』が「神奈川の教
員の働き方改革検討協議会」によって提示さ
れました。神奈川県では、2017年度に「県立
学校及び県所管の市町村立学校教員の勤務実
態調査」が実施され、教員の超過勤務などの
労働実態が課題になっていました。
　2017年中旬には、中央教育審議会（略称、
中教審）においても、「持続可能な学校指導・
運営体制の構築」のための「働き方改革に関
する総合的な方策」が議論され、2019年初旬
に答申が出されています。神奈川県教育委員
会は、こうした動向を踏まえて、2018年４月
に、「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」
を立ち上げました。協議会は、義務制学校や
高校、盲学校や聾学校、特別支援学校の関係
者はもちろん、市町村教育長連合会、都市教
育長協議会、PTA協議会、教職員組合、体
育協会、経済同友会など、20人からなる多様
な教育関係者によって構成されています１）。
協議会では、2018年６月から、翌年３月ま
で、９回の会議が行われました。内訳は、協
議会（全体会）が３回。市町村立学校部会、
県立学校部会が各々３回ずつです。議事録
は、部会のみ第３回がそれぞれ非公開になっ
ていますが、それ以外のものはインターネッ
ト上に公開されています。

　本レポートでは、公開されたすべての議事
録と、『中間まとめ』、『最終まとめ』をテク
ストとして、協議会における議論の一部を紹
介します。なお、議事録からの引用は、①発
言者名、②議事録の資料番号（本レポート末
尾に掲載）、③議事録の頁番号によって各文
末に「（　）」で示してあります。神奈川県の
教員の「働き方改革」の今後のために、本レ
ポートが参考になれば幸いです。

〔構成〕
１．はじめに
２．学校教育現場の労働問題
３．「働き方改革」の方策
　　　　　　　　　　　（以上、本号に掲載）

香　川　七　海

表１ 委員の紹介（本レポートに登場する人物のみ）

（次号掲載分を含む）

氏　名 所　属
野中　陽一 横浜国立大学・教授
金子槇之輔 神奈川県市町村教育長会連合会・会長
小沼　　徹 神奈川県藤沢市立鵠洋小学校・校長
漆原　　肇 神奈川県海老名市立海西中学校・校長
林　　　忠 神奈川県立大和高等学校・校長
柴山　洋子 神奈川県立平塚盲学校・校長
政金　正裕 神奈川県教職員組合・執行委員長
馬鳥　　敦 神奈川県高等学校教職員組合・執行委員長
小林　美紀 神奈川県大和市立緑野小学校・総括教諭
古川　英香 神奈川県鎌倉市立手広中学校・総括教諭
窪田　朗子 神奈川県立平塚ろう学校・総括教諭
湧井　敏雄 神奈川経済同友会・顧問
佐藤　　治 代理委員（馬鳥委員の代理）
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「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」における議論の検討（上）

４．「働き方改革」の弊害
５．協議会のテクストを通読して
６．おわりに
　　　　　　　　　（以上、次号に掲載予定）

　「働き方改革」の目的について、桐谷教育
長は、初回の会議の冒頭で、「学校教育の持
続的な展開」を重視すると述べています（① 
２頁）。また、野中会長も、「持続可能」の重
視に同調するとともに、神奈川県として、

「教育の質の維持、向上」させることが大切
だと強調しています（① 16頁）。
　周知のように、教員の仕事量は増加の傾向
にあります。これは、2000年代以降、学校が
負担する事務作業量が年々増加していること
はもちろん、たとえば、県立学校の場合、

「事務職員が昔は４人ほど、事務長プラス３
人体制だった」ものが、「事務職員の削減で
事務室機能が弱くなっている」（事務局：④ 
13-14頁）ことも影響しています。事務作業量
が増加しながらも、事務職員が削減されてい
るために、必然的に、教員が負担する仕事量
が増していくということです。

２．学校教育現場の労働問題
　「働き方改革」の前提として、会議では、
現在の学校教育現場の労働問題について、い
くつかの論点が提示されました。ここでは、
ⓐ私費会計、ⓑ夏季休暇、ⓒ電話の受付時間
について取り上げましょう。最初に、私費会
計について見ていきます。現在、私費会計
は、「ほぼ公費に準じる形で」、教員にとっ
ては、「ハードルが高い手続きになって」い
ます（林委員：② ９頁）。私費会計について
は、すでに導入されている業務アシスタント
によって業務を分担する余地があることが確

認されました２）。以下、引用の下線は筆者に
よるものです。

　銀行に行って、お金を下ろすというのは、
教員の専門性とはほとんど関係がない。むし
ろ事務の方の方が、持ち味が生きるというこ
とに着目して、教員でなくてもできる、従前
だったら事務室の職員がすることを、まさに
サポートする、アシスタントするということ
で……〔略〕……�（事務局：④�12頁）。

　「業務の見直し、仕分け」という点で言う
と、一つは、高校の私費会計の分担をどこに
もっていくかということ。私費は公費に準じ
た取扱いをするということになっているわけ
ですが、そのことが先生方に非常に負担感に
なっていると。事務職のプロにその部分をや
っていただくような形が取れれば、ここに関
わる教員数が相当数いますので、有り難いで
すし、精度も高まるという点では事務職の方
にお願いしたいと思います。（林委員：⑥�４
頁）

　私たちが各職場で調査を行った結果がある
のですが、業務アシスタントが行っている業
務はなんですかという質問で、私費会計の補
助業務で、出入金、銀行でお金を下ろしてい
るような業務は、78校あるのですが、私費会
計全般といいますか、出納事務ですね。そこ
まで行っている学校は、６校、極めて少な
い。業務アシスタントというのは地方公務員
法上で位置づけられた非常勤職員なので、き
ちんとした知識さえあれば、私費会計の出納
業務が担当できると思います。（馬鳥委員：
⑦�４頁）
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　このように、私費会計については、その作
業を業務アシスタントに移管する余地がある
ようです。とりわけ、事務局の発言は重要な
論点を提起しています。教員が大学・大学院
で学び、各種の研修で身につけた修養や教養
は、出納事務のスキルとは縁のないもので
す。教員が会計学、簿記論、監査論などを学
び、そういう業務の訓練を受けているのであ
れば別ですが。
　続いて、夏季休暇の減少についても議論が
なされました。第１回会議では、「教育委員
会の調査でも、５日間夏季休暇が付与され
るが、５日間取れる教員が少なくなって」お
り、「ここ数年、年休の取得率は減って」い
るという意見が出ています（馬鳥委員：① 
12-13頁）。また、第３回会議では、県立高校
の状況について、次のような指摘もなされま
した。

　一昔前は学校の先生は夏休みがあっていい
ねということだったが、今は、そのような認
識は少なくなっています。夏季休暇は５日間
付与されているが、特にこの数年間の県立学
校における現場において、長期休業中の範囲
での取得状況が確実に下がっている。平成28
年度の夏季休暇は4.48日だったが29年度は4.4
日に下がっている。去年の取得は、4.35日で、
働き方改革が叫ばれる状況の中で下がってき
ている。夏季休業中の年休取得は、28年度は
平均が2.34日だったものが、29年度は2.23日
に取得状況が下がっている。……〔略〕……�
今回の中教審を受けて、１年間の変形労働時
間制が提案されている。普段の忙しい部分を
夏休みに振り替えるということだが、実態と
して、たった５日の夏休みが取れない状況で
できるわけがない。（馬鳥委員：③�５頁）

　学期中の教員には、授業や担任業務があ
り、有給休暇を取得することが困難です。そ
のために、夏季休暇を利用して、まとまった
休息を取る必要があるのですが、県立高校に
は、それすら難しいという状況が存在してい
ます。ただし、会議において、義務制学校や
特別支援学校では、夏季休暇がおおむね取得
できていることが確認されています３）。
　最後となりますが、電話の受付時間につい
ても繰り返し議論されていました。保護者と
やり取りを行うために、勤務時間外に電話対
応を行うことが教員の負担を増加させていま
す。これについては、閉庁日を設定し、電話
の受付時間を制限するという方途が有効とさ
れました。

　冬と同じように閉庁日を夏に設けるという
取組を県内でも各自治体でやり始めていると
ころもある。お盆の時期に６日間閉庁日とい
うこともやっている。（林委員代理：④�17頁）

　子ども（原文ママ）と向き合う時間は削れ
ない、教科指導もけずれない、教科指導以外
で削ることを考える必要があると思います。
……〔略〕……�６時ぐらいから電話をオフ
にして、残っている時間に集中して、できる
だけ早く帰るためには、そういうこともやっ
てもよいのかなと思います。ただ、実施する
時には、県としてきちっと方針を決めていか
ないと、あの学校は６時を過ぎたら対応しな
いのかという話になるので、Ａ校Ｂ校ではで
きないなと。そういうこともやっていかない
と。このようなことをやっていくことで早く
帰るのですよっていう意識改革につながると
思います。（林委員：⑥�12頁）
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　しかし、電話の受付時間を制限することに
対しては、教員自身からもその実施に対する
懸念が語られています。たとえば、以下のよ
うな述懐が見られました。

　現場としては、７時でないと親が帰ってい
ないと言われる。この時間しか家にいないと
いうことを言われる。どこかで線を引くべき
だとは思いますが、緊急以外は必要ないでし
ょというのですが、職員室に電気がついてい
ると、なんで出ないのかという話になる気が
して、まだ踏み切れないということがあっ
て、どう整理したらよいか。（小沼委員：④�
17頁）

　学校教育現場において、保護者と相対する
教員としては、このような懸念があるという
ことも理解できます。しかし、病院ですら、
外来診療については時間外の電話に対応して
いません。時間外の対応や休日・夜間診療に
は、ほとんどの場合、指定の医療機関に電話
の受付を一本化しています。保護者からの希
望があったとしても、学校だけが際限なく電
話対応を行うことは現実的ではないでしょ
う。夜間に小児の急病について相談を受けつ
けている「かながわ小児緊急ダイヤル」すら
も、毎日18時から24時までという時間の制限
があります（2020年２月現在）。
　会議では、以上のような学校教育現場の労
働問題が語られました。これらの課題をふく
んだ現状により、教員の労働環境は悪化して
いますが、このことについては、次のような
懸念も表明されています。

　中学校の教員ですが、とても忙しくて、
……〔略〕……�特に４、５月はベテランの

先生も若い先生も学校中が忙しくて、何とか
ミスなくやるのがぎりぎりという過酷な状況
であると実感しています。（古川委員：①�13
頁）

　資料を見て吃驚しましたが、法的根拠がな
い仕事が結構ある。ということは、責任問題
はどうなっているのかと。非常に危ないこと
をされているのかもしれないなという感じを
持ちます。（湧井委員：③�12頁）

　学校教育現場の実態を率直に語っている古
川委員の発言は重要です。実際問題として、

「過労死ライン」を超過する業務に従事する
なかでは、教員個々人が満足のできるレヴェ
ルの教育実践を行うことは難しいでしょう。
それどころか、個人情報の漏洩、書類の紛
失、児童生徒の人権や生命を脅かす「ミス」
すら生じる可能性も否定できません。これ
は、平均的な人間の体力や気力の容量と、仕
事量のミスマッチという、単純な計算（＝算
数）から導き出される当然の結果です。
　また、湧井委員の発言は、「雪だるま」式
に増加した近年の教員の労働のなかに、「法
的根拠のない仕事」がまぎれ込んでいること
を指摘しています。現在の学校教育現場の労
働は、公教育の外部から見ると、危ういとこ
ろを歩いている側面もあるというわけです。
　このことに関連すると思いますが、野中会
長は、「正規の児童生徒に関わる時間だけで
勤務時間を超えているということで」、「元々
の業務をばっさり切らないとだめ」（⑦ 10頁）
ではないかという懸念を表明しています。た
しかに、人命にもかかわることなので、過労
による死亡者やトラブルが起きてから対策を
講ずるのでは遅すぎます。その意味で、事務

「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」における議論の検討（上）
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局による、「タイムカードや留守番電話とい
うのはあくまでも手段で」、「保護者や地域の
方々の理解をどうかいて（筆者註――「書いて」）

いくかが、中間まとめを出すに当たっての一
番大事」という見解は（⑤ 10頁）、かまえと
しては理解できるのですが、それでも、やや
悠長な発言に見えてしまいます。「電通社員
過労自死事件」（ 2015）のような悲劇的なで
きごとが起きて、保護者や地域の人々の理解
が進展するというのでは、やはり、遅すぎま
す。また、議事録のなかでは、保護者や地域
の理解を得る作業を学校教育現場に期待する
発言も見られました４）。しかし、「働き方改
革」において、「働き方改革」の理解を得る作
業そのものを学校教育現場に期待するのは、
いささか酷ではないでしょうか。
　さらに、労働環境の悪化は、必然的に、離
職の増加と入職希望者の減少をもたらしま
す。これは、教職の人材確保の危機でしょう
５）。湧井委員は、以下のような懸念を表明し
ています。

　全体として人手不足の状況です。教育の場
に質の良いと言いますか、相応しい方々を引
っ張って来るには、教育の働く場が条件とし
て魅力があるかということが大前提になりま
す。……〔略〕……�一般的な事業者としては、
酷い職場に人は来てくれませんので、それが
大前提となります。（湧井委員：�②�16頁）

　また、馬鳥委員は、総括教諭の現状につい
ても言及しています。総括教諭は、校長や教
頭を補佐し、学校運営の中核をになう役職で
す。しかし、県立高校の場合、総括教諭にな
ると、日々の業務量が増加するので、降任を
希望する教員が相当数います。降任を「よく

考えるという総括教諭が24.0％、ときどき考
えるという総括教諭が39.1％」で、「総括教諭
が降任したい、辞めたいと考えながら仕事
をしている実態」にあり、「毎年、県立学校
で大幅な総括教諭の欠員が」継続しています

（馬鳥委員：⑦ ８頁）。学校教育現場を単純
な職階でたとえるというのは適切ではないの
ですが、あえて言うと、課長や部長に誰もが
なりたがらない職場というのは、一般企業で
いえば、とても不自然な職場です。また、課
長や部長が、つねに降任を希望している職場
というのも、異常です。そう考えると、現在
の学校教育現場の不健全さがよく理解できる
のではないでしょうか。

３．「働き方改革」の方策
　続いて、「働き方改革」について具体的な
方策が議論された場面を見てみましょう。会
議では、ⓐ教員の定数増、ⓑ業務の取捨選
択、ⓒ研修の受講方法の再検討という論点が
提起されています。
　まず、教員の定数増についてです。教員の

「働き方改革」の議論では、しばしば、教員
の定数増の要望が話題になります。会議の冒
頭でも、『中間まとめ』草案に対して、「第一
に教員の定数増がなぜ入っていないのかなと
一番思っている」、「先生方の定数を考えてい
ただかないと」という意見が出されています

（金子委員：① ７頁）。日本のGDP（国内総
生産）の規模に応じた公教育の規模、国土面
積や青少年人口を勘案すると、学校教育現場
において、現状の教員数が不足していること
は明白です。
　ただし、定数増の要求は現在の業務内容を
そのままに温存しつつ、マンパワーの強化に
より、個々人の負担を軽減しようとする発想
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にもなりがちです。業務内容の取捨選択も同
時に考えないといけません。定数増ととも
に、教員や事務職員、外部人材よる業務の分
割、分類、腑分けを行う必要があります。こ
の作業は、改革というよりも、ゆがんだ労働
の現状をもとに戻すという視点になります。
会議でも、湧井委員から、「本来先生がやら
なくてよい仕事については標準化して、外の
業者に任せる」（② 13頁）ほうがよいという
指摘がなされました。また、以下のような議
論もなされています。

　本市では、校務支援システムが導入され、
ICT指導員が入っています。例えば、今まで
学校評価ですとか、アンケート調査を手作業
で集計していたのですが、マークシート方式
にして、その方がやってくれるということが
あります。それだけでかなりの仕事が軽減さ
れた部分がありますし、「あゆみ」とかの印
刷なども支援員の方がやってくれるので、先
生の業務が軽減されているということもあり
ます。（小林〔美〕委員：④�14頁）

　業務アシスタントの活用をもっと広げて
いこうというアイディアですが、……〔略〕
……�特別支援学校はアレルギー対応のお子
さんがいて、命に直結するものですから、食
材のチェックを栄養士だけがするのは大変な
負担、心労なので、給食担当の教員を含むス
タッフがやっていたところです。今回、業務
アシスタントの方が、そのチェックを一緒に
やってということで、その分教員が他の仕事
に時間が割けるというようなことがありまし
た。（柴山委員：⑥�10頁）

　このように、教員の業務を分担する試み

は、すでにいくつか試みられています。事例
の蓄積と、外部人材の「ノウハウ」の引き継
ぎが今後の課題になります。他方、会議で
は、次のような指摘もありました。ただ、こ
うした見解は、教員の業務量をそのまま温存
してしまう危険があるので、注意が必要です。

　教員は事務を雑務だと思っている。本務だ
と思っていない。子どもと接することだけが
本務でそれ以外は雑務だと思っている。なの
で、私は事務も本務ですといつも言ってい
る。与えられた本務という意識がないから後
回しにしてしまう。（金子委員：④�19頁）

　現状の業務内容が、すべて「与えられた本
務」であるならば、「働き方改革」は不必要な
ものとなりかねなません。
　他方、会議のなかでは、研修のあり方につ
いても、問題提起がなされています。研修の
形式を多様化させて、教員に選択の余地をつ
くることで、業務の多忙さを軽減させるとい
う意図からの発言です。

　10年を超える先生は、授業を一生懸命やっ
て行きたい方と、組織のところで広い目を持
ってやっている方、部活動に一生懸命な方が
います。自分のキャリアを自由に、研修内容
も含めて選択していくことができると、悉皆
でやらねばならぬという、嫌な顔をして、貴
重な時間をと言われて研修に来られるより
は、自分のやりたい研修を総合教育センター
（筆者註――神奈川県立総合教育センター）だけでは
なく、日本全国でもよいと思いますので、お
金の問題もありますが、自分の学びたいこと
を求めていける環境があればよいなと思いま
す。（窪田委員：②�18頁）

「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」における議論の検討（上）
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　研修のターゲットを絞った研修をしてもら
わないと、このくらいの経験値の職員にはこ
こまでの要求をしたいとか、そうではない人
にはもっと丁寧にしないといけないなど、ど
のような層の人を集めて何に伝えるのか。研
修の対象者の層をしっかりと意識していかな
ければならないと思う。……〔略〕……�対
象者の層を意識した研修の持ち方を考えて行
かなければならない。同じ回数の研修をし
ても効果が違うと思います。（林委員：⑦�17
頁）

　現在、研修は、教員の資質向上を意図し
て、多様な種類のものが導入されています。
しかし、それが教員の負担になっている側面
もあることは以前から指摘されていました６）。
児童生徒に一律の課題を課しても、一律の学
習成果が出ないのと同じように、教員に同一
の内容と回数の研修を課しても、同一の効果
があらわれるわけではありません。選択の余
地をつくることで、教員個々人のライフ・ス
テージ、個性や業務の多忙さに応じた研修を
受けることができるという可能性がありま
す。また、自主研修は、教員の趣味や嗜好と
自己研鑽という実益が一致しやすい形式の研
修です。自主研修の余地を保障することも有
効になります。
　　　　　　　　　　　（以下、次号に続く）

１） 代理で出席する委員など、各会議では構成員の変動
もありましたが、ここでは、神奈川県・公式ホーム
ページ「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」（後
掲）に掲載された人数を採っています。

２） なお、県立高校では、「大学への奨学金の事務で相当
書類が」あり、「専門的、突っ込んだ知識が必要とさ
れていて、かなりの事務量になる」ので、その対応も
期待されます（佐藤委員代理：⑥ 5頁）。

３） 夏季休暇については、校種によって取得状況に差異
があります。県立高校の場合、「部活も大きな要因の
一つであるが、部活だけではなくて、高等学校の長
期休業中の、特に夏季休業中に、様々な募集や面接
など様々な業務が集中している状況」（馬鳥委員：③ 
6頁）が見受けられます。しかし、「小学校は、部活
動がないので、夏季休暇の５日間は、みんな取れて
いる状況」だそうです（小林〔美〕委員：③ 7頁）。ま
た、「特別支援学校の現状は、ほぼ夏季休暇は取れて
いる」とのことです（柴山委員：③ 7頁）。

４） 議事録には、たとえば、「② 5頁：19頁：20頁」（全
体会）の箇所に保護者や地域の人々の「理解」に関連
する発言があります。部会にも「理解」に関する言及
は見られますが、ここでは省略しました。

５） 聾学校では、「ベテランの先生が大量に退職していく
のは目に見えて分かっているので」、「教員の授業の
力量について学校内でも引き継いでいかなければな
らないことが課題」とされています（窪田委員：① 14
頁）。ただし、多忙な業務のなかでは、その時間が確
保できず、引き継ぎがなされないままに世代交代が
起きる可能性もあります。

６） 研修の負担は、業務の多忙さを検討するさいに、真
っ先に挙げられる事柄のひとつです。たとえば、次
の文献にも記述があります。群馬県教育委員会＋財
団法人・社会経済生産性本部コンサルティング部 
編著『教員の多忙を解消する』（学事出版、2008）
159-160頁。研修の負担は、各県の教育委員会にお
いて、課題とされながらも、根本的な解決を見ない
ままに温存され続けているのかもしれません。

注
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　（かがわ ななみ
　　　　日本大学法学部・教育研究所所員）

「神奈川の教員の働き方改革検討協議会」における議論の検討（上）

　煩雑となるので、本文中では、議事録からの引用の
末尾に、下記に示した資料番号（①～⑦）と、原典の頁
数のみを「（　）」で表記してあります。なお、資料番号
は、筆者が便宜的にふりわけたものです。
① 『第１回神奈川の教員の働き方改革検討協議会 議事

録』（2018年６月18日）
② 『第２回神奈川の教員の働き方改革検討協議会 議事

録』（2018年10月12日）
③ 『第３回神奈川の教員の働き方改革検討協議会 議事

録』（2019年３月22日）
④ 『神奈川の教員の働き方改革検討協議会 市町村立学

校部会（第１回）議事録』（2018年７月30日）
⑤ 『神奈川の教員の働き方改革検討協議会 市町村立学

校部会（第２回）議事録』（2018年９月11日）
⑥ 『神奈川の教員の働き方改革検討協議会 県立学校部

会（第１回）議事録』（2018年８月３日）

引用・参考文献
⑦ 『神奈川の教員の働き方改革検討協議会 県立学校部

会（第２回）議事録』（2018年９月11日）

『神奈川の教員の働き方改革に向けた意見（中間まとめ）』
（2018年11月）
『神奈川の教員の働き方改革に向けた意見（最終まとめ）』
（2019年3月）
神奈川県・公式ホームページ「神奈川の教員の働き方改
革検討協議会」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f537530/
kyougikai.html（2020年2月29日閲覧）
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１．教育支援専門員の役割について
　私は、区役所の生活支援課で教育支援専門員の
業務を担っている。教育支援専門員が担う支援事
業の概要は、生活保護世帯の中学生に対して、高
等学校への進学支援や高等学校入学後の定着支援
を実施することで、世帯の自立を図ることを目的
としている。また、不登校やひきこもりといった
問題を抱える生徒（保護者）への対応や、寄り添
い型学習支援事業である「べんきょう会」への利
用の促しを、児童本人、保護者ならびに中学校に
むけて実施している。これは、生活保護受給世帯
の子どもの低学力に起因する、「貧困の連鎖」を断
ち切ること、また、学習の場が、家庭や学校以外
の「居場所」としての役割も兼ね備えている。
　このように、教育支援専門員は、児童本人、保
護者、中学校との関係を構築しながら、担当ケー
スワーカーや、必要に応じて児童相談所などと連
携・協働しながら、ケースにあたらなければなら
ない点で、「教育」と「福祉」の間を行き来する役
割であるといえる。

２．ハローワークでの若者支援の経験から
　私は、教育支援専門員を担う前に、ハローワー
クで高校生、大学生への就労支援に携わった経験
がある。主に所内での就職相談、大学へ出向いて
の就職相談、他に就職ガイダンスや、マナー講座
の講師なども行っていた。
　若者の就労支援に携わりながら感じたことは、
個々の若者が抱えている困難が多様化・複雑化し
ており、もはや出口支援では対応が難しくなって
いるということだ。さらに、縦割り行政の慣例に
より、情報が分断されることで、支援も分断せざ
るを得ない事例があったことも事実である。

若者支援における学校連携・協働の必要性について
―教育支援専門員の視点からー

３．若者の抱える困難の複雑化・多様化
　平成27年内閣府の困難を有する子ども・若者に
関する実態調査の結果によると、子ども・若者が
抱える困難のうち約６割の地方公共団体が、「不
登校」（ 63.1％）、「発達障害」（ 60.9％）、「虐待」
59.1％を、半数が「いじめ」を重点的に取り組むべ
き政策課題と考えているという。また、近年、社
会問題化している「ひきこもり」、「ニート」を課
題と考える地方公共団体はそれぞれ、33.5％、19.5
％であった。さらに、「子どもの貧困」も近年注目
され、問題視されている。
　このように、学校によりどころを失った子ども
の問題行動や不登校が深刻化し、大人になってか
らの社会的排除にまで悪影響を及ぼしてしまうと
いうケースも決して少なくない（瀬川、2009）。

４．教育支援専門員に求められるもの
　近年、若者が抱える困難が多様化・複雑化して
いる背景を踏まえ、教育支援専門員に求められる
ものは、学校、ケースワーカーや各種支援機関

（児童相談所等）との連携であり、支援が必要な子
ども・若者を主体とした支援をいかに実践してい
くのか、という視点である。
　しかしながら、教員と専門家が連携・協働をす
ることは決して容易でないのが現状である。この
点については、1995年文部省（現・文部科学省）
主導でスクールカウンセラー（以下、SC）が導入
され、学校現場で教員と連携しながら効果的に機
能するためにどのような工夫を積み上げ、現在の
立場を確立してきたのかや、SCは葛藤を抱えなが
ら、教員とのズレ感をどのように解消したのか、
という視点で論文が蓄積されている（村山、2004・
朝日・小坂、2012・村岡、2014）。

（　）ⅩⅪ
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　名取　記世美

　さらに、学校文化、教員文化の影響により、学
校（教員）と専門家の連携・協働を難しくさせて
いることも、先行研究で明らかになっている（堀
尾・久冨編、1996・別所・松嶋、2015・安藤、
2018・末冨、2016）。
　このように、教員や専門家の連携・協働の歴史
や、現状の課題、日本の伝統的な学校文化や教員
文化に焦点をあてながら、今後、いかにして相互
理解を図るべきかを考えて行かなければならない
だろう。
　教育支援専門員として、一人でも多くの子ど
も・若者に寄り添そうためには、教員、ケースワ
ーカーや各種支援機関との信頼関係の構築が必要
である。さらに、連携・協働による相乗効果を発
揮できる取り組みを、日々地道に積み重ねる必要
性があるだろう。

５．今後の課題
　そもそも支援に繋がれない、困っていると声を
あげることが出来ない子ども・若者にどのように
して気づき、関わっていくのかについては、支援
者側が常に考えなければならない課題である。な
ぜならば、「支援を受ける」ということ自体が、と
てもハードルが高いことだということを、私自身
の今までの業務経験からも痛感しているからであ
る。実際に、生活保護世帯の子ども・若者は制度
を利用していることで、ケースワーカーや教育支
援専門員の目が届く状態であるといえる。しかし
ながら、実際には、制度を利用せずに、生活困窮
している世帯には、支援の手が届きづらい状況で
ある。
　近年、学校内に専門家を配置し、支援体制を敷
き、個別に対応して行く「チーム学校」が推進さ

れている。しかしながら、「チーム学校」の構想は
ありながらも、実際に支援の手が、子ども・若者
に届かないことは避けなければならない。今後、
支援に繋りづらい子ども・若者に対して、大人が
いかにして気づき、自然なカタチで支援に繋げら
れる仕組みを作れるかについては、常に考えなけ
ればならない課題である。

（なとり　きよみ　
　横浜市港北区役所 福祉保健センター・生活支援課
　　　　　　　　　　　　　　 教育支援専門員）

学校から・学校へ（ 　 ）ⅩⅪ
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小学校でのカリキュラム説明会に参加
　娘も５歳になり、2019年の９月から小学校
に入学しました。とは言っても、アメリカで
は年長の年から小学校の一番下の学年に「キ
ンダーガーテン」という学年として入学しま
すので、日本で言えばまだ幼稚園生です。新
しい先生やおともだちにも慣れ、毎日楽しみ
に学校に通っていました。（注）
　さて、新学年が始まってすぐに「All About 
BE（=小学校の略称）」と題されたPTAのミ
ーティングがあったので行ってきました。新
カリキュラムの説明とあるだけであまりイメ
ージが湧きませんでしたが、「オール・アバ
ウト」というのだから入学したてで右も左も
わからない私たち家族にとっては何かしら有
益な情報が得られるだろうし、教育に関わる
仕事をしている者として内容に関心もあって
参加しました。
　始まってみると、日本の感覚でいうとカリ
キュラムが変わったというより、教科書が変
わったという感じに近いものでした。ただ、
映像やインタラクティブなデジタル教材と紙
の教科書とが全てパッケージになった教材
で、全体をカリキュラムと呼んでいました。
新しいカリキュラムのどこが優れていて変更
になったのか、デジタル教材がどのようなイ
ンターフェースになっているのか、オンライ
ンでの自宅学習のページがどうなっているの

かなど、詳細に説明してくれました。全体の
説明は独立期のアメリカの歴史を学ぶ箇所を
取り上げていたので、学年が上の生徒の保護
者向けでしたが、質問時間にはキンダーガー
テンの教材もインストールされているノート
パソコンで実際のインタフェースを体験させ
てくれました。さらに、このカリキュラムと
別に、感情をコントロールするマインドフル
ネスのプログラムの説明と体験もありまし
た。
　私の通う学校は日本人駐在員の子どもがと
ても多い学校ですが、その日学校のカフェテ
リアで開催されていたその説明会には、私
と、もう１組しか日本人は参加していません
でした。後日、日本から来ている保護者の方
と参加しなかった理由について話をすると、
英語なのでわからないだろうから、とか、夜
なので参加しにくい、という声と同時に、「教
育は学校にお任せします」という感覚を持っ
ている保護者の方も多かったように思いま
す。アメリカでは学力テストや出席状況等で
学校が「ランク付」されており、それを見て
ランクの高い学区に通えるよう居住地を選ぶ
日本人世帯が多い一方、学校で何をどのよう
に教えているのか、具体的なところにはあま
り関心が高くない様子は、アメリカの保護者
と少し異なる印象を受けました。

アメリカ教育便り

鈴　木　晶　子

第５回　保護者と学校/教育との関係
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アメリカ教育便り（５）

アメリカでの保護者と学校との関係
　私は、この説明会に参加しながら「なるほ
どこういうことか」という感覚を持ちまし
た。以前にみたアメリカの教育格差に関する
研究を思い出したのです。ある研究では労働
者階級/貧困世帯の保護者がより子どもの自
律性や自然な発達を重視するのに対し、ミド
ル・クラス世帯の保護者は子どもたちを積極
的に育成していくという志向性を持ってお
り、学校との関係においてもどう学校での教
育があるべきか学校に主張・関与していくと
示されていました（Lareau, 2018）。学校での
教育に積極的に関わっていく、関心を持つ１
つの形がこうした説明会なのだろうと納得し
ました。
　私たちの学区はワシントンD.C.の郊外で郡
全体の平均学歴が大学院修士修了という、郡
の中でもさらに最も高学歴で裕福な地域の１
つで、弁護士や医師、ジャーナリスト、連邦
政府の職員などが住む、アメリカでは典型的
なアッパー・ミドルクラスの学区になります

（アパートメントも多いので、海外からきた
外交官や国際機関の職員、ジャーナリスト、
ビジネスマンなども多く住む場所でもありま
す）。学校のランクも５段階中満点の５つ星
です。こうした学校は、まさに前述の研究が
いうミドル・クラスの家庭と学校との関係が
よく見える学校ということでしょう。
　こうした学校（あるいは郡の教育委員会）
と保護者との関係がもたらすものは、何も学
力テストの結果になる英語や算数・数学だけ
にとどまりません。例えば、PTAが主導する
ものには、S T E M （理数系）教育のイベン
ト開催や、通年で行われている放課後のクラ
ブ活動の準備などがあります。イベントは生
徒なら誰でも参加無料、後者は有料（低所得

世帯には奨学金制度あり）でクラブごとに外
部委託し定員が決まっています。クラブ活動
はプログラミングやスポーツ、スペイン語な
どの語学、チェスなどの知的ゲーム、陶芸な
どのアートまで多岐に渡ります。特別支援を
受けている子どもたち向けのクラブ活動も用
意されています。また、PTAを介さず直接学
校と契約してスポーツや音楽などのクラブを
提供している企業もあります。『崩壊するアメ
リカの公教育　日本への警告』の著書がある
教育研究者の鈴木大裕さんは、インタビュー
の中で「貧困家庭が集まるニューヨークのハ
ーレム地区の公立小学校に娘二人を通わせた
が、学校には体育、美術、音楽などの教師が
いなかった。低学力の学校は、算数や国語な
どテスト教科の準備に時間を割き、テスト対
象でない教科は省略されるからだ」と語って
いますが、私の娘が通う学校は体育、美術、
音楽の先生がいるのはもちろん、保護者によ
ってこうしたプラスアルファの体験も用意さ
れている訳です。さらにこの連載の第１回目
でも書いたように、夏休みになれば高額なサ
マーキャンプに子どもたちを通わせることも
できます。こうしたプラスアルファの活動実
績は、日本でも話題になる「ポート・フォリ
オ」型入試に有利な条件として積み重なって
いきます。
　また、私たちの郡は特別支援教育が充実し
ていることで知られていますが、自然にそう
なったわけではありません。隣の学区になり
ますが、現在高校最終学年の知的障害を伴う
自閉症の息子さんを持つ地元のお母さんと、
中学生で知的障害を伴わない息子さんを持つ
ドイツから移住してきたお父さんのお話を聴
く機会を得たときのことです。前者のお母さ
んは、お子さんが小さな頃から、アメリカで
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できたばかりの発達障害者支援の法律を根拠
に、弁護士を雇い、学校や郡に特別支援教育
を充実していくよう、長きに渡り働きかけを
してきたそうです。彼女は、こうしたことは
自分たちが知識と経済的基盤があったから可
能になったことで、アメリカ全体としては同
じメリーランド州内の隣の郡でさえ、貧しい
地域に行けばほとんど何の支援も受けられな
いのだと嘆くように話してくれました。後者
のお父さんは、このエリアに引っ越してき
て、ドイツでは考えられないほど充実した幼
少期からの手厚い支援教育に驚いたと話して
います。それでも二人は共にさらによくする
ために、郡教育委員会への働きかけを続けて
いる仲間同士でした。
　こうして見てみると、単に所得格差だけで
なく、保護者が明確に子どもを育成していこ
うという志向性を持っていることも、学校で
の教育を充実させていく原動力になっている
のが分かります。こうなると、学校と保護
者・PTAの関係は、パートナーとして共に子
どもたちにより良い教育環境を作っていく対
等な関係性ということになろうかと思いま
す。一方で、先の研究の示すところでは、そ
れほど学校に対して主張や介入をしない労働
者階級/貧困世帯の保護者が黙って学校に納
得しているかというと、教師や医師など専門
家への不信感も強く、面従腹背という状況が
見られることも指摘されています。これは決
して良い関係とは言えず、ただでさえ教育環
境が整わない上に、関係性としても悪循環に
なりやすい状況が想像できます。

問われる育成の志向性
　しかし、子ども・若者に関わる仕事をして
きた者として、ミドルクラス家庭の「育成」

の方向性に疑問を持つことも多々あります。
この「育成」はどこを目指しているのだろう
か？という問いです。
　この原稿を書いている２月末はアメリカの
冬の風物詩「ガール・スカウト・クッキー」
の時期です。ガール・スカウトの「少女たち
の“成功”を支える」ための教育プログラムで
あり、組織の資金集めでもあるのですが、毎
年ガール・スカウトに参加する少女たちがク
ッキーを売る活動です。昨年初めて幼稚園の
入り口で娘のクラスメイトから購入して、美
味しくいただいたのですが、箱をよく見てび
っくりしました。箱には、ガール・スカウ
ト・クッキーを売るこの活動を通じて育成し
たい力が書いてあったのです。
　　１．目標（ゴール）設定
　　２．意思決定
　　３．マネー・マネジメント
　　４．対人スキル
　　５．ビジネス倫理
　日本なら、ビジネスマンの人材開発研修で
やるような項目で、プログラムが目指す少女
たちの「成功」とは主にビジネスでの成功を
意味しているかのように見えます。ですが、
これはわずか５歳、６歳から参加できるプロ
グラムです。驚きを通り越して、少々呆れて
しまったほどです。
　アメリカで保護者が熱心に行う教育の先に
この「成功」（それは往々にして経済的に裕福
であること）ということを感じることがよく
あります。そのためにつけるべき力の育成は
もちろん、大学入試のために学力テストの点
数を上げ、課外活動での実績を積み上げさ
せ、果ては大学を出た後にまでつながる人脈
づくりまで、親が成功のために世話をしま
す。アメリカは「実力社会」と日本では言わ
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れますが、エスタブリッシュメントの住むワ
シントンD.C.の暮らしでよくわかったことの
１つは、アメリカが「コネ社会」だというこ
とです。このコネ社会の中に入っていくの
は、まさに家庭の経済力の総体で、有力なコ
ネとなりうる人が多く住む地域に住むことに
始まり、将来につながる人脈を得るための日
本では想像できないような高額の私立高校に
入り、有名大学に入っていく、ということに
なります。
　この多額のお金をかけた人脈作りの際たる
ものの１つが、全寮制のエリートスクールの
ようです。ニューハンプシャー 州にある年
間学費600万円近くする「天文学的コスト」の
かかる全寮制のエリート高校でエスノグラフ
ィーを行った研究（Khan,2018）によれば、
こうした学校のメリットの１つに卒業生に
錚々たる有名人が並び、こうした有力者への
アクセス・つながりをあげます。しかも、こ
うしたエリート私立高校に多額の税金控除や
補助金などがあり、人脈と社会的力を用いて
優遇されているという問題点を指摘していま
す（なんだか日本国内でも聞いたような話で
すね）。全米どこの州にもこうしたエリートス
クールがあるそうで、私の家の近所にも１校
あります。最近は、トランプ大統領の強い推
薦で最高裁判事に就任したブレット・カヴァ
ノー氏が、就任直前に高校時代の性的暴行を
告発されたのですが、その事件の際に在籍し
ていたのが、まさに私が住むエリアの全寮制
エリート高校でした。

「成功」のための「育成」の功罪
　「成功」へのこだわりが行き着く先はどこで
しょうか？ それが誤った方向で極まったと思
われるのが、昨年2019年３月に発覚した大学

入試不正事件です。女優や会社経営者など約
50名が、仲介者を通じて賄賂を渡し、大学統
一試験の入試での得点水増しやスポーツ特待
で入学するための不正工作などを行い、名門
大学への「裏口」入学を果たしたということ
で、逮捕されました。この件について、当時
ワシントン・ポスト紙の“Parenting”（子育
て）欄に掲載された意見は、ミドルクラス

（特にワシントン・ポスト紙の読者層である
アッパー・ミドルクラス）の子育ての問題点
を浮き彫りにしていて共感できるものでし
た。この行為は子どもたちに対して２つのネ
ガティブなメッセージを送っているというの
がその指摘です。１つは「あなたは自分の力
で事態をマネージすることができない」とい
うこと、もう１つは「成功のためならば他人
を踏みつけにして良い（定員が限られている
中で、そうした不正をしない・経済的にでき
ない家の子どもたちを蹴落としているわけで
す）」というものでした。
　不正入試事件は極端な例ですが、アメリカ
に来て子どもたち若者たちに関わる話を聞い
たり、ニュースをみていると、表向きに見え
る顔とは違った苦しさを感じます。アメリカ
は“can do”の国で、とても自尊感情が高そう
で、子どもたちが明るく積極的に見える反
面、学力のみならず様々な面で活躍すること
や、明るく社交的な成功者であるための社会
的圧力は大変大きいようです。
　実際に話をしたある大学院生は大学入試を
振り返り、大変な競争で大きなプレッシャー
を感じていたと言います。私がオンラインで
受講していたハーバード大学メディカルスク
ールのアメリカの医療用鎮痛剤オピオイド 
危機に関する講義の中では、医療用鎮痛剤オ
ピオイド依存に苦しんできた医師の体験談が

アメリカ教育便り（５）
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紹介されていたのですが、競争の激しかった
医学生時代の孤独な戦いの中でオピオイド 
に依存するようになったと語っていました。
　これは、単に学業成績や課外活動での達成
の話にとどまらないようです。どうも性格や
振る舞いに関わる部分でも大きなプレッシャ
ーがあるようです。アメリカに来てしばらく
経った頃に、ワシントン・ポストで興味深い
子育て相談の記事を見かけました。「私の息
子は内向的です。もっと社交的にするように
すべきでしょうか？」という自身も内向的な
性格だという親の質問に、専門家が答えると
いうものでした。そこにはこんなことが書か
れていました。

　 　内向的な親はしばしば私たちの文化を
支配する社会的圧力に屈して、子どもた
ちには完璧なアメリカン“go-getter”とな
るよう押し出しています。

　“go-getter”はビジネスで成功するような積
極的で社交的な人を指します。アメリカ社会
に生きる内向的な人たちの苦労が垣間見える
ようです。
　地元の子どもたちについても、厳しい競争
の中、疲れや暗さを見せられない子どもたち
の苦労や、薬物によってなんとか表面を取り
繕っている現実などを耳にすることがありま

す。子どもたちの薬物依存はアメリカの深刻
な社会問題です。近年は15歳から24歳の若者
の自殺率の上昇も問題となっており、2000年
初頭には10万人あたり10人程度だった自殺率
は、2017年には15人近くになっています。子
どもたちの悲鳴が聞こえてきそうです。
　徐々に、アメリカ教育の影響が強まってい
るのではないかと思われる日本の教育。ぜひ
アメリカ型教育の功罪を学校関係者にも保護
者にも知って欲しいと思います。

（注） 新型コロナウィルス感染拡大により３
月16日より、州内の全学校が閉まってい
ます。
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はじめに
　2019年10月14日(月)と19日(土)に東京の上智
大学を会場に、「ドイツと日本の教師による
二国間ワークショップ」を開催した。このワ
ークショップは、ドイツ連邦共和国のビーレ
フェルト大学教育学博士のバーバラ・コッ
ホ・プリーヴェ氏と執筆者の山梨彰の発案の
もと、２年越しで実施に至った。全くの個人
がこのような国際的な集まりを、しかも「ヘ
イトスピーチ」というテーマで行うという試
み、一般の教員による授業研究としてそれを
実施するというのは、ほとんど類を見ないで
あろう。その分実施は難航したが、「フリー
ドリヒ・エーベルト財団」からの財政面など
の支援を受けて、ようやく実現した。
　ワークショップの目的は、2016年に成立し
た「ヘイトスピーチ解消法」において教育の
場でもヘイトスピーチ解消のための取り組み
が求められ、しかも一部の極右政治団体によ
るヘイトスピーチが続いているなかで、ヘイ
トスピーチを考える教育実践を日本に広げる
ことである。それが広まることで、300万人近
い日本に住む外国つながりの人々への偏見、
差別、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムなど
をなくし、日本社会を多文化共生の社会とし
て作り直し、日本の民主主義を立て直したい
と考えた。第二次世界大戦での侵略とエスニ
ック・マイノリティの人々への差別と偏見と

虐殺という歴史を日本とドイツは共有してい
る。しかしドイツは自国の所業に対する戦後
の「記憶の文化」の根づき方では日本と雲泥
の差があり、そこから教育実践として学べる
ものがあるのではないか、というのももう一
つの目的であった。
　以下、ワークショップの概要を紹介し、そ
こから学べるものを考えたい。内容は大幅に
要約している。

１．日本とドイツでのヘイトスピーチの背景
⑴日本におけるヘイトスピーチの政治的背景
　ワークショップでの授業実践の交流に先立
ち、「ヘイトスピーチ出現の政治的背景」と
いうテーマで俵義文氏（子どもと教科書全国
ネット21代表委員）に講演をしていただい
た。詳細は省略するが、国会議員も含む「日
本会議」を中心とする極右運動が日本社会の
右傾化を1990年代から草の根的に進行させ、
ヘイトスピーチの背景になったということで
ある。
⑵ドイツにおけるヘイトスピーチ現象
　〜民主主義教育との関連
　コッホ・プリーヴェ氏がヘイトスピーチを
めぐるドイツの社会状況を報告した。
　ドイツでのヘイトスピーチの定義に関して
重要な点はヘイトスピーチが、マイノリティ
集団への意図的な差別・抑圧・排除・根絶を

ドイツと日本の教師による二国間ワークショップ
　　　　　　　　「授業のテーマとしてのヘイトスピーチ」
日本とドイツにおける民主主義教育の諸側面に関する交流に関する報告

山　梨　　　彰
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伴う「集団的な人間性の敵視」であると明言
されていることだろう１）。
　近年のヨーロッパ諸国での右翼ポピュリズ
ム政党の躍進のなかでドイツもまた、AfD

（ドイツのための選択肢）という政党が、2017
年総選挙で第３党になった。AfDへの支持が
強い旧東ドイツを中心に極右運動がまとまり
を持ち始め、難民・移民の増加とともに、エ
スニックマイノリティや宗教マイノリティに
憎悪が向けられている。憎悪が暴力に転じた
のは2019年６月に難民支援を訴えていた県知
事（キリスト教民主同盟所属）が殺害された
ことであり、これにAfDは異議を唱えなかっ
た。ヘイトグループは影響力の大きいインタ
ーネットを活用している。ドイツでは申請が
あったヘイトスピーチの削除をプラットフォ
ームに義務付け、応じないと上限約60億円の
罰金が科せられるネットワーク施行法が2017
年に成立している。
　連邦政府に教育省はなく、16州による教育
相会議を開く。2018年のこの会議で「政治教
育・民主主義教育と人権教育」の強化が議決
され、全教科で実施することが教師に要請さ
れた。また、「レイシズムのない学校、勇気
を持つ学校」という学校のネットワークがあ
り、約3,000校、約150万人の生徒が参加して
いる。教師対象のヘイトスピーチ防止の教材
を発行している州政府もある。しかしPISAの
影響で試験が増え、能力向上が重視されてい
るので、ヘイトスピーチに抗する授業の実践
には多くの困難が今ある。

⒉ドイツの学校制度とマイノリティへの対応
　コッホ・プリーヴェ氏はドイツの学校の仕
組みと学校の中でのマイノリティの状況も解
説した。日本側からの同様の解説は省略す

る。
　ドイツでは州によって教育制度の差が大き
いが、概して「人権、自由、民主主義、異文
化との共存、相互の価値観の尊重」などが目
的とされている。
　第二次世界大戦を経ても1919年以来の伝統
的教育制度が1960年代まで続けられた。この
制度では小学校課程の４年間の終了時に、３
つの中等学校(基幹学校、実科学校、ギムナ
ジウム)のどこに進学するかが決められた。ギ
ムナジウム卒業者だけが、大学入学資格試験
のアビトゥアを受けて大学に進学できた。だ
がこれでは、労働者階級の子どもが大学に行
く機会が少なく、教育機会が不平等だという
批判があった。改革は1965年ごろから各州で
始まり、「総合学校」も作られたが、州ごとの
違いが大きく複雑である。小学校４年生で中
等学校が決められるのはあまり変わっていな
い。
　教師の授業持ち時間は州によるが、平均し
てほぼ週に26～28時間で、授業後に学校にい
る義務はなく、年間12週間の休業日がある。
OECD調査で年間労働時間は日本の2,000時間
超に対しほぼ1,700時間である。
　移民の背景のある生徒の割合は2019年には
約37％になった。PISAでの成績達成度が低い
15歳の移民背景の生徒の割合は54％で、そう
ではない生徒17％よりずっと多い。移民に関
する教科書の記述にも問題がある。例えば、

「社会の統合のために移民が適応すべきだ」、
「ドイツは同質的な社会で、移民は『異質な
者』とされる」などである。
　移民が社会的に成功しにくいのは民族的特
徴を理由にした制度的・宗教的差別による。
移民が周囲からの眼差しを知って、自己肯定
感を持てず教育達成に否定的な結果をもたら
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す。

３．授業実践のレポート
　　（要約は全て筆者の責任で行った）
⑴日本人教師の授業
①�ヘイトスピーチを考える
　　（遠藤正承：県立翠嵐高校定時制）
　遠藤氏の実践報告は本誌『ねざす』61号

（2018年５月号）に掲載されているので省略す
る。
②�「アンチ偏見・アンチヘイト対話カード」
による授業　　（風巻浩：首都大学東京）

　この授業は、カードを用いた参加型学習で
大学１年生が対象である。
　授業の方法は「難民は楽をしたいから日本
に来る」、「『ひきこもり』は殺人を犯す可能性
が高い」、「日本は移民国家ではない」の３つ
の偏見・蔑視が書かれた対話カードが学生に
提示され、これに対して「納得します」「だい
たい納得します」「あまり納得しません」「ま
ったく納得しません」の４枚の意思表示カー
ドを示す。次に事実を書いたファクトシート
を使って教師が説明し、それにより考え方が
変わったかを話し合い、再度意思表示カード
を示して討論を続けた。
　学生の反応としては、カードを利用するこ
とで「抵抗感なく自分の意見を出しやすく」
なったといい、他者に同調傾向の強い日本人
に向いている。またこの方法は、ヘイトスピ
ーチを正義に反するとして押し付けるのでは
なく、マジョリティの立場を自ら認識し、偏
見・差別を自己変容させる手段として有用で
ある。
③�民主主義的な集団関係性の構築
　　（相良武紀：和光高校）
　この授業は２年生の選択科目「異文化研

究」で、朝鮮学校などの外国人学校への訪問
を通じて多文化共生社会を構想するという目
的を持つ。中心的なテーマは「マイノリティ
の人々に高校生が自主的に迫る実践を作る」
ことである。具体的には、韓国ルーツの日本
国籍の生徒が朝鮮学校への訪問と相良氏との
関係性をきっかけとして、自らの「ハーフ」
である思いを授業で他の生徒に語り、それを
通じてマイノリティ当事者の存在がマジョリ
ティ日本人生徒の心を揺さぶっていく。これ
は新しい関係性、民主主義的な集団関係性が
リアリティをもって育まれることにつなが
り、ヘイトスピーチに抗する基盤となる。
④�高等学校公民科における「ヘイトスピー
チ」に関する授業実践
　　（佐藤彩香：県立瀬谷西高校）
　この授業では、３年生の選択科目「倫理」
でヘイトスピーチの実態、背景、人の心に及
ぼす影響を知ることを目的とし、生徒の意見
を大切にしながら興味・関心を高めようとし
た。授業のテーマは「自由とは何か」であ
る。５時間構成の授業で、「自由」の定義や

「権威主義的パーソナリティ」の概念等を伝
え、「いじめ」からヘイトスピーチを考えさせ
た。ヘイトスピーチの実態をTV番組と動画
で示してから、「表現の自由」との関わりを質
問し、生徒はヘイトスピーチが「表現の自
由」とは言えないと答えた。さらに、アニメ

「ONE PIECE」を視聴してからヘイトスピー
チの背景を考えさせ、背景には「自由を奪わ
れる不安」があると多くの生徒は捉えた。ヘ
イトスピーチはどうすればなくなるのかを問
うたところ、生徒の意見は「他者を理解す
る」、「ヘイトスピーチを許さない風潮を広め
る」、「法律、罰則を作る」の３つに大別され
た。まとめとしてTVドラマを見せ、「何気な

ドイツと日本の教師による二国間ワークショップ「授業のテーマとしてのヘイトスピーチ」
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い一言が人を傷つける」ことを生徒が自ら感
じられるようにし、人権の尊重と他者・他文
化の理解の必要を強調した。
⑤�多様な生徒が学ぶ高校での外国人（移民）
差別を乗り越える授業
　　（角田仁：都立一橋高校）
　この「現代社会」の授業の目的は、日本人
生徒が外国つながりの生徒の正しい認識を持
ち、差別をしないこと、外国つながりの生徒
が自己肯定感を持つこと、生徒が多文化共生
社会に生きる市民として自己形成し、差別と
人権侵害を歴史的に考え、その解消をめざし
て行動できるようになることである。そのた
めに、視聴覚教材を積極的に使い、「対話型
授業」を行い、「差別の当事者」と出会う機会
を作るようにした。
　東京が移住者から成り立っていることを知
り、「移民、難民、属性」という概念を伝え、
歴史的事例として、日本からの移民の送り出
しと第二次大戦時の日系人差別や強制収容、
アンネ・フランクとユダヤ人差別、関東大震
災時の朝鮮人虐殺を学んで、差別が命を奪う
ことを考えさせた。その上で実際のヘイトス
ピーチ映像をみて、歴史的事例と比較させ
た。次に生徒に質問を投げかけ、ワークシー
トに各自の意見を書かせた。生徒はその中で
ヘイトスピーチのひどさ、外国人差別に向き
合う姿勢などを表明した。
⑥�高等学校普通科３年次でのヘイトクライム
に関する授業の実践報告
　　（三宅浩子：県立横浜清陵高校）
　この授業は「やまゆり園事件」(2016年)を題
材に、ヘイトクライムについて考えた３年次
の「政治経済」の報告である。授業の目的
は、社会の差別意識や障害者差別を考えるこ
とによって「社会的弱者」への差別を考える

ことにつなげ、「生産性」のみを人間の尺度と
する社会意識を批判的に自覚することである。
　生徒は「やまゆり園事件」を知らないのが半
数、障害者差別の原因を「普通と違うから」
と答え、身近な障害者差別を知っており、社
会が障害者を支援するのは基本的人権に基づ
いているとしながら、差別をなくすことは難
しいと答えたのが大まかな傾向であった。憲
法の平等権の学習と様々な差別の歴史と現状
の解説の後、ある牧師へのインタビュー動画
を見せ、テーマを設定してグループワークの
話し合いをした。低調な雰囲気だったが、差
別問題を考察した生徒もいた。憎悪の根幹に
ある社会にある差別・偏見への気づきを促す
必要を感じた。
⑵ドイツ人教師の授業
　ドイツ人の教師の実践報告は日本人教師の
ものとは異なり、生徒との関わりや生徒間の
関係を思い入れを込めて書くことはなく、客
観的な筆致である。
①�ヘイトスピーチの言葉遣いと内容の特徴　
アニカ・バールス（ブーゲンハーゲン校　
ハンブルク）

　この授業（科目は英語）の目的は、生徒(15
～ 16歳)がヘイトスピーチの言葉遣いと内容の
特徴を知り、ヘイトの表現を判断し、それを
建設的な批判の表現に変えることである。授業
は「ヘイト(憎悪)」というテーマで、生徒が自
分の考えと小文を書き（「ミニザーガ」とい
い、50語で体験した出来事を匿名で書く）２）、
それを小グループで話し合い、ヘイトスピー
チとは何かを考える。その後実際のヘイトス
ピーチの事例(文章か映像)を教師から与えら
れ、それがヘイトスピーチかどうかを理由を
付して判定する。最後にミニザーガか与えら
れた事例をヘイトスピーチではないように書
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き換える。生徒の取り組みは積極的で、各自
のそれぞれの体験を広い範囲で書いた。例示
されたヘイトスピーチの分析に集中し、例文
の書きかえに創造性を示した。
②�インスタグラムでのキャンペーンを始める　　　
テレーザ・ビアラス（F・シラーギムナジ
ウム）

　（ビアラス氏は、ロールプレイでヘイトス
ピーチを学ぶ実践も報告しているが、省略す
る）。
　この授業はギムナジウム第９学年(15 ～ 16
歳)の生徒を対象にし、目的は生徒が SNSで
のヘイトスピーチに気づき、それに対応し、
自らのSNSの使い方を反省することである。
授業の方法は、インターネットでのヘイトス
ピーチを広げないというインスタグラムでの
キャンペーンを作ることである。授業の初め
に「ある集団に属しているという理由でイン
ターネットで差別された経験があるか」と聞
くと、匿名で45人中23人があると答えた。
SNSのリスクやヘイトスピーチの定義を教
え、キャンペーンをする意味を考えさせた。
生徒は小グループを作り、自らの経験や生活
場面を基礎にして、積極的にキャンペーンを
作成し、プレゼンテーションをした。生徒が
テーマとして選んだのは、政治的なことより
も個人的なことが多く、また生徒が自分の考
えを表すにはもっと支援が必要であった。
③�言葉と新しいメディア〜ヘイトスピーチ　
アーニャ・デヴァンティエ（マルティン・
ニーメーラー総合学校）

　この授業は第10学年(16 ～ 17歳)の科目「ド
イツ語」向けに作られた。目標は、ドイツ語
の読解力向上と卒業試験の準備であるが、同
時に言語と現実世界の関わりをヘイトスピー
チをテーマにして考えることである。授業の

進行はほぼ以下のようである。まず生徒は教
師から実際のヘイトスピーチの言語を知らさ
れ、討論してから、ヘイトスピーチに反対す
るキャンペーンとして、ポスターや映画を作
成する。さらに、インターネット上の文書や
画像を分析して、インターネットで表明され
る「集団に対する敵意」をチェックして、ヘ
イトスピーチへの対応を考える。
④�ヘイトスピーチとは何か、対応の仕方をど
う考えるか　トーマス・マコウスキー（ビ
ーレフェルト実験学校）

　第８学年(14 ～ 15歳)を対象にしたこの授業
は、学校独自の「ドイツ語・社会学習領域」
での実践である。学習グループは22人で、授
業の目的は、ヘイトスピーチが集団的な人間
性への敵対であることを生徒が理解し、パネ
ルディスカッションを行なってヘイトスピー
チへの対応の仕方を認識することである。テ
ーマへのアプローチとして直前に起こった極
右主義者による州知事の殺害事件を取り上げ
たTV番組とネット上のヘイトコメントを見
せると、生徒は驚き、真剣に授業に取り組ん
だ。ディスカッションでは、法律家、ヘイト
批判者、詩人、親などの役割を生徒に割り振
って、それぞれの立場・役割から、教師が示
したヘイトスピーチへの対応を参考にして討
論した。役割を演じたことで生徒は深い議論
ができ、非常に効果的であった。次にヘイト
スピーチへの対応の仕方をディスカッション
の成果から列挙し、それに対して生徒が自分
の意見を述べるという形で８時間の授業を終
えた。
⑤�非暴力コミュニケーションと「ヘイトスピ
ーチ」へのその適用　カイ・ミュンケミュ
ラー　（ブーゲンハーゲン校ハンブルク）

　非暴力コミュニケーションをヘイトスピー

ドイツと日本の教師による二国間ワークショップ「授業のテーマとしてのヘイトスピーチ」
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チに対処し、それを減少させる方法として、
生徒に学ばせるという目的のもとにこの授業
は構想された。非暴力コミュニケーション
は、人との争いを立場や世界観の相違ではな
く、信頼関係が作られていないためと理解
し、相互の信頼・尊敬の上に関係づくりをす
る方法である。それには順序があり、互いの
受容と尊敬により話し合う場面を作り、それ
から内容面での話し合いに入る。
　授業の対象は、13学年の「経済と倫理」15
人（内７人が移民背景）、８～ 10学年の「人
間―環境―社会」26人（内４人が移民背景、
６人が要支援）、９学年の授業24人（内３人
が移民背景、５人が要支援）の３クラスで２
時間続きの授業を２回行った。2018年に起こ
ったC市での外国籍市民への殺傷事件を導入
にして予備知識を得た上で、話し合い、自分
の意見を記述し、互いの共通点と相違を知
る。その上で非暴力コミュニケーションのや
り方を教師が伝え、殺傷事件に抗議する市民
集会に関して非暴力コミュニケーションの視
点から意見を書いて、スピーチする。さらに
非暴力コミュニケーションがヘイトスピーチ
への対処としてどれだけ適切かを発表した。
生徒は全体的に関心を持ち、非暴力コミュニ
ケーションが対話能力を高めるのに役立った
と評価した。
⑥�パフォーマンス演劇／舞踊演劇との組合せ
による政治・文学の教育　アグネス・シュ
ナイダー（ビーレフェルト大学付属上級課
程補習高等専門学校）

　これはスポーツ、政治、文学の３科目を横
断した「ジェンダー」という領域の中で、生
徒が自ら考案した台本によりパフォーマンス
劇を演じる授業である。授業のテーマは、

「政治的抑圧」、「移民」、「統合／排除」であ

り、対象生徒は第12学年で、全員が移民背景
を持つ８人を２つに分けて、半年間の授業と
して行われた。政治、文学、スポーツの授業
から学んだ３つのテーマ(例えば「権力、自
由、移住」)を選んで、その内容をもつ脚本の
作成、締め括りとしてグループごとに30分間
の劇を上演(プレゼンテーション)し、提出す
るレポートと合わせて教師からの評価を受け
る。スポーツの授業を通して、生徒は身体の
動き、感受性、そしてテーマにふさわしい動
き(例えば、抵抗や無視や信頼の表現など)を
舞踊理論に基づいて教えられた。演じた生徒
は移民の置かれた状況や「異質」であることの
意味を感情としておよび身体的にも学び取っ
た。

４．このワークショップから学べること
　授業についての日独の教師間の討論から引
き出せる主な内容を簡単に整理する。
　第一に、「ヘイトスピーチ」を教えるとき
に、「ヘイトスピーチはダメ」として生徒に

「押しつける」のではなく、生徒自らの気付き
が必要である。それには、自らを見つめ直
し、身近なテーマを取り上げ、取り組みやす
い作業から始めることなどが有効とされた。
具体的には、移民としての自分の思いを対象
化したり、「いじめ」の問題から始めたり、ミ
ニザーガのように「憎悪」の感情を文章化し
たりする方法である。それは、直接・間接に
聞くヘイトスピーチの被害者の声を受容する
心性となるだろう。ヘイトスピーチについて
生徒の意見を聞く場合には、カードの利用、
インスタグラムでのキャンペーンづくり作業
などへの取り組み、非暴力コミュニケーショ
ンのようなスキルによる互いを尊重する関係
作りなどの、自分の意見が出しやすい手立て
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が必要である。生徒自身が台本を書いて演劇
を上演するのは日本ではかなり困難だが、短
い寸劇を演じるのは有効かもしれない。
　ヘイトスピーチ問題を我が事と受け取るに
はどうするかという重要なポイントがある。

「いじめ」問題から入るのは有効であろうが、
被害者自身や被害の歴史に具体的に出会うこ
とも効果があろう。ドイツにあるような学校
運営への生徒参加によって自分の生活や周り
の社会を変えられるという実感が持てれば、
社会に働きかける意味を知り、政治参加へ発
展し、ヘイトスピーチ問題への取り組みにつ
ながるかもしれない。
　日本の教師にとっては異質の教育実践に出
会い、それについて討論したのは得難い経験
であり、学んだことが多々あった。日本の中
での教育実践交流だけでなく、広い視野での

ドイツと日本の教師による二国間ワークショップ「授業のテーマとしてのヘイトスピーチ」

実践の幅を広げるためには、他国との実践交
流は非常に価値があろう。
　詳細な報告書を別途準備中なので、刊行さ
れたら是非参照していただきたい。

（やまなし　あきら　教育研究所共同研究員）

１．はじめに
　県立高等学校における新たな取組みが始ま
って３年目、パイロット校（厚木西・足柄・
茅ケ崎）に入学した１期生が卒業となる年で
す。９年間の義務教育を終え、高等学校での
学びを選択した生徒が、３年間でどのように
成長し、次の進路先決定につながったのか、
また、共に学んだ生徒たちが３年間の高等学
校生活の中で、神奈川県の取組みを通して感
じたことや考えたこと、そして、生徒の内面

的な成長につながったことはどのようなこと
なのかなど、多くのことが気になるところで
す。学校での学びの評価は、子供たちが将来
社会参加をした時に、夢や希望を持ち続けな
がら、その時々を、豊かに幸福感を感じなが
ら生活することにつながったかの視点が大切
です。その時々の評価はもちろん大事です
が、学校は人格形成の場であり、将来、社会
を形成する大切な生徒たちが学ぶ場であるこ
とを考えると、真に多様性を理解し、全ての

「かながわのインクルーシブ教育」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にたずさわって

田　口　雅　己

１） 差別禁止法がない日本の法律のもとでは、個人への
具体的な被害がなければ違法性を認めないと法務省
が言っているのに対して、「集団への」ということが
明確に示されている。

２） 一例をあげる。「ソニアは通りを腕を組んで歩いてい
る。不安そうにソニアは左のほうを見る。誰かいた
のだろうか？ この時間に外出すべきではなかった。
また音がする、足音だ。ソニアの動きはゆっくりに
なる。後ろにいた人がソニアの頭のスカーフを掴
み、引き下ろして、『お前の国に帰れ』と怒って言
う」。原文は英語。

注
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人の個性や人格が尊重される社会の形成につ
ながることを期待しています。インクルーシ
ブに係る神奈川県の取組みは高等学校だけで
なく、全ての学校で行われています。まだ始
まったばかりですが、継続することで、子供
たちが各年代で多くのことを体験、学びなが
ら様々なことを感じ、考えながら成長し続け
てほしいと願っています。そして、10年、20
年後、今学んでいる子供たちが社会の中心と
なって形成する、共に生きる社会を楽しみに
しています。
　『ねざす』に寄稿する貴重な機会をいただき
ましたので、インクルーシブ教育に関する専
門的なことは研究者や専門家に委ね、今回は
個人の思いや考えを中心にまとめさせていた
だきます。

２．神奈川の動向から
⑴�福祉総合政策の推進のために（昭和59年）
　「共に学び共に育つ」は、神奈川県の教育
関係者であればだれもが知っている言葉で、
昭和59年に出された「福祉総合政策の推進の
ために」の中で、障がいのある子供たちの教
育の方向性を述べたものです。養護学校（現

「特別支援学校」）教育が義務化されて間もな
いころ、障がいのある子供の教育的な面だけ
でなく、全ての子供たちの人権的な観点から
も大変重要なことで、共に生きる社会の形成
に向けた第一歩ともいえる提言です。加える
と、地域社会において共に学び共に育つ環境
づくりをすすめることにも触れられています。

⑵�これからの支援の在り方（平成14年）
　平成14年にまとめられた「これからの支援
教育の在り方（報告）」では、神奈川における
支援教育は、障がい児教育の枠の中、あるい

は延長線にあるのではなく、すべての子供た
ちが、今いる環境の中で伸び伸びと生活する
ために、学校としてどのような支援が必要な
のかという考え方にたって、具体的な展開を
考える必要性があることなど、趣旨や考え方
について報告されています。通常の学級に在
籍する支援の必要な子供が6.3％程度と報告さ
れた時期に、神奈川県では一歩も二歩も先を
考えていたことがわかりますし、次にあげる
③の（a）や（b）は名称が異なるものの、そ
の後、全国的に取り組まれるようになりまし
た。
①支援の対象者
　 　支援対象となる子供は、基本的には、障

がいのあるなしにかかわらず、すべての子
供たちである。

②支援教育の場
　 　支援教育は小・中学校や高等学校、盲・

聾・養護学校といった教育の場を問わず、
それぞれの場で子供たちの特性や状態に応
じた支援を行うものである。

③小・中学校、高等学校での支援
　（a） 教育的ニーズを的確に把握し、指導計

画を作成すること。
　（b） 全校で取り組む協力体制（校内支援シ

ステム）の確立。
　（c） 知的障がいのある生徒への教育的支援

をさらに推進するため、一般の入学定
員とは別途に特別の入学枠を設けて受
け入れを図りながら、教育課程の編成
や進路指導の在り方、受入れ体制など
について検討する必要性がある。

⑶�神奈川教育ビジョン（平成19年）
　平成19年に出された神奈川教育ビジョンの

「共に育ちあう教育」で、障がいのあることや
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国籍が違うことで、学ぶことに支障が生じな
いよう必要な環境を整え、子供たちが成長の
過程で様々な人々と出会い共に学ぶことで、
立場を超えて理解し合い、学び合える、誰を
も包み込む、インクルージョン教育について
触れています。平成27年に改訂された教育ビ
ジョンではインクルーシブ教育という表現に
なっていますが、神奈川県における考え方は
同じといえます。

３．教員として感じていたこと
⑴�専門性と人間性
　インクルーシブ教育について議論すると、
多くの場合、支援教育に対する専門性があ
る・ないが語られ、時には専門性がないとで
きない、あるいは難しいとの方向になること
がありました。専門性はもちろん大切です
が、私は人間性のほうが人権的な側面を含め
て大事だと感じています。専門性にこだわり
すぎると無意識のうちに差別や偏見を生んで
しまう可能性があります。子供たちは学校で
教職員から多くのことを学んでいます。子供
たちや学級の雰囲気が担任に似てくることさ
えあります。教職員の言動は、子供たちの人
格形成や行動モデルにもなっており、身近で
影響力のある生きた教材でもある。また、組
織の都合が差別を生んでいないかも気にかか
っていたことです。合理的配慮が求められる
時代であることを理解し、出来ることを実践
する考え方が必要です。専門性は必要に応じ
て補ったり、高められますが、人間性に着目
しないと難しいと感じていました。障がいの
ある子供を育てていられる保護者も専門性が
ある中で子育てを始められたわけではなく、
子育てに必要なことをご苦労されながら学ば
れていると思います。

⑵�学習・生活指導と支援
　学校で「みんな違っていい」という言葉を
使いますが、どこがどのように違うかを客観
的に把握できないまま使われていることが少
なくありません。把握しないままでは適切な
対応はできません。こうした面では視点の違
う外部の人材を活用することが効果的です。
小・中学校や高等学校では総合教育センター
や特別支援学校のセンター機能、特別支援学
校であれば専門資格を有する自立活動教諭な
ど、視点の違う方の見方が参考になります。
子供への支援や指導の正解を見つけることは
なかなか難しいことですが、ヒントはたくさ
んあります。ヒントを手掛かりに対応しても
うまくいかないこともありますが、失敗もま
た次のヒントになります。高等学校校長会で
まとめられた『困った子供から困っている子
どもへ』は体制づくりに大いに参考になりま
した。支援は子供の学習や活動の場面で必要
に応じて行うもので、活動しやすくなるよう
にを一つの視点に校内で意見交換することが
大切と考えます。

⑶�あたりまえ
　学校では、高校生だからこのぐらいできて
あたりまえ、先生だからできてあたりまえな
ど、いろいろな場面で使われます。あたりま
えの基準は今一つはっきりしません。個人の
感覚的な部分も多いようにさえ感じます。あ
たりまえは「当然」の当て字「当前」を訓読み
にした語で、誰が考えてもそうであるべきだ
と思うことなどの説があります。発達段階や
理解・定着には個人差が少なくなく、「あた
りまえ」としていたことに着目し、必要があ
れば丁寧に教えることが大切です。少なくて
も、「このぐらいあたりまえでしょう」の一言
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で終わりにせず、学習や活動の場面、段階や
経過、子供の心情などに留意が必要です。

⑷�意識改革
　振り返ると教員になったころから授業改善
と意識改革という言葉が語られ続けていま
す。授業改善については、子供たちにとって
分かりやすい授業づくりを追及することやUD
の視点などで取り組むことができますが、意
識改革は難しかったように思います。ある方
は、「考え方を変える」と「行動が変わり」、
行動が変われば「習慣が変わり」、「人格や人
生が変わる」と話されていました。学校には
様々な文化や教員が経験を積む中で得てきた
ノウハウがあります。こうしたことも大事に
する一方で、社会の変化や時代の要請を受け
止め、理解することが意識改革に向けた第一
歩として必要だと考えます。

⑸�インクルーシブは新しいことではない
　インクルーシブ教育という言葉から、多く
の方は障がいのある子供の教育に視点がいき
ます。そのこと自体は重要なことですが、同
時に、周囲の子供たちを含め、理解し合うこ
との大切さに着目する必要があります。「共生
社会」の実現に向けて、実践推進校だけでな
くすべての学校で取組むことが大切です。学
校は人格形成の場でもあり、子供たちは、生
きる力を育みながら多くのことを学んでいま
す。先生方は大変まじめで、新たなことには
不安を感じてしまいがちですが、難しく考え
る前に、特別支援教育は「教育の原点」であ
ることや相互理解を含めて人権教育と重なる
ことなどから、先に記述した「人間性」が最
も大事で、最初に必要な専門性であることに
着目することが大切です。インクルーシブ教

育は、支援教育に取組んできた神奈川だから
こそ、新しいこととして捉えるのではなく、
これまでの取組みを振り返りながら受け止
め、実践することができると考えます。

４．社会の変化で感じていたこと
⑴�中学校から高等学校等への進学
　中学校を卒業する生徒の高等学校等への進
学率は大きく変化しています。希望する学校
や課程にならない生徒がいるものの、ほぼ全
員が進学しているといえる状況にあります
が、入学にあたっては入学者選抜が行われて
います。私が小学校に入学する頃の高等学校
への進学率は65～70％程度でした。国は公立
高等学校入学者選抜要項で高等学校の目的に
照らし、心身に異常があり修学に堪えないと
認められる者、その他高等学校の教育課程を
履修できる見込みのない者を入学させること
は適当でないとし、入学者選抜は高等学校教
育を受けるに足りる資質と能力を判定して行
うとの考え方を示していました。その後、進
学率は着実に伸び、私が高等学校に入学する
頃には90％を超え、中学校教員として勤務す
る頃には95％に近づいていました。しかし、
入学者選抜を経て入学していることもあり、
今振り返れば適格者主義的な考え方をする方
が多かったように思います。その後、国が発
出した高等学校入学者選抜についての通知で
は、入学者選抜の改善について示され、多様
な選抜が実施されるように変化してきました
が、まだまだ適格者主義的な考え方をする方
もいられるのではないでしょうか。全否定を
する気はないものの、現在の進学率や支援の
必要な子どもたちの在籍状況などを含めて考
えてみることが必要だと思います。また、高
等学校を卒業する生徒の大学や短大等への進
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学率、専修学校・各種学校等への進学率を見
ると私の時代とは大きく変わり、かつての高
等学校への進学率に近くなっています。加え
て、中途退学者や不登校の傾向にある生徒が
少なくなく、様々な検討や対応が続けられて
いますが、減少しないことについて見つめ直
す必要があると感じています。併せて、学校
の状況に応じた教員配置の在り方、多様な人
材や仕組みの活用についてこれまで以上に工
夫する必要があると感じます。

⑵�法令等の改正
　社会変化等に応じて法令の一部改正が行わ
れていますが、あまり認識されていないので
はないかと感じることが少なくありませんで
した。学習指導要領の公示などにはかなり敏
感な対処がされるのに対し、学校教育法の改
正等については不安を感じることもありまし
たので、あえて一例をあげておきます。改正
された学校教育法の施行にあたって、国は平
成19年４月に特別支援教育の推進についての
通知を発出しています。趣旨は幼稚園、小学
校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特
別支援学校において行う特別支援教育につい
て基本的な考え方や留意事項を示したもの
で、内容には校長の責務についても触れてい
るほか、具体的な項目や教育活動等を行う際
の留意事項の記載もあります。具体的な項目
の一つに個別教育計画の作成があります。神
奈川県ではこの通知以前から取組まれている
ことですが、インクルーシブ教育に係る会議
で、ある校長先生が個別教育計画なんか作っ
ていないと発言されたときには、返す言葉が
出てこないほどの衝撃を受けました。法令法
規や各種通知等も社会変化と関連し、学習指
導要領ともつながっているもので、学校にお

いては教員の理解を図るよう対処する必要が
あります。もちろん多くの学校では適切に対
応がなされていると思っています。

⑶�各種刊行物
　刊行物も社会変化に応じていたように感じ
ます。神奈川県では毎年多くの刊行物が教育
委員会や総合教育センターから出されていま
す。毎年度末に出される支援を必要とする児
童・生徒の教育のためになど、学校での教育
活動の参考になるものも多くありますが、活
用という面では十分ではなかったように思い
ます。各学校で単に配付や配架するだけでな
く、ポイントを絞って、この部分だけは教員
理解を深めるために短時間でも説明や研修を
行うなど、学校事情に応じて効果的な活用に
向けた工夫が必要です。活用については学校
間でも違いがあることから相互に参考にする
などし、教員の異動も考慮した対応が必要だ
と思います。聞いて理解している教員と聞く
機会がなく知らない教員が生じることがない
ようにしたいものです。刊行物や各種の通知
も、社会の変化と密接に関連していることに
留意する必要があります。

⑷�高等学校における通級指導の開始
　平成26年度から個々の能力・才能を伸ばす
特別支援教育モデル事業が開始され、神奈川
県でも国の指定を受けて県立高等学校２校で
取り組まれました。学習指導要領には総則で
配慮事項としてすでに触れられてはいました
が、各学校では個別の対応となってしまい、
組織的な取組みにつながりにくい状況にあっ
たと感じていましたので、モデル事業の実施
やその後の関連法令等の改正、平成30年から
の施行は私にとっては大きなできごとでし
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た。これまで神奈川県では支援教育として工
夫した取組みがされており、多くのノウハウ
が各学校に蓄積されています。制度の中で組
織的に実施するには、実施の形態や体制、取
扱う内容や教育課程上の位置づけ等の整理が
必要になりますし、個々に違いがあるために
様々な工夫が求められますが、蓄積したノウ
ハウを活かして神奈川らしい形で定着するこ
とを願っています。子供たちに必要だと感じ
てもできにくかったことができるようになっ
たことは素晴らしいことだと思います。高等
学校等への進学の状況や支援の必要な子供の
在籍状況を考えれば通級だけで終わらず、支
援学級の設置が現実味を帯びてくると推測し
ています。個人的には神奈川県には近い形の
ものがすでにあるので、実施自体は容易だと
考えますが、インクルーシブ教育との整理等
を含めて総合的に考えていく必要があると思
います。高等学校が多方面で大きな変革が求
められる時代になってきているように感じま
す。

５．終わりに
　最後に、インクルーシブ教育に携わる中で

「支援教育をやっているのにインクルーシブ
教育に変えるのか」との声が多く寄せられま
した。個人的には大きく変わるものではな
く、支援教育の考え方を大切にしながら、相
互に理解することの大切さを再確認して組織
的に取組むだけのことだと感じています。意
識改革で触れたように、私もまた考え方を変
える必要があり、当初は自分の理解のために
下記のような整理をしていました。
　支援教育の理念のもと、共生社会の実現に
向け、出来るだけすべての子供が同じ場で共
に学び、共に育つこととシンプルに考えてい
ました。具体的に進めるには様々な課題もあ
り各学校でのご苦労も推察できます。また、
価値観が多様化する社会、多様な考え方があ
ることも理解していますが、将来の社会を担
う大切な子供たちのために取組むべきことだ
と考えます。

（たぐち　まさみ　前インクルーシブ教育推進部長）
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退学から転学へ
―県立Ａ高校における転退学の推移から考える―

阪　本　宏　児

■63号報告を受けて
　公立高校の転退学データを分析した本誌63
号の独自調査報告１）（以後、63号報告と略）
は、県立全日制での中途退学者と転出（転
学）者が際立って増加している状況を明らか
にしてくれた。報告されたデータはいずれも
興味深いが、とりわけ筆者が注目したいの
は、①07年以来大きく減じてきた県立全日制
の中退者が12年度をボトムに上昇傾向に転じ
たこと、②中退者の多い学校は学力下位校に
集中しており、そうした学校では転出者も多
いこと、③全日制から広域通信制への転出者
は12～14年度以降急増していること、④入学
段階で広域通信制を選ぶ中学生も11年度頃か
ら大きく増加している（逆に県立通信制への
入学者は大きく減少）ことの４点である。
　県立全日制の学校数自体が減少しているだ
けに、中退者の反転増加はにわかに理解しが
たいし、一般的には例外的な出来事といえる
高校から高校への転学（学校現場では「転出」
より「転学」が定着していると思われるので、
本稿では適宜こちらも使用する）という現象
の広がりにも驚かされる。同時にまた、転出
増の背景にある広域通信制の存在も改めてク
ローズアップされたのではなかろうか。
　63号報告を受けて開催された現場教職員に
よる座談会（本誌64号）では、「転出は中途退
学のバリエーション」であるとする見方が参
加者に共通していたという２）。筆者自身の経
験を振り返ってみても、学力下位校における

転学者の増加傾向や、それを中退のバリエー
ションとみる認識には強く頷けるものがあ
る。その一方、高校中退・転編入学と広域通
信制高校の関係を論じた内田康弘は、「『誰
が』広域通信制高校への進学を選択している
のか、その詳しい実態が明らかになっていな
い」とも指摘している３）。
　本稿では県立Ａ高校（ 2004年度開校の全日
制単位制高校）のデータを手がかりに、転出
者増加の具体的様相とその背景を考えてみた
い。

■Ａ高校における卒業率と転退学者の推移
　図１は、Ａ高校における卒業率と転退学者
の推移を示した複合グラフである。卒業率は
学校要覧記載の入学者数と３年後の卒業生数
から算出した。Ａ高校は単位制であるため、
ある年度の卒業生が３年前の入学者とは限ら
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ないが、開校以来の概括的な傾向を把握する
ことはできる。入学者数は2015・17・18年度
の卒業生が７学級規模、ほかは６学級規模で
ある。
　１期生（ 2006年度卒業）の卒業率は75％と
いう非常に厳しい数字であったが、その後は
徐々に上昇し、2010年度以降は90％前後を上
下するようになり現在に至っている。とはい
え最高値は11年度の93％である。公立高校全
体の平均卒業率が98％前後４）であることを考
えれば、Ａ高校の学力的位置づけや生徒像は
自ずと浮かび上がってくる。
　図１の棒グラフは転退学者数の推移である

（グラフ内の数字は人数）。各年度の当該人数
は、その年度に転学・退学した在校生すべて
であるため、卒業率の増減傾向とは一致しな
いが、11年度をボトムに再び上昇傾向に転じ
ている。63号報告で提示された全県的な退学
者数の傾向と比べると、年度による凹凸は目
立つものの、ここ十年間ほどの推移が“左上が
りのＵ字型”になっている点は同様といえるか
もしれない。
　転退学の量的傾向について正確に論じるに
は、入学年度に基づく生徒動向を百分比にし
て比較する必要がある。しかしここでは、便
宜的に各年度の卒業生数に対する、その年の
全転退学者数の比率（＝転退学率とする）を
示した（図２）。06年度約30％であった転退学
率は次年度以降急減し、11年度は６％程度ま
で減るが、その後は上昇に転じ、10％を下回
った年度はない。退学者と転学者に分けて推
移を追っていくと、退学率と転学率の開きは
途中から急速に縮まり、18・19年度に至って
逆転していることがわかる（図２の折れ線グ
ラフ）。卒業前に学校を去る生徒の数（＝転退
学者数）は転退学率15％前後で下げ止まる一
方、転学者が占める割合は着実に増えている

傾向が看取できる。先の座談会における「転
出は中途退学のバリエーション」という共通
認識は、かかる状況の反映ではないだろうか。

■広域通信制への転学
　表１にＡ高校からの転学先（ａ～ｐ高校は
広域通信制）と年度毎の推移をまとめた。筆
者はここからは次の３つの点を読み取りたい。
　① 公立通信制への転学（転学先はすべて県

立）は06年度こそ５人と突出していた
が、07年度以降は様相が一変し、「転学
＝私立広域通信制」という図式が成立す
る。これは63号報告で示された県内公立
通信制への転学減少傾向と一致する。

　② 転学者数の増加に伴い、転学先となる通
信制の数も段階的に増加してきた。すな
わち、06 ～ 11年度：０～３校、12 ～ 14
年度：５校、15年度以降：７・８校とな
っている。

　③ 転学先となった広域通信制は総数で20校
以上に及ぶ一方、転学者が数校に集中し
ている状況も指摘できる。この傾向は近
年とりわけ強まっているように見える。

　これらの特徴は何を物語っているのであろ
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読者のページ

うか。県立通信制への転学者の減少（上記
①）は、07年度に再編された県立通信制での
学校方針が影響していると思われるが５）、そ
の点を踏まえれば、広域通信制の中での選択
肢拡大（上記②）は当然の変化といえる。広
域通信制は年々学校数を増やしており、さま
ざまなニーズに応えるべく「サービス」も多
様化させている６）。筆者自身、通信制への転
学を決めた生徒・保護者に、「通信制もいろ
いろあるので、複数見学して比較検討した方
がよい」と何度も伝えてきたし、逆に生徒・
保護者から、希望する転学先は比較検討した
結果であると伝えられた経験もある。
　その一方で、結果的に転学先となる高校が
数校に集中する（上記③）のはなぜだろう
か。管見の限りでは、サテライト施設の数・
立地による通学利便性や一定幅で存在する学
費の相違、そして何より「入学段階で広域通
信制高校を選択する中学生が増加している」
事実（ 63号報告参照）や先に転学していった
同級生の存在を背景とした親和性の有無（通
信制に在籍する知人・友人の存在）などが作
用していると考えられる。

■転学する理由
　通信制への転学理由
については、いわゆる
学校基本調査７）などの
調査対象にはなってお
らず、公開されたデー
タに基づいて増加の具
体的要因に迫ることは
困難である。中途退学
に至る理由についてで
あれば毎年の調査結果
も明らかにされている
が、全体の８割を「学
校生活・学業不適応」

と「進路変更」が占めている８）。「転出は中途
退学のバリエーション」であると考えれば、
この回答からは転出増の手がかりは得られな
い。
　転退学をめぐる、より踏み込んだ実態を把
握するためには、本誌64号の座談会のような
場で学校毎に事例や傾向を提供しあうしかな
いのではないか。本稿で取り上げたＡ高校の
場合、人間関係のこじれを中心に、校外での
友人関係や生活リズムに起因する大幅な遅刻
の常態化、周囲の生徒の学習姿勢への不満、
家庭環境等々が、ときに複雑に絡み合いなが
ら転退学両者の要因となっているようであ
る。転出増にだけ顕著な事由を見出すことは
難しいと思われる。
　ではいったい、通信制への転学増加の背景
には何があるのか。筆者なりに答えを探せ
ば、ある広域通信制高校のホームページに掲
載されている、次の宣伝文句が見事に腑に落
ちる。
　「学校での人間関係、家庭の事情の変化な
ど様々な御事情で今の学校に『通えない』、

『通いたくない』という状況になった時、進路

転学年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 計
ａ高校 1 1 1 3
ｂ高校 1 1 2 1 5
ｃ高校 2 2 1 5
ｄ高校 1 1 5 1 1 1 10
ｅ高校 1 1 1 1 1 1 6
ｆ高校 1 1 2
ｇ高校 2 1 1 1 4 5 8 22
ｈ高校 1 2 2 2 7
ｉ高校 2 2
ｊ高校 1 1 7 3 1 7 20
ｋ高校 1 1 1 3
ｌ高校 1 1 2
ｍ高校 2 1 3
ｎ高校 2 1 4 4 11
ｏ高校 1 1 2
ｐ高校 1 1 2
その他広域通信 2 1 2 1 1 2 1 10
公立通信制 5 1 1 1 8
全日制 1 1 1 3
定時制 1 1



66 2020. 565№ねざす

の変更や夢や目標のために自分の時間をもっ
と有効に使いたいという状況になった時、学
校の学習についていけなかったり興味が持て
なくて単位を落としそう、留年しそう、そん
な時もっとあなたに合った学習で高校を卒業
出来るのが通信制高校」です９）。
　もろもろの事情によりいまの学校には通い
たくない。しかし高校は卒業したいし、その
先には実現したい進路もある…。こうした境
遇に立ち至るケースは、学力下位校（＝進路
多様校）の生徒にとっては決して特殊な例で
はないはずだ。進路多様校に通う生徒の多く
が、専門学校への進学を希望している点も大
きい。一部分野を除けば、専門学校進学に際
して全日制と通信制で有利不利が生じる事態
は想定しがたく、「夢や目標のために」我慢し
て在籍校に通い続けるか、一切を諦めて退学
するかという“究極の選択”は、広域通信制と
いう第三の選択肢の登場により大幅に緩和さ
れる結果となったのではないか。就学支援金
制度の拡充により経済的負担も減じられたの
であれば尚更である10）。

■高校教育の「標準仕様」が問われている
　全日制で学ぶ大半の高校生にとって、毎日
学校に通い、卒業する最大の目的は卒業後の
進路実現にこそあるのではないか。だとすれ
ば、「目標を同じくする仲間たちとの学び」と
いう共同性が希薄な進路多様校の生徒たちの
視野に、「もっとあなたに合った学習で高校
を卒業出来る」通信制が選択肢の一つとして
入ってきても不思議ではない。昨今注目を集
めている学校法人角川ドワンゴ学園Ｎ高校の
奥平博一校長は、「学校の枠に生徒を当ては
めるのでなく、個々の生徒の状況に学校が果
たす役割を当てはめる」と明言している11）。
頭髪やファッションはもちろん、人間関係づ

くりや生活リズムにおいても、自分のスタイ
ル優先で高校を卒業できて、さらにその先の
進路にもつなげ得るのであれば、広域通信制
の需要は今後ますます高まるであろう。
　しかしながら、広域通信制の現状に対して
はある種の疑念を拭いきれない部分もある。
今日100校を超える広域通信制を一括りにし
て論じるつもりはないし、何より生徒たち
が、「個々の生徒の状況に学校が果たす役割
を当てはめ」てくれる通信制のおかげで「次の
一歩」を踏み出すことができた数々の事例も
自覚している。とはいえ、一部広域通信制で
行われている、次に紹介するような制度運用
のあり方は、通信制と全・定両課程との間の
懸隔を広げすぎていると思われてならない。
　① 在籍校で未履修が確定していても、（年

度内であれば）転入後４カ月程度で全日
制での学び１年間分に相当する単位の修
得を可能にしている点。「12月○日まで
の転入なら、○単位の修得が可能」と明
記された教員向け転学案内も通信制側か
ら送られてくる12）。

　② ある広域通信制高校から2020年１月後半
に教員向けに送付されてきた「年度内の
転入学」案内によれば、「２年修了時点
で30単位修得」している生徒の場合、
2020年４月１日付転入生の卒業は2021年
９月になるが（年間の最大修得単位数が
38であるため）、2020年３月31日付転入
であれば2021年３月が卒業時期になると
いう（前年度内での転入であれば６単位
が追加可能となる）13）。

　通信制での単位認定はレポートの提出回数
と面接指導時間に基づくものであり、授業時
間数に規定される全・定両課程とは根本的に
発想が異なる。全定通各課程に求められてき
た社会的役割や「高認試験」の存在等々を考
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読者のページ

え合わせれば、課程間での単位認定基準を比
べようとする態度自体がナンセンスともいえ
よう。しかし、広域通信制の特長・メリット
に対する認知度が上がれば上がるほど、年間
35週＝１単位を大原則とし、近年その徹底が
強く求められている公立全日制14）との余りに
対照的な弾力性・柔軟性は、無視できない論
点となるのではないか15）。
　県立高校における近年の転退学者増加傾向
は、高校教育の「標準仕様」を改めて問い直
す契機とすべき事象であると捉えておきたい。

　　　　（さかもと　こうじ　県立高校教員）

１） 「教育研究所独自調査：県立高校における中途退学
と転出について」『ねざす』No.63、2019年、神奈川
県高等学校教育会館教育研究所

２） 「教育研究所独自調査：「中途退学・転出に関わる座
談会」の報告」『ねざす』No.64、2019年、神奈川県
高等学校教育会館教育研究所

３） 内田康弘「高校中退・転編入学の実状と広域通信制
高校」『研究所ニュースねざす』第85号、2019年、神
奈川県高等学校教育会館教育研究所

４） 2018年度における公立全日制の退学率は1.31％、転
出率は0.89％となっている（『平成30年度　公立高等
学校等生徒の異動の状況』2019年、神奈川県教育委
員会、https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/edu_
stat/high_change_course/documents/high_change_
course_h30.pdf）。

５） 本県における「公立通信制の敷居の高さ」については
既に指摘がある（齊藤正「公開研究会に参加して

（１）　教員人生を振り返りつつ考えたこと」前掲『ね
ざす』No.64）。ただし、その是非については高校教
育全体を俯瞰する視点から論じられる必要があるだ
ろう。

６） 土岐玲奈「『全日制高校における中退・転出と通信制
高校の今』講演の概要」前掲『ねざす』No.64

７） 文科省が実施・集計している全国調査である。神奈
川県の場合、年度毎の『公立高等学校等生徒の異動
の状況』（注４参照）で本県の集計結果を公開してい
る。

８） 全日制の中退理由は、「学業不振」「学校生活・学業
不適応」「進路変更」「病気・けが」「死亡」「経済的

注

理由」「家庭の事情」「問題行動等」に８区分され、
2018年度は「学校生活・学業不適応」が約42％、「進
路変更」が約36％となっている（注４参照）。「学校生
活・学業不適応」と「進路変更」はさらに５つに細分

（前者は「もともと学校生活に熱意がない」「人間関
係がうまく保てない」など、後者は「別の高校への入
学を希望」「就職を希望」など）されている。

９） 翔陽学園高校ネットキャンパスホームページ（https://
shoyo-net.org/think_shoyo/tenkou_henyu/）

10） しかしながら、市立通信制への転学に際しては少な
くとも年間20万円程度の実費負担を要することが一
般的であり、誰もが転学を選択できるわけではない。

11） 「入試すらない『Ｎ高』から慶大生が８人も出たワ
ケ」（https://president.jp/articles/-/30333）

12） 12月中であれば、20単位以上の修得を可能にしてい
る学校が多い。筆者自身、自分のクラスの生徒か
ら、年度後半になって通信制への転学希望を告げら
れ、「年度末までうちに残ってできるだけ単位を修得
し、新年度から転学してはどうか」と勧めたとこ
ろ、「（転学希望先の学校に）相談したら、頑張れば
いまからでも29単位修得できると言われた」として、
11月末に転学された経験もある。在籍校での出欠状
況を問われない点にこそ、転出先としての通信制の
意義があり、その機能自体を貶める意図はないが、

（本人の頑張り次第とはいえ）ごく短期間での単位修
得制度は、通信教育そのものに対する信頼性を損な
いかねないとも考える。

13） 転入日が１日ずれるだけで、修得可能単位数に６単
位もの違いが生じるシステムは、制度的適合性が担
保されていたとしてもにわかには理解しがたい。ま
た、県立通信制２校の（外部単位を除く）年間修得
単位数の上限が30単位であることを鑑みると、単位
修得をめぐる公私間の差異（県立30に対し、私立38
～ 44）も無視できない（本研究所員の井上恭宏氏の
教示による）。

14） いわゆる「35週問題」で神奈川の県立全日制各校が
対応に苦慮している現状は言を俟たない。ただし全
国状況については正直なところ「不明」であり、徹底
がどこまで求められているのかは保留しておく。

15） 神崎真実は「セーフティネットとしての通信制高校」
を論じる中で、「ネットの『質』に関する問題」を具
体的に指摘している（「第五章　私立通信制高校」

『通信制高校のすべて』彩流社、2017年）。
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　小 笠 原 悠

先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（10）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（10）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（10）―教職をめざす若者たち―

教師をめざすにあたって

はじめに
　現在、私は大学３年生で歴史を学んでいま

す。北海道から上京し、教師を目指して勉強

しています。私が教師を目指し始めたのは高

校生の頃です。単純に日本史に興味があり、

その魅力や面白さを伝えたいと思ったのがき

っかけでした。現在は教職課程を履修してい

ることに加え、子どもたちと関わる機会を通

して、より一層、教師という仕事に魅力を感

じるようになりました。

　今回は、教職の勉強や子どもたちとの関わ

りを通して学んだことを踏まえ、教師になる

ためには何が必要なのかを考えていきたいと

思います。

教師を目指すにあたって
　最近、よくニュースや新聞で「学校による

いじめの隠蔽」「教師による体罰」等々、学校

で起こる様々な問題を目にします。さらには

「教師間のいじめ」も発覚し、指導する側の教

師が問題を起こしていることを残念に思う一

方で、教師としての在り方を考えるようにな

りました。

　なぜ、このようなことが起こるのか。子ど

もを教育する者としての自覚と責任が足りな

いのだと私は思います。教師でもなければ、

教育現場での経験もない私がこのようなこと

を言うのは、恐れ多いことです。しかし、私

自身が子どもたちとの関わりを通して、「教育

する」ということの重大性や責任を感じるよ

うになりました。

子どもと関わる
　私は小学校に入学する前からスイミングス

クールに通い、中学・高校時代も水泳部に所

属し、練習に励みました。

　そして、大学生になってからは、近所のス

イミングスクールでアルバイトをしていま

す。このアルバイトをきっかけに、幼児から

お年寄りまで、様々な年齢層の方と関わる機

会が増えました。

　その中でも、小学生のクラスはとても大変

です。何が大変かというと、水泳を教えるこ

とは勿論、その子自身に集団内での適切な行

為や態度を教え伝えることが大変なのです。

　練習前には20人前後の子どもたちを整列さ

せ、挨拶をします。そして、練習中は、話を

聞かない子、水を掛け合って遊びだす子、時

には喧嘩をし始める子もいます。

　これらの子どもたちを練習中に一人一人注

意したり、叱ったりすることは、非常に難し

いことです。そして、ここに自分自身への甘

えと妥協が生まれているのです。

　叱ることができなかったり、適切な注意を
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行わないことは、子どもたちにとって「これ

は叱られない」「ここまでなら、ふざけても大

丈夫」といった不文律を生じさせてしまうの

です。その結果、練習中の規律がなくなり、

クラスには練習したくないという雰囲気が蔓

延してしまうのです。こうなってしまうと私

自身、教えにくくなりますし、受講している

子どもにとってもためになりません。そし

て、その原因を作っているのは、子どもたち

ではなく、教えている側の私であることに気

づきました。何より、適切な指導をしなかっ

たことで子どもたちが将来、規範意識や社会

性が欠如した大人に成長してしまっては残念

なことだと思いました。

　それ以来、子どもたちには叱ったり、注意

をしたりすることが増えました。時間はかか

りますが、少しずつ、子どもたちが自分自身

の行為を考えられるように、また、周りを見

て行動ができるように手助けします。

　最近では、よく子どもたち同士で注意し合

う光景を見ることがあります。このような光

景を見ると子どもたちの成長を実感し、私の

想いが伝わったように感じて嬉しくなりま

す。そして、クラスの雰囲気も良くなり、楽

しく練習することができています。

　これは、教育現場においても言えることで

はないでしょうか。つまり、授業や学級運営

といった視点にもつながることだと思いま

す。教師は、子どもたちの成長過程に大きな

影響を与える重要な役割を担っています。私

は、妥協を許さず、責任を持って子どもたち

と向き合い、根気強く、子どもたちの成長を

支えていく姿勢が大切だと思いました。それ

が学級運営や楽しい授業の実現につながり、

子どもたちの将来につながっていくのだと考

えています。

おわりに
　教師を目指すにあたって、教職課程を履修

する一方で、教員採用試験の勉強にも力を入

れていかなければなりません。しかし、教師

を目指す我々の学ぶということの目的が「教

員採用試験の合格」だけで終わらせてはいけ

ないと思います。教師になった時のことも見

据え、どのように子どもたちと関わり、成長

を支えていくか、そして子どもたちにどのよ

うな姿を見せていくか、という点も考えてい

くことが教職課程を履修している我々に求め

られていることではないでしょうか。

　教育現場での経験もない私がこのようなこ

とを言うのは、本当に恐れ多いことです。し

かし、本稿を通して、教職課程を履修し、私

を含めた教師の志望者たちには、教育者とし

ての「責任」を今一度、考え直すきっかけに

なればと思います。

　（おがさわら　ゆう　駒沢大学文学部学生）
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　〈ヤンチャな子ら〉と
聞いて、何を思い浮かべ
るであろうか。グラウン
ドの前で堂々とタバコを
吸っていたあの子、学校
内を土足で歩き何度注意
しても教員をからかおう
としたあの子、食堂前の
ベンチに座って授業をサ

ボっていたあの子、そんなこれまで出会った生徒
たちとの光景が浮かんできた。

　教育社会学・家族社会学を専攻とする著者の知
念さんは、〈「ヤンキー」の記事数は2001年以降に
大きく増加していることがわかる〉中、〈ヤンキー
に実際会って話を聞いたりその行動を観察したり
してなされた研究はほとんどない状況〉に〈非常に
歯がゆい思いを抱〉き、〈思弁的なヤンキー論や批
評にとどまらない経験的な調査研究をまとめよう〉
と大阪にあるX高校にて2009年９月から2012年３
月まで参与観察をおこなった。X高校は、〈学力的
にも社会経済的にも「厳しい」生徒たちが入学し
てくる〉学校である。この学校の中で〈「ヤンチャ
な子ら」と呼ばれる男子生徒たち〉が〈一般に共有
されたヤンキーイメージに最も近いと考え〉、そ
のうち〈より深く話を聞いたりすることができた
14人〉を対象に〈中退後・卒業後も可能な限り
SNSなどで積極的に連絡を取り続け〉調査した成
果をまとめたものが本書である。

●�教育効果を最大限に発揮するための〈現場の教
授学〉

　〈「ヤンチャな子ら」と教師たちの関係を分析〉
している第２章では、教員が日頃理論からという

より経験則に基づいて行なっている指導や現場で
しばしば見られる〈ヤンチャな子ら〉の行動が描
写され、教員にとって身近に感じられると同時
に、著者の言葉で定義されることによって「自分
の、また生徒のやっていたことはこういうことな
のか」とふと立ち止まって振り返ることができる。
　例えば、X高校の生徒は〈教室を15分以上抜け
出した生徒を欠席扱いとする「エスケープ制度」〉
を逆手にとり、15分ギリギリまで教室の外で時間
を過ごす。これは〈時間と空間を可能なかぎりコ
ントロールし、自らが有利になる〉ようにする行
為だ。また先生をあだ名で呼んだり、からかった
りすることで〈教師との非対称な関係を組み替え
ようと試みる〉、髪を染めたり、制服を着崩したり
して〈若者文化を学校に持ち込んで、学校の意味
世界を自分たちにより親和的なものにしようとす
る〉などの〈ヤンチャな子ら〉の行為が挙げられて
いる。
　そんな彼らの試みに対し、X高校の先生は〈フォ
ーマルカリキュラムを伝達しなければならない〉、

〈家庭背景が厳しい彼らだからこそ、高校を卒業
し自立的な生活を営めるように〉という目標のも
と、〈彼らの対処戦略を無化したり、流用したり
することによって、彼らを巻き込みながら教育活
動を遂行していく〉。例えば、飲食をしながら遅刻
して教室に入った生徒に対して、その行為を注意
しながらも「食べる」という行為をとりあげ、〈授
業の文脈に引き付けて〉いくなど、〈時間と空間を
再コントロールし、授業を成立させていくのであ
る〉。
　このＸ高校の教員に関する記述は、定時制高校
の先生方の生徒対応を想起させた。いわゆる問題
行動をしている生徒を見つけると、淡々と事実を
確認し、時には生徒に寄り添って事情を聞いてい

原　　　えりか

知念　渉‥著　　青弓社

〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー
ヤンキーの生活世界を描き出す
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た。途中で生徒がふざけて話題をすり替えようと
しても、その態度を非難することをあえてせず、
彼らとコミュニケーションをとり、最終的な局面
において一連の行為の問題点を諭していた。〈ヤン
チャな子ら〉は、「大人が嫌い、信用できない」

「初対面の人にどうして怒られなきゃいけないの」
と言うことが多い。つまり大人を信用できる経験
をもっておらず、各教員が自分に向けられた不信
感を取り除かねば、言葉は届かない可能性が高
い。彼らへの接し方次第では、伝えたいことを発
する前に生徒に心のシャッターを閉じられてしま
う。そうした生徒たちの性質を理解した上で、教
育効果が発揮されるよう、定時制の先生方は日々
生徒に接していた。〈ヤンチャな子ら〉の学校文化
を異化しようとする行為を一様に切り捨てるので
はなく、彼らと関係性を構築し、一人ひとりに合
った個別の対応をすることで「中途退学」という事
態を避け、彼らを長期的に指導していく。この

「長期的に指導していく」という思いのもと、〈現
場の教授学〉は編み出されているのではないか。

●〈文化の葛藤〉という捉え方
　〈ヤンチャな子ら〉のルールを逸脱した行為は

「本人の規範意識が足りない」「保護者が厳しく言
い聞かせていない」「学校や大人に反抗したい年頃
なだけ」、つまり〈ヤンチャな子ら〉とその家庭の
問題、もしくは成長過程における一過性の行動と
いう点に帰結し、片付けられがちである。しか
し、本書では彼らのこうした行為を〈家庭と学校
の間にある齟齬に対処する〉ものであるとしてい
る。X高校の「ヤンチャな子ら」の親の学歴構成を
みてみると、〈彼らが育ってきた家庭の文化は学校
文化と親和的ではない可能性が高い〉〈「ヤンチャ
な子ら」の学校での振る舞いや価値観の出発点に

「親の影響」があって〉、〈フォーマルな学校文化
と葛藤を起こすことになる〉。さらに著者は、X高
校の〈ヤンチャな子ら〉の多くが〈親たちのような
人生は歩みたくないと考えてい〉て、そのため「高
校を卒業したい」という希望を持っており、〈学校
文化を完全に異化していくわけではな〉く、「ヤン
チャな子ら」を〈学校文化への異化と同化とのジ
レンマのなかに置かれた存在として捉えたほうが

いいだろう〉としている。
　彼らの行為を〈文化の葛藤〉から表出したもの
だと捉えることは、〈ヤンチャな子ら〉について教
員が考え続けることを意味する。〈家庭の文化〉は
どんなものなのか、〈学校の文化〉とどう葛藤して
いるのか、それに対してどんな教育実践ができる
のか、というように。「社会に出たら通用しな
い」、「（社会で）より良く生きていくためには･･･」
と指導する光景は教育現場においてしばしば見ら
れるものだが、その教員の想定する「社会」が、
生徒やその家族が生きている「社会」の実情と葛
藤しているかもしれない、自分の指導は彼らにと
って実感のあるものなのだろうかと振り返ること
にもつながる。もし〈学校文化の体現者〉であるこ
とに疲れてしまっている教員がいるならば、「家庭
と学校の文化を調和する」「文化間の緩衝剤の役
割を果たす」という本書の〈学校文化の体現者〉の
在り方に触れることで、違った指導・支援の方法
が見えて来るかもしれない。教員自身が〈学校文
化の体現者〉でありながら、それを無理に押しつ
けず、学校と家庭の文化の境界線上で橋渡しとな
り、生徒にフォーマルな文化を伝えていく。こう
した教員の在り方はＸ高校のみならず、様々な学
校現場で再考されうるものではないか。
　〈ヤンチャな子ら〉の姿は最近学校で見られなく
なったという声を聞く。〈ヤンチャな子ら〉の姿が
見えなくなれば、『〈ヤンチャな子ら〉のエスノグ
ラフィー』における知見は無用なものになってし
まうのであろうか。本書にある知見は〈ヤンチャ
な子ら〉にだけでなく、家庭に困難を抱える、ま
た経済的に厳しい状況にいる「ヤンチャでない子
ら」にも適用されると考える。または〈文化の葛
藤〉が「ヤンチャ」以外の形で表出しているとした
ら、それに気付くことができるのも〈若者文化〉

〈階層文化〉〈生徒文化〉が交錯し影響し合う学校
という場に立つ教員であるだろう。

　　　　　　　　（はら　えりか　教育研究所員）

書評
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■パルム・ドールとアカデミー作品賞の同時受賞
　『パラサイト 半地下の家族』は韓国のコメディ
映画であり、監督はポン・ジュノ、主演はソン・
ガンホである。2019年の第72回カンヌ国際映画祭
で韓国映画初となるパルム・ドールを受賞し、
2020年の第92回アカデミー賞では作品賞、監督
賞、脚本賞、国際長編映画賞を受賞した。非英語
作品の作品賞受賞はアカデミー史上初となる。日
本では2020年１月10日から一般公開され、現在

（2020年２月25日）も上映中である。

■パラサイトの計画と実行
　ソウルの半地下住宅で内職をしながら暮らすキ
ム一家の息子ギウは、大学合格を目指しているが
結果を出せずにいた。ある日、すでに大学生とな
っていた友人からパク家の娘である高校２年生の
ダヘの家庭教師を依頼される。自分の海外留学中
に将来の恋人の受験指導をさせるのならこいつだ
と見込まれたのである。勉強はできるが風采の上
がらないギウならダヘを奪われることもない。
　ギウが訪れたパク家の豪邸は高台の高級住宅地
にあった。ＩＴ企業の若社長の邸宅である。そこ
でギウに「計画」が生まれる。大学生であると偽
り、巧みなことばでダヘの心をつかみ、世情に疎
い社長夫人に気にいられる。夫人がダヘの弟ダソ
ンの落ち着きのなさに手を焼いていることを見て
とるとダソンへの絵画セラピーをすすめ、自分の
妹のギジョンをセラピストと偽って潜入させるこ
とに成功する。ダソンを手なずけたギジョンは、
パク社長のお抱え運転手を工作によって解雇さ
せ、後任に父のギテク（ソン・ガンホ）を知人と

して紹介し採用させる。夫人からの信任も厚い家
政婦をギテク、ギウ、ギジョンの連係プレーで追
い出すと、ギテクの妻、ギウとギジョンの母であ
るチュンスクが家政婦の座についた。こうして一
家であることを明かさぬままキム家のメンバー全
員が寄生虫（パラサイト）としてパク家に潜り込
むことになったのである。

■「半地下」ということば
　キム家はソウルにある半地下住宅に暮らしてい
る。かつてのソウルでは核攻撃に備えて地下がな
いビルに地下シェルターを作る動きがあったのだ
という。その後の地価高騰によって半地下を住宅
として安く貸し出すようになった。居間はトイレ
より一段下にあり、居間で立ち上がれば目の前が
便器だ。もともとあった床面より下に半地下をつ
くったことで風通しの悪い、湿気の多い、かび臭
い住居となった（このかび臭ささが、「貧しさの臭
い」として、ドラマの展開のうえでのカギとな
る）。こうした半地下住宅に暮らす人々は30万人
以上にのぼると言われ、洪水が起これば高台の高
級住宅地に降った雨水も含めて半地下住宅を直撃
する。「半地下」は現在の韓国社会において、貧困
家庭が息をひそめて暮らす典型的な住居であり、
同時に、貧困層を示す象徴的なことばにもなって
いるとのことである。
　そんな半地下住宅を脱出したくてもできないほ
どに韓国社会の格差は進んでいた。韓国は1997年
の通貨危機によるＩＭＦ管理体制を経て、大規模
なリストラと非正規雇用の拡大といった新自由主
義的経済改革をすすめ、厳しい格差社会となっ

井　上　恭　宏

パラサイト　半地下の家族

映画に観る教育と社会 [30]
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た。富と貧困が世代を超えて継承され、機会の不
平等が深まって、いくら努力しても階層の上昇が
難しい「障壁社会」へと移行したのだという。ギ
ウもギジョンも力はあるのに経済的なハンディに
よって前進できずにいる。「計画」を立ててもそれ
を成功させることができないのだ。

■「計画しなければ予定外のこともない」
　奇妙なことに、すでにパク家にはもう一つの家
族が寄生していた。パク家の豪邸の地下にはパク
夫妻も知らないシェルターがあったのだ。そこに
は、追い出された家政婦の夫が借金取りから逃
れ、隠れて暮らしていた。家政婦である妻が調達
する食料をたよりに、ＩＴ長者のパク社長を崇拝
しながら寄生しつづけていたのである。半地下で
はなく、地下に暮らす男と家政婦の夫婦によるひ
そかな寄生虫生活はキム一家の闖入で破綻し、パ
ク家への寄生をめぐる惨劇へと発展する。ドラマ
の終盤、洪水に見舞われて体育館に避難したギテ
クは息子のギウに言う。「計画があるから予定外
のことが起こる。計画しなければ予定外のことも
ない」。「計画」を立てること、希望を持つことさ
え許さない社会への嘆きを父が子に語ったのであ
る。

■『パラサイト』の鋭さ
　ギウやギジョンのような韓国の青年層を指す

「Ｎ放世代」ということばがある。「Ｎ放世代」
は、2011年に登場した「三放世代」という造語、貧
しさゆえに「恋愛」「結婚」「出産」の３つを放棄
せざるを得ない世代という造語をもとに、放棄せ
ざるを得ないものが不定数の数値Ｎとして無限に
増えていく世代として現在の若者があるとする新
たな造語である。他方、ギテクやチュンスクのよ
うな中年層は、子どもの教育費と「構造調整」と
よばれるリストラに怯えながら、中年破綻のリス
クに晒されている（ソウルに住む男性の退職年齢
は平均53歳、女性は48歳である）。

　ＯＥＣＤの2018年の調査によると、困ったとき
に頼れる人がいると回答した人の割合を示す「共
同体指数」で、韓国は40カ国中最下位の40位とな
っている。2019年６月に韓国保健社会研究院が発
表した「社会統合の実態診断及び対応策研究」報
告書によれば、韓国人の80.8％が「人生で成功す
るには、裕福な家に生まれることが重要だ」と考
えており、さらに「韓国で高い地位に上がってい
くためには、腐敗するしかない」と66.2％の人が答
えている。
　カンヌ映画祭のパルム・ドールは、2016年がケ
ン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイ
ク』、2018年は是枝裕和監督の『万引き家族』、そ
して2019年が『パラサイト　半地下の家族』が受
賞している。これらの作品は、いずれも貧困家庭
のドラマだが、貧困家庭と富裕家庭の対比を描い
ている点が『パラサイト　半地下の家族』の特徴
であり、鋭さとなっている。この鋭さとのバラン
スを取るようにコメディ仕立てにしたところも観
客動員につながったのだろう。キム家の人びとの
行動にハラハラさせられっぱなしの『パラサイト　
半地下の家族』のラストシーン。惨劇が起きた豪
邸からはパク家が去り、事情を知らない外国人が
暮らすようなった。そして、売りに出された。「計
画」を立て、半地下からの脱出に成功したジウが
豪邸を買い取ることはできたのだろうか。

参考文献：金敬哲『韓国　行き過ぎた資本主義　
「無限競争社会」の苦悩』講談社現代新書、2019年
11月。

　　　　　（いのうえ　やすひろ　教育研究所員）

映画に観る教育と社会（30）
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　恵まれない生徒と裕福な生徒との格差は、
以前よりもずっと大きくなっている。貧しい
16歳の9,000人もの生徒が試験を受けず、学
校のリーグテーブルにも記録されない。この
生徒たちは学校の記録上ではいないことにな
っている。
　教育データ研究所によると、昨年貧富に関
わらず、学校を去り行き先がしれない生徒が
さらに増えた。このような生徒は、全体で昨
年の22,000人から24,600人になった。こうし
た生徒の「名簿抹消」によって困難な生徒や
成績不良の生徒が除かれるので、その学校の
GCSEの結果に含まれなくなる。貧しい生徒

とそうでない生徒とのGCSEの成績の差は公
式発表の数字よりもさらに大きいと思われる。
　「ほとんどの学校のリーグテーブルは、11
歳の終了時に受けた成績を評価している。学
校を辞めた生徒を無視し、名簿から削るの
は、生徒全員を評価しなくてよいからだろう」
と研究者は述べた。
　2018年のGCSEの英語と数学でグレード４
かそれ以上の成績だった割合は、貧しい生徒
が約47％で、貧しくない生徒は72％を超えて
いた。しかし、11歳の終了前に学校をやめた
生徒を考慮して学校の成績を再計算すれば、
貧しい生徒の落第点の割合は裕福な生徒の２

海外の教育情報（29）

アメリカ・イギリスの

新聞記事を読む

山 梨　　彰記 事 紹 介

行方知らずの恵まれない生徒

(Guardian 2019.12.5)より

■格差問題
　ここに紹介する３つの記事は、イギリスでの教育格差がいっそう広がっているという
内容である。学校からドロップアウトした生徒、一般中等教育終了試験（GCSE）を受
けない生徒、大学進学しても大学で学ぶ課程とミスマッチしている生徒、あるいは家庭
には本がない、GCSEの改定により良い成績が取れなくなった生徒もいて、こうした生
徒には貧しい階層の出身が多いという。これは、貧富格差が再生産される構造である。
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　全国リテラシートラストの分析では、イギ
リスのおよそ40万人の子どもは自分の本を持
っていない。９歳から18歳の子ども57,000人
の調査では、家に本を持っている子どもの22
％の読解力はその年齢以上のものがあるが、
家に本のない子どもの場合、その割合はわず
か3.6％だった。
　本を持っている子どもが読書を楽しんで
いる割合は56.2％で、持っていない子どもの

18.4％に比べて３倍であった。読書が「カッ
コいい」と思っている割合は、42.5％に対し
て16.6％と倍であった。前回の調査では、本
を持っている子どもの精神的な健康のレベル
は、持っていない子どもよりも高かった。今
年の調査では、貧しい子どもは裕福な子ども
よりも本を持っていないが、差はこの６年間
で半減し、2013年には6.1％だったが2019年
には3.3％だった。

海外の教育情報（29）

倍以上に増えた。
　慈善団体の会長は、「恵まれない子どもの
存在は、想定よりも大きな貧困の格差を浮き
彫りにしている。一番弱い子どもが教育シス
テムから忘れ去られている」と述べた。
　サットン財団の調査によると、GCSEが難
化したことで貧富による成績格差は拡大して
いる。貧しい生徒の成績は、新しい試験とな
った2017年から低下した。
　別の財団の研究によれば、志願した大学の
課程が求めるよりもずっと良い成績の貧しい
生徒が相当数いるという。それによると「恵
まれた生徒と同じ成績の貧しい生徒は、『低

いレベル』の課程や将来の収入が低そうな課
程に登録しがちであるという事実がわかっ
た」。また学生13万人以上のデータを分析し
た研究は、高等教育での大きなミスマッチを
発見した。貧しい家庭出身の学生は、グレー
ドが低くても受かる課程に志願し、難しい課
程に志願するリスクを冒さない傾向があると
いう。この傾向は、ジェンダーに関わるミス
マッチにもあった。すなわち「女性は、男性
に比べて、低い収入しか得られない課程を選
びがちである。男女での賃金の格差の理由を
示す重要な発見である」という。

家に本がない子どもはおよそ40万人

(Times 2019.12.2) より

　A*などをなくし、試験内容を難しくした
前教育相によるGCSEの改定後、最高グレー
ドをとる貧しい生徒の割合は半減した。校長

たちによれば、この改定は教育制度の改善と
いう点では「著しい汚点」であるという。結
果として試験は難しくなり、段階表記が「A*

GCSEの改良後、最高グレードを得られなくなった貧しい生徒

(Times 2019.12.5) より
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　黒人、アジア人、エスニックマイノリテ
ィの出身(BAME: Black, Asian, and Minority 
Ethnic)で有罪判決を受けた子どもの割合が、

若者への注意処分や有罪判決が全体としては
減っているにもかかわらずこの８年間でほと
んど倍増した。

犯罪に手を染めたBAMEの若者の割合が倍増

(Guardian 2019.11.4) より

■マイノリティの若者たち
　イギリスの王室から、妻が黒人の血を引く王族の1人が脱退する(事実上の追放？ )と
いうニュースが流れた。イギリス社会のマイノリティへの不寛容は、差別システムであ
る特権階級の存在を認めているからであろうか。その中で若者たちの苦しみは続いてい
る。市民権獲得の高いハードルは、日本でのオーバーステイの人々（メディアや行政で
は「不法滞在者」と全く不当にも呼ばれている人々）への入管施設での人権侵害も甚だ
しい不当拘禁を想起する。移民の問題(というよりもマジョリティの問題)はまさに世界
的問題である。

～ G」から「９～１」という数字にされた。
　サットン財団の調査によると、貧しい生徒
も裕福な生徒も新旧のGCSEを比べると、す
くなくともグレード４については少々合格が
増えている。中心科目の９科目にわたって見
ると、新GCSEではもっとも貧しい生徒の成
績が25％以上まで低下している。また、旧
GCSEでA*を取ったのは貧しい生徒の２％だ
ったが、新GCSEでグレード９を取った生徒
はわずか１％だった。裕福な生徒で減った割
合は８％から５％だった。グレード５も同じ
ようで、このグレードに合格した裕福な生徒
は貧しい生徒よりも1.63倍多く、前のGCSE
の時は1.42倍だった。
　調査報告によれば、「最高グレードでの大
きな差は、社会的流動性に否定的に影響する
かもしれない。例えば企業や大学が最高グレ
ートの合格者に注目するように」と述べる。
　前教育相はGCSEの改定は、生徒が世界の

最高水準と競争できるようにするためだと
し、ほとんどの科目から標準的な学習課程

（コースワーク）をなくし、細切れの知識で
取れるGCSEをやめたという。　
　学校リーダー協会会長は次のように述べ
た。「政府は、難しいGCSEと新しいグレー
ド方式を提供することに取り憑かれている。
この結果、生徒たちの格差がはっきりする。
しかし私たちが本当に取り組むべき問題は、
最も困難の大きい問題に直面している生徒に
どのようにしてより良いものを提供するかと
いうことである。新しいGCSEは、このよう
な生徒の人生を一層難しくすることで、まさ
に反対のことをしている」。
　また、GCSEそのものに対して「デジタル
時代には不向きであり、ヴィクトリア朝時代
のように遅れていて、つまらなく、消耗だ」
という私立学校を中心に批判が向けられてい
る。（The Times,2019.11.20,参照）
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　法務省が今年初めに公開した数字によれ
ば、2018年に注意処分や有罪判決を受けた10
～ 18歳の若者のうちエスニックマイノリテ
ィ出身者の割合が27％で、これは2010年には
14%だった。あまり深刻ではない違反の多く
は示談とされ、それは白人の子どもにとって
有利と思われる。大マンチェスター市の青少
年犯罪裁判所の８月の全事例を調査したとこ
ろ、被告の36％がBAMEのコミュニティ出
身であった。この市の若者人口の内で白人で
ないのは22％にすぎない。
　マンチェスター大学の犯罪学講師は「人種
的な不当な処置という問題が何年にもわたり
悪化していれば、行うべきことを怠っている
司法制度全体が非難されるべきだ」と述べた。
　氏によれば、白人との不均衡の割合が増加
しているのは、BAMEの子どもたちが「犯罪
司法制度で弁護士に異なる扱いをされ」るこ
とが「直接の原因」であり、警察の取り締ま
りや事件の告発や起訴の透明性や共謀などに
おいて、法の不公平な適用を全面的に変える
ように求めた。
　氏はネガティヴな人種プロファイリング
は、「どの集団にも等しく利益になるとは限
らず、BAMEの子どもは白人の子どもと同
じようには法廷から『迂回』できない」と語
り、警察や公訴局や法廷や検察局における

「危険性と犯罪性の認識」の問題があるとし
た。
　労働党の下院議員は、2017年の犯罪法廷に
BAMEの人間が大きな比率を占めていると
発表し、黒人の若者の不釣り合いな犯罪件
数、イスラム教徒や「ジプシー」出身の若者

での同様の傾向と高い比率に焦点を当てた。
　この議員は次のように述べている。「青年
の裁判制度は一層の改革が必要である。私た
ちがどのように家族や若者を支援するのか、
若者が得られる第二のチャンスは何かという
ことを把握する必要がある。一般的にこのよ
うな若者は、労働者階級の出自であったり、
社会的経済的に貧しい出身であったり、最も
確実なのはエスニックマイノリティ出身だっ
たりする」。
　子ども・若者担当の巡査部長は、犯罪化す
るBAMEの若者の増加に「落ち着いているわ
けでもないし、快適なわけでもない。増加の
理由を知る必要がある」と述べた。警察の対
応としては、もっと職務質問をすること、平
等とインクルージョンについての義務的研修
を挙げた。検察局の主任検事は「私たちは求
めに応じて動くという立場だ」と語った。
　労働党議員は、政府は司法組織の多様性を
改善しようとしていないという。７月に公に
された数字によれば、BAME出身の裁判官
は、軽犯罪判事の12％、地方裁判所判事の７
％であった。国民統計局の概算ではイギリス
のエスニックマイノリティの人口は13.8％で
ある。
　軽犯罪判事協会の会長は、「どの判事も誠
実な公正さをもって仕事をしていると信じて
いる。だからそうではないということを仄め
かす報告書を見ると、非常に狼狽する。なぜ
なら私たちは自分が担当するどの人にも不公
平であることを望んでいないからだ」と述べ
た。全軽犯罪判事と法律顧問を対象にした無
意識の偏見に関する研修が６月に始まった。
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　高等法院は、子どもがイギリス市民として
登録するのに「極端に高額の」費用を政府が
課しており、事実上国籍をとる資格を奪って
いるというというヒアリングをおこなった。
　「子どもをイギリス市民として登録するプ
ロジェクト(PRCBC)」は、内務省には372ポ
ンドの手続き費用しか支払わないのに、申請
費用が1,012ポンドという「法外な」費用にな
っているのは、違法なほど高額だと述べてい
る。この慈善団体によると、イギリスに生ま
れ、その後10年間暮らしてきた子どもは市民
権獲得の資格があるのに、この費用のために
申請ができないという。
　イギリス・アムネスティーインターナショ
ナルが支援して、２人の子どもが代表して裁
判になった。PRCBCはこの裁判の結果は、
数万人に影響するだろうという。
　裁判の冒頭で勅撰弁護人は、行政費用に
640ポンドを加えた費用を設定するのは「他
の移民制度用に使うために相当な剰余金を賄
うという意識的な決定である」と述べた。弁
護人は、「貧困のうちに暮らし、生活手段も
厳しく限られている」イギリス市民権資格の
ある多くの人々にとって、この費用は手が出
せないと法廷で語った。
　裁判所のヒアリングに先立って抗議した
PRCBCの会長は、登録できない人には悲惨
な結果があるという。「子どもたちは勾留さ
れるか、行ったこともなく不確実な生活しか
ない国に退去させられるかという時点にい
る。友達がもっている市民権がない子どもは
毎日毎日不安で悪夢を見ている。これは日々

の受難である」と述べた。
　審理の中で提出された12歳の子どもの申し
立ては次のようだった。「私は2007年にイギ
リスで生まれた。外国に行ったことがない。
怖いので友達には自分がみんなと違ってイギ
リス市民権を持っていないと言いたくない。
もし友達に知られたら、友達は私がみんなの
ようなイギリス人だということを理解しない
だろう。私は学校のチームでネットボールを
楽しんでいる。チームは試合で二度外国に行
ったが、私はイギリスのパスポートがないの
で行けなかった」。
　アムネスティーの子どもの人権ネットワー
クのボランティアは、「これは移民の次世代
になる子どもたちの世代のことだ。市民権を
持てずに締め出されようとしている。市民権
は商品ではなく権利だ。市民権に値段をつ
け、子どもたちに負担させることで、移民制
度を支える財源を得るのは説得力がない」と
語った。
　1981年のイギリス国籍法は出生地主義をと
り、イギリスで誕生した者は、両親の１人が
イギリス市民であるか、イギリスに定住して
いるならば、自動的にイギリス市民となる。
定住資格を持たない両親の子どもはイギリス
で誕生するか、育った場合に市民として登録
申請する権利が認められている。
　内務省側の弁護士は、イギリス市民権は費
用負担が条件であり、無条件での在留資格の
権利ではないので、費用負担のできない者は
できるようになるまで申請を延期すべきだ、
と主張している。

子どもの国籍獲得の費用が法外

(Guardian 2019.11.27) より
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　カーペットに座った10歳児が口を開けて先
生を見ている。表情は怒りだ。黒板に先生
は本当にあった言葉を書いた。それは「サッ
カーはまったく女性に向いていない」という
1921年のサッカー協会の言葉だ。教室中は不
満の声でいっぱいだ。１人の少年が断定口
調で「全然違うよ」という。少女が声をあげ
る。「女でもいい。男みたいにサッカークラ
ブに入り、有名になり、したいことはなんで
もするのがいい」。
　ロンドン北部の小学校５校の子どもたち
は、ジェンダーの不平等について今はっきり
と話す自信がある。男子と女子の友達関係
が、男女で共通するものがたくさんあるとい
う感覚があるのでよくなった。ステレオタイ
プ的な態度も明らかに減っている。
　これは生徒だけでなく職員についてもあて
はまる。ある男性教師は自分が男子よりも女
子に優しい口調で話しているのに気づいた。
この教師は「そうする必要がないことがわか
りました」と話し、職員が女子に「ねえ(my 
love)」とか「お嬢ちゃん(darling)」と呼びか
けるのが「今の私には気になります」と述べ
た。
　上記の５校の教師は昨年、NPOが作った
プログラムに参加した。それは、職員が教室
でするどんな些細なことでも、「ジェンダー
の平等」のレンズを通して分析することを促
すものだ。最初の点検では、気になることが
たくさんあった。教師によっては無意識に生
徒に性差別的な発言をしていた。例えば、

「男らしくしろ(man up)」、「やあ、君たち(hi 

guys)」、「今日はお洒落だね。お母さんが着
せてくれたの？」、「力が強い男子がこれを動
かすのを手伝ってほしい」などである。
　子どもたちも、同じような性差別的な言葉
を使い（「ボールの投げ方が女みたい」）、恐
竜の話を書く時もほとんど雄である。学校に
は「人類(mankind)」の展示や、有名な男性だ
けを記念する作品の陳列品があった。読み方
の教科書にも、「消防士(fireman)が梯子をか
けた」のようなステレオタイプでいっぱいの
本もあった。図書館では、驚くべきことに、
戦争関係の本には「男子向け」というラベル
が貼られていた。
　学習の始まりの時には、科学関係の仕事を
したい生徒の約２/ ３は男子で、獣医や教師
のような仕事を望んだ生徒の約75％は女子だ
った。１年後、科学者になりたいのは男女同
数だった。警察官やサッカー選手になれると
思ったのは女子が多く、教師になりたいとい
う男子の割合が24％から42％に増えた。低学
年の生徒では、看護師、掃除作業員、建築業
者、医師は「誰でもできる」、人形遊びが「誰
にでも向いている」と言う子どもが大きく増
えた。女性の辛さは何かと聞いたら、ジェン
ダーの不平等と答えた生徒が８％から21％に
増えた。
　ジェンダー平等を実現するために、主任教
師がプログラムを監督する「ジェンダー擁護
者」として全５校で指名された。親向けのワ
ークショップの資料、授業計画が提供され
た。数学では女性下院議員の人数について調
べる学習をし、地理では誰が探検家になれる

「ジェンダー平等というレンズ」を通して学校生活を見直す

(Guardian 2019.11.12) より
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か、その理由は何かと言う話し合いをするな
どである。ヒジャブをつけている11歳の少女
は、自分がどんなにサッカーが好きかと語
る。「私はいつか総理大臣になりたい。そう
なれば、私たちみんながどうやって平等にな
れるかと話すことができる」。時々化粧をす
る10歳の男子は、「ダンサーになりたい。ジ
ェンダーで生き方を決めない。男女にはどん
な境もない。皆やりたいことをできるように
なれるといい」と言った。
　教え方を変えたと言う先生もいた。「カリ
キュラムには見本となる女性が出てくるか疑
問です」。ステレオタイプを壊す新しい本が

購入され、童話にある伝統的な男女の役割に
ついてクラスで話し合われる。ある校長は、
このプログラムで自分の態度を反省し、「ジ
ェンダーを問わない教員採用をしようと思っ
ている」と述べた。
　ウェブサイトでも入手できる(liftinglimits.
org.uk.)プログラムを開発したNPOは「全国
の学校で使われ、学校、地方行政、アカデミ
ートラストのネットワークができてほしい」
と述べた。

（やまなし　あきら　教育研究所共同研究員）

１．格差問題　G�19.12.5�　T�19.12.5
　16歳の貧困生徒が2018年に２万2000人だっ
たが、2019年に２万4600人に増えた。普通の
生徒と貧困生徒の成績を比べると倍の差があ
る。しかも、11歳時と高卒認定テストの成績
記録名簿から抹消された生徒たちがいるか
ら、発表された成績記録は実態を伝えていな
い。これでは政策によって「教育効果が上が
った」という言説は嘘になる。
　サットン財団の調査報告によると、裕福生
徒と貧困生徒の高卒認定テストの成績格差は
開いている。経済的に見て、子どもが親世代
を超える可能性が少なくなり、社会的流動性
を否定し、階級社会を継続させる潜在的意図
が見える。
　統一テストをする国はあるが、入試をしな

い国もある。アメリカでは有名大は競争型だ
が、希望者全員を入れる開放型のcommunity 
collegeもある。フランスは全国共通試験バカ
ロレアとエリート対象のグランゼコール（エ
リート）があり、10歳の卒業試験に合格すれ
ば大学へ道が開かれ、質疑応答とプレゼンテ
ーションや、論文で思考能力を判定される。
一方、スウェーデン・フィンランド・デンマ
ーク等の北欧では高校の学力だけで入学が可
能で、入口が広く、出口は狭い。イタリアや
スペインでは高校までの成績を重視し、入試
がない。
　要するに、階級社会を継続させるか、福祉
を重視し平準化社会を目指すのか、その混在
を認めるかで、テストや入試制度が違ってく
る。統一テストを公表すれば、地域別、学校

論 　 評 佐々木　賢
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別の格差が分かり、成績下位生徒を故意に欠
席させ、統計上の虚偽報告が増える。イギリ
スやアメリカや日本は、経済先進国の中で、
格差の面でワースト３に入っているから、統
一テスト重視の競争社会になっている。
　上記の記事で、前教育相マイケル・ゴーブ
が「世界最高水準と競争する」と豪語し、校
長会の会長が困難生徒の支援と底上げを主張
しているように、国内での意見の対立がある。
中等教育の卒業生たちが選別され、大学や企
業に配分され、新自由主義経済体制では労働
現場で正規と非正規に分けられる。それに加
え、女性は大学入試や企業への就職、採用や
職階制や賃金で差別される。社会的流動性に
否定的影響を与え、社会全体の格差を拡大す
る。教育制度は経済的格差を助長する役割を
担わされている。
　日本でも同じような格差問題がある。1998
年に学校教育法が改正され、中高一貫校が生
まれた。首都圏や大都市内では、塾や予備校
で有名大への合格率が高い中高一貫校への進
学が奨励された。だが現在、高校からの募集
を停止する学校が増えた。理由は「高校から
ではついてはいけない。志望者が少ない。有
名大の合格者全員が中学入学者であり、６年
間のカリキュラムで『手厚い教育』をしたか
らだ」という（朝日19.8.25）。
　中高一貫校を中学から受験した少数の者が
受験競争の勝者となり、その他多数の者との
格差が開いた。受験成績格差は、その背景
に、富裕層や中間層と庶民層や貧困層の経済
格差を反映し、日英ともに二極化が進んでい
る。

２．家に本がない子ども　T�19.12.2
　イギリスで９歳から18歳までの子どもを対

象に調査した結果、家に本がない子どもが40
万人いた。本を持つ子どもと持たない子ども
を比べると、「読解力」・「楽しむ読書」・「カ
ッコいい」の質問項目で著しい差がでた。子
どもの精神的な健康レベルも、本を持つこど
もの方が高かった。
　日本でも子どもは本を読まなくなった。2019
年12月に発表されたOECDの「PISA」報告

（対象79カ国）で、読解力について、前回
2015年は８位だったが、2019年は15位に下が
った。自由記述式の正当率は平均27.0％なの
に、8.9％と低い。2008年の読解力で突出し
ているのは１位北京、２位シンガポール、３
位マカオ、４位香港であり、東洋に集中し
ている。東洋に位置しながら、「PISAショッ
ク」の再来かと危惧されている。
　日本の生徒はキーボード入力のコンピュー
タに慣れていない。コンピュータ使用につい
て、OECD平均は22.％なのに、日本は３％、
パソコンがある家庭は30％である。全国学力
テストの国語で、複数の情報を比較し、事実
と意見の読み分けをし、要旨を把握する力も
不足と指摘されている。
　複数の要因がある。多くの若者はSNSを持
っているが、短文のやり取りが多く、長文読
解が苦手になっている。ネットでの情報は真
偽が不明で、事実か否かを判断しなければな
らない。自分の考えを持ち、発信力を身に着
け、人との対話や交信でテーマを共有するこ
とが必要だが、映画や文学や芸術について話
し合う仲間がいない。SNSよりもパソコンを
使いたいが、それも不足している。セグメン
ト（分断化）社会では、経済的文化的資源の
充実が嘱望されている。

３．マイノリティ問題　G�19.11.4

海外の教育情報（29）
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　BAMEという聞きなれない英語が出てき
た。Black Asian Minority Ethnicの頭文字を
並べた単語だが、古くて新しい人種差別の問
題を内包する略語だ。10歳から18歳までの少
年犯罪者の中で、BAME出身者が占める割
合がこの８年間で倍増した。2010年は14％だ
ったが、2018年27％になった。全人口の中で
BAMEの占める割合は22％なのに、被告に
なった者は36％に達する。
　この事態について、識者が発言している。
大学の犯罪学講師は司法制度全体の問題だと
指摘している。弁護士や警察官や検察官が差
別した疑いがあり、透明性を担保するため、
法の不公平な適用を全面的に改革する必要が
あると説いている。否定的な人種像に基づい
てなされた犯罪の認識にこそ問題があるとい
う。
　野党である労働党の下院議員は、住民の中
で非白人の割合が増えている現在、人種的に
みて不釣り合いな犯罪件数は由々しき問題
だ。黒人やイスラム系や「ジプシー」等、社
会的経済的に貧しい青少年を更正に導き、人
生第二のチャンスを与えるために、裁判制度
全体を改革せよ、裁判所の人事で、BAME
出身者の判事を増やせ、と提言している。
　一方、青少年担当巡査部長は「職務質問の
仕方や平等に扱うための研修をしている」と
か、判事協会の会長は「誠実な公正さをもっ
て仕事をしていると信じている」と述べてい
る。
　以上、夫々の立場で議論されているが、少
年犯罪や人種差別の問題では専門家も四苦八
苦していることが分かる。
　イギリスで1981年に制定された国籍法で出
生地主義が採用された。両親１人が市民で、
10年間定住した者に市民権が得られる。記事

（G 19.11.27）によれば、2019年末に「国籍取
得に政府が法外な費用を課しており」、その
是非を巡って高等法院でヒアリングが行われ
た。慈善団体は「手続き費用と申請費用が高
額で、得られる条件があるのに市民権を『買
えない』子どもたちがいて、数万人の子ども
たちに影響する」と訴えた。
　12歳の子どもが「市民権がないと友達も無
く、不安で毎日悪夢を見ているような生活が
続く。パスポートがないのでネットボールの
遠征で外国へは行けなかった」と証言してい
る。
　慈善団体は「次世代の子どもたちが締め出
されるのは許せない。市民権は商品ではな
く、権利だ。人権に値段をつけ、子どもたち
に負担させ、移民制度の財源とするのは本末
転倒だ」と批判している。
　制度として認められているのに、経済的理
由で市民権が得られない子どもたちがいるの
は、世間に流布する人種差別と偏見が忍び
込んでいるからだ。英語のprejudiceは「先入
観」と訳されるが、俗説や習慣や人種や宗教
問題も絡んだ用語だ。制度を有効にするに
は、人権意識の再確認が必要だ。
　以前（『ねざす』63号）にも述べたが、日
本でも少年犯罪について法制上の論争があ
る。「18歳選挙権が制定されたから18歳と19
歳は少年法の対象から外すべき」という意
見と「その必要はない」という反対意見が出
て、法制審議会で論議されている。反対意見
は「外国籍の少年は入国管理法（ 24条４項）
では強制退去が可能になり成人と同じにな
る」、「17歳と18歳が混在する高校では混乱
が生じる」、「18歳もいるが主犯は17歳とい
う場合、実名報道をするのか？」、「憲法13
条、25条、26条に根拠をもつ成長発達する権
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利を支援できるか」等の論点が出されている。
　要するに少年犯罪に対して、社会防衛の
為に「保安処分」にするか、健全育成の為に

「保護処分」にするかの対立だ。成人と同じ
ように扱うと、不服申し立てができず、犯罪
行為に対する処分や罰を与えることになる。
それに対し、家裁の少年審判は再犯防止を目
的とし、調査官の支援を受けながら生育史や
環境や非行原因を調べ、少年自身の主体的力
で人間関係や生活環境を立て直すことがで
きる（「子どもと法・21通信」2020年１・２号
215号参照）。
　日英と国の違いを超えて同時期に、法制上
の議論が起こっていることが興味深い。グロ
ーバル化した現在、移民と少年犯罪と差別や
格差は共通項があるからであろう。

４．ジェンダー平等の授業　G�19.11.12
　ロンドンの小学校でNPO法人の作成した
計画により、「ジェンダー平等」についての
授業が行なわれた。日頃に何気なく使ってい
る言説や態度を調べ、カードに記入して互い
に見せ合い、その内容を分析して話し合う。

「ねえ君my love」・「お嬢ちゃんdaring」・「君
たちHi guys」・「男 らしくman up」「人 類
mankind」「消防士fireman」等々の言葉にジ
ェンダーバイアスがないかを調べる。
　すると様々な言葉の違いに気づく。言葉だ
けでなく、生活態度や展示場や図書館の本を
調べると、驚くほど多くの差別事例が発見さ
れた。差別の背景に意識の問題がある。職業
を選ぶ時、男性は警察官やサッカー選手、女
性は教師や医者といったように、小学生の段
階で性差を意識した選択をしていた。数学の
授業で女性下院議員の人数を調べ、地理の授
業で探検家になれるかどうかを話し合う。

　この授業をした結果、教師と生徒、男性と
女性の双方に著しい変化が生まれた。これま
で無意識に使っていた言葉が「変だ」と思う
ようになり、女性はもやもやしていた不満や
不安が払拭され、将来「総理大臣になりたい」
とか「サッカー選手になりたい」と、男性は

「ダンサーになりたい」と希望を語り、皆が
やりたいことをやり、なりたい者になること
がいいと思うようになった。
　世界経済フォーラムが毎年12月に発表する
Gender Gap Index（ 2019年）で、日本は過去
最低の121位となった。政府やマスコミや学
者を始めとして、一般庶民も日常化している
言葉や態度が「普通」と思われている。
　「お嫁に行く」・「姑」・「婚姻」・嫡出子（民
法）には全て女偏が付けられている。「旦那

（家人や召使が主人を呼ぶ語）」・「亭主」があ
り、男の一人称は「僕」と言い、女は「私」と
言う。「奥様（武家から嫁いだ夫人）」や「ご
主人」という丁寧語があり、「看護婦」・「寡
婦」・「家婦」「主婦」・「家政婦」が最近まで
使われていた。優柔不断のことを「女々しい』
と言い、「女医」と言うが「男医」とは言わな
い。「女流棋士」とは言うが「男流棋士」とは
言わない。「女優」と言うが「男優」とは言わ
ない。これは全て、家父長制のジェンダー規
範に由来する。憲法や民法では「平等」と記
されているが、日常では法的ルールを無視し
て、「女らしくする」ことを拒否すれば「みっ
ともない」と蔑み、「男らしさ」を拒否すれば

「情けない」と嘆き、仲間はずれにする。
　列国議会同盟IPU調査によれば、2019年
の日本の女性議員数は衆議院463人中47人で
10.2％、世界193カ国中163位であり、参議院
241人中50人20.7％で、世界の二院制国79カ
国中44位、事務次官・局長等の中央省庁幹部
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は3.9％で、OECD29カ国平均33％を大きく
下回り、最下位である（前田健太郎『女性の
いない民主主義』岩波新書）。
　日本は「ジェンダー平等（含むLGBT）」の
課題は、国際的・政治的・経済的に見て、最
下位からの脱却を目指さねばならない。新自
由主義経済の時代が終わりに近づき、金融商
品への過剰投資は格差を拡大し、やがて世界
恐慌をもたらすに違いない。各国政府は新自
由主義に加担してきたから、当てにしてはな
らない。これをくい止めるには、既存の価値
観から脱却した発想の転換が求められる。そ
の中心思想はジェンダー平等ではなかろう
か。

　中東の政治哲学者アブドラ・オジャラン
は「社会変革には、女性革命の方が階級闘争
より重要だ」と述べている。シュメール時代

（BC4000年からBC3000年）には女性書記や
女性支配者の記録があったが、BC2000年か
らBC 1000年にかけ、女性の従属と搾取が始
まった。男性権力が女性を享楽の対象とし、
部族社会から個人を引き離し、家父長支配と
古代都市国家に生まれたことが、ギルガメッ
シュ叙事詩（BC2600年、シュメール神話）に
記されている。（山梨彰訳『女たちの中東、
ロジャヴァの革命』青土社刊参照）。

　　（ささき　けん　教育研究所共同研究員）
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80年前の学校は？
県民図書室にようこそ 第４回

はじめに―80年前のオリンピック―
　戦後75年の今夏、「東京2020オリンピック」
が開催されます。開会式が７月24日、閉会式
は長崎に原爆が投下された８月９日です。

「終戦の日」の10日後（ 25日）からはパラリン
ピックが始まります。私事ですが、1964年秋
に開催された第18回東京大会のとき、筆者は
高校３年生。オリンピックのテレビ中継に
気をとられ、勉強しなかったため、翌春は

「サクラチル」で“浪人”の身となりました。で
も、これは言い訳ですから、いいわけないじ
ゃん。
　80年前の1940年、東京で第12回オリンピ
ック競技大会が開催される予定でした（札幌
での冬季大会も開催予定）。ところが38年７
月、日中戦争の勃発（ 37年）にともない、政
府が開催返上を決めたことで、「幻の東京五
輪」となりました。それから80年…。
　資料整理委員会では目下、教育会館内にあ
るさまざまな古い資料などを整理し、電子デ
ータ化を進めています。その作業中、80年前
の古い資料を見つけました。早速今回は、そ
の資料紹介をしながら、80年前の学校や当時
の教育の一断面を見ていこうと思います。

「昔の話を読んでも意味がない」と思われる
向きも多いかもしれませんが、４文字熟語の

「温故知新」を思い起こし、「臥薪嘗胆」（笑）
で、ご一読いただけたらうれしいです。ガマ
ンからロマンへ！

旧制一中の資料２冊が埋もれていた
　80年前の資料とは、旧制一中（旧制第一中
学校）の関係資料です。神奈川と東京の一中
のものが各１冊ずつ。恐らく神田の古書店で
見つけたものが寄贈されたのではないかと思

います。
　まず１冊目は『櫻蔭會報』第20号。会報と
書かれていますが、Ａ５判186ページ、厚さ
約１センチの冊子です。「桜蔭会」といって
も関係者しかわからないと思いますが、神
中・神高・希望ケ丘高校の同窓会の名称で
す。表紙左側には、「神奈川縣立横濱第一中
学校 櫻蔭會」、同じく右側には「昭和15年12
月發行」とあります。ちょうど80年前に発行
されたものです。
　お茶の水女子大、東京女子高等師範学校の
同窓会も同じく「桜蔭会」といいます。ただ
し、会の設立年を調べてみると、神奈川の方
が２年早かったことがわかりました。ついで
に記すと、「女子御三家」の１つで知られる
桜蔭中・高校（戦前は桜蔭高女）は、女高師
の同窓会が1924年に設立した学校です。
　２冊目は『東京府立第一中學校一覧』（Ａ
５判。以下、『府立一中一覧』と略記）です。
先の『櫻蔭會報』（以下、『神中会報』と略記）
の２倍以上の厚さがあり、総ページ数は371
ページにも及びます。表紙には「昭和14年７
月」との日付が入っています。府立一中は現
在の都立日比谷高校（ 1878年創立）です。神
奈川県立一中（神中）が1897（明治30）年の
開校でしたから、東京の方が20年も前に中学
校を開校していたことになります。

夏目漱石の名前を見つけちゃった
　『府立一中一覧』の目次を見てみると、「第
１章 沿革／第２章 学校ノ状況／第３章 諸規
程／第４章 諸統計／附録／如蘭會員及現在
生徒名簿」となっています。３章の諸規程に
は、学則、教科書表、職員服務規程、宿直規
程、御真影奉護規程、校務分掌規程、生徒心

県民図書室にようこそ（4）
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得、級長及週番心得、考査規程、校旗取扱規
程など16項目にも及ぶ、いわゆる内規が掲載
されています。
　御真影奉護規程には、天皇・皇后両陛下の
写真を奉安庫または奉安所に奉安し、宿直員
が巡視し、非常時にはこれを奉遷せよとの条
項があります。50年ほど前まで、学校には宿
直室があり、宿直制度がありました。ご真影
を守るために宿直をしていたのです。考査規
程によれば、学業、操行、身体と３種の考査
があり、操行は「士気、精勤、質素、誠実、
紀律、協同、同情、義侠、秩序、服従を標
準」とし、「優、良、可、劣の４等」の評価を
行うとありました。
　如蘭會員（同窓会の名称―引用者）及現在
生徒名簿には1882（明治15）年以降の卒業生
の名前が列挙されていて、84（明治17）年の
項には夏目金之助（漱石の本名）の名前を見
つけました。ただし、漱石は「半途退学者」

（中退者という意味か）となっていました。

80年前の学校日誌を見てみると
　『神中会報』の巻頭には「学校日誌抄」があ
り、1940（昭和15）年１月から12月までの横
浜一中の動きを知ることができます。主な学
校行事を部分抜粋します。
　「１月１日 拝賀式挙行／同13日 本日より
５日間伊勢山皇大神宮に寒詣／同27日 県下
中等学校柔道大会挙行／同28日 県下中等学
校剣道大会挙行。２年１･ ２組造林作業／２
月11日 紀元2600年紀元節祝典／同18日 本日
より４日間入学考査。受験者277名／同24日 
入学考査合格者発表、合格者251名。今回よ
り１学級50名増加募集／３月４日 午前10時
より第40回卒業式挙行／同19日 ３年生以下
野外演習／同23日 終業式／４月７日 入学式
／同29日 天長節拝賀式／５月16日 本日より
５日間中間考査／同28日 全校遠足／６月18
日 第44回開校記念日。陸上運動会／同26日 
滿洲国皇帝横浜港奉迎／７月７日 支那事変

３周年記念日につき校長訓話／同21日 本日
より夏季鍛錬休暇／ 10月１日 本日より５日
間防空訓練／ 10月30日 教育勅語渙発50周年
記念式挙行／ 11月３日 明治節祝賀式挙行／
同11日 紀元2600年祝賀旗行列／ 12月２日 ５
年野外演習／同９日 学期末考査本日より５
日間／同24日 終業式」。 
　同会報の約８割が桜蔭会会員名簿になって
おり、40回までの全卒業生の住所、氏名が掲
載されています。奥付には「横浜市中区西戸
部町３丁目309番地」との住所表示があり、
藤棚の地に一中があったことがわかります。
なお、中区から西区が分区したのは戦中の44
年でした。

体罰は国民学校でもご法度だった
　『神中会報』が出された翌41年12月８日、
米・英との戦争に突入。同年４月、小学校が
国民学校へと改称。ここで国民学校令を繙く
と、「（略）学校長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ校務
ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス／教頭ハ学校長ヲ
補佐シ校務ヲ掌ル」（ 16条）、「訓導ハ学校長
ノ命ヲ承ケ児童ノ教育ヲ掌ル」（ 17条）、さ
らに「国民学校職員ハ教育上必要アリト認ム
ルトキハ児童ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得／但シ
体罰ヲ加フルコトヲ得ズ」（ 20条）との条文
があります。
　17条は戦後の学校教育法（ 37条）では「教
諭は、児童の教育をつかさどる」となり、「学
校長ノ命ヲ承ケ」が削除されました。ついで
に書くと、「学校長」は戦前までの呼称で、
学校教育法上では「校長」と変わりました。
教頭は国民学校で制度化された職制ですが、
戦後は法制化されず、74（昭和49）年の学校
教育法改正によって法定されました。体罰
は、国民学校令よりもはるか50年前の第２次
小学校令（ 1890年公布）からずっと禁じられ
ていたのです。

　　　　　　（資料整理委員会　綿引　光友）
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教育研究所年報

教育研究所年報２０１９年度

定例所員会議（主に議論内容を記載）

2019.4.27（土）　 第１回（通算367回）
　 『ねざす』64号の企画について議論した。

「公開研究会」を「増加する高校中退と転

出、その行き先としての広域通信制高校の

今」というテーマで実施することにした。

　

2019.5.22（水）　 第２回（通算368回）
　 公開研究会の報告者を決定した。また、教

育討論会は校則を扱うこととし、講師と討

論会の進め方などについて議論した。

　

2019.6.19（水）　 第３回（通算369回）
　 独自調査の一環として、中途退学者の多い

全日制高等学校数校の関係者による座談会

を開催することについて議論をした。

2019.8.21（水）　 第４回（通算370回）
　 『ねざす』64号に独自調査「中途退学に関

わる座談会」の報告の概要を掲載すること

について議論した。

2019.9.21（土）　 第５回（通算371回）
　 教育討論会の進行について議論した。講師

と報告者について決定した。タイトルは

「みんな校則に悩んでる」とした。

2019.10.19（土） 　第６回（通算372回）
　 『ねざす』65号の企画について議論した。

「中退問題」、「転出問題」について継続し

て議論した。

2019.12.25（水）　 第７回（通算373回）
　 教育討論会の反省点について意見交換をし

た。『ニュースねざす』87号はインクルー

シブ教育を内容とすることとし、執筆者に

ついて意見交換をした。　

2020.1.22（水）　 第８回（通算374回）
　 次年度の公開研究会で就職を取りあげるこ

ととし、内容と進行について議論した。教

育討論会のテーマについて意見交換をし

た。

2020.2.22（土）　 第９回（通算375回）
　 公開研究会の報告者について意見交換をし

た。教育討論会の内容は「教育の情報化」

とし、そのことについて意見交換をした。

2020.3.27（金）　 第10回（通算376回）
　 コロナウイルス感染拡大のため中止とし

た。インターネットのテレビ会議を試行し

た。

公開研究会
「増加する高校中退と転出、その行き先とし

ての広域通信制高校の今」

日時：2019年７月27日（土）14:00 ～

場所：神奈川労働プラザ(Lプラザ)



88 2020. 565№ねざす

報告：土岐玲奈さん（上智大学共同研究員）

司会と報告： 手島純さん（星槎大学・元高校

教員）

指定討論者：井上恭宏さん（相模向陽館高校）

参加人数：31人

教育育討論会
「みんな校則に悩んでる」

日時：2019年11 月 16 日（土）14:00 ～ 

場所： 神奈川産業振興センター（中小企業セ

ンタービル内）

問題提起：桜井智恵子さん（関西学院大学教授）

パネリスト：中野真衣子さん（県高P連会長）

　　　　　　 十時崇さん（文化学習協同ネッ

トワーク）

　　　　　　辻直也さん（商工高校）

コーディネーター：  松長智美さん（希望ケ丘

高校）

参加人数：42人

刊行物
『ねざす』63号（2019年５月発行）

　特集Ⅰ　 新学習指導要領の読み解き方―現

場の教職員に伝えたいこと―

　特集Ⅱ　 教育研究所独自調査　県立高校に

おける中途退学と転出について

『ねざす』64号（2019年11月発行）

　特集Ⅰ　 増加する高校中退と転出―その行

き先としての広域通信制高校の今

―

　特集Ⅱ　 独自調査「中途退学・転出に関わ

る座談会」の報告

『研究所ニュース』86号（2019年11月発行）

　山﨑　健一　 民法18歳「成年」と少年法の

適用年齢引下げ問題

『研究所ニュース』87号（2020年３月発行）

　堤　　英俊　 インクルーシブ教育の実践イ

メージ
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第1章　　総　　　　則
第１条　 一般財団法人神奈川県高等学校教育会館寄付行為第5条にもとづいて神奈川県高等学校

教育会館教育研究所（以下研究所）を設置する。
第２条　 研究所はあらゆる人々の教育を受ける権利を充実発展させていく立場から、高等学校教

育を中心とした教育の理論的並びに実践的研究を行うことを目的とする。

第2章　　運　　　　営
第３条　 研究所の運営は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館理事会（以下理事会）の決定及

び教育文化事業推進委員会の助言にもとづいて行う。
第４条　研究所の会計・人事その他の事務は理事会が決裁する。
第５条　 研究所の研究計画・研究物の刊行計画等については教育文化事業推進委員会の助言を受

ける。

第３章　　組　　　　織
第６条　研究所の構成員は以下の者とする。
　　　　　（１）代表　　　　１名
　　　　　（２）研究所員
　　　　　（３）特別研究員
　　　　　（４）共同研究員
　　　　　（５）事務局員
　　２．代表は研究と庶務を掌り、研究所を代表する。
　　　　代表は理事会の議を経て理事長が任命する。
　　　　代表の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　３．研究所員は研究にあたる。
　　　　研究所員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　研究所員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　４．特別研究員は代表を助け、必要に応じて事務を処理する。
　　　　特別研究員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　特別研究員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　５．共同研究員は専門的立場から研究を援助し推進する。

教育研究所設置規程

一般財団法人 ・神奈川県高等学校教育会館

一般財団法人 ・神奈川県高等学校教育会館 教育研究所設置規程
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　　　　共同研究員の任命については研究所員のそれに準ずる。
　　６．事務局員は庶務にあたる。
　　　　事務局員は理事会の承認を経て代表が任命する。

第4章　　研究所員会議
第７条　研究所の事業を推進するために研究所員会議を置く。
　　２．研究所員会議は代表、特別研究員および研究所員をもって構成する。
　　３． 担当理事、県民図書室長および共同研究員は、研究所員会議に必要に応じて出席するも

のとする。
　　４．事務局員は研究所員会議に出席し、意見をのべることができる。
第８条　研究所員会議は次の事項について立案するものとする。
　　　　　①　研究計画
　　　　　②　研究物等の刊行計画
　　　　　③　予算計画
　　　　　④　その他必要な事項
第９条　 研究所員会議のほかに代表は必要に応じ研究推進のための会議を招集することができる。

第5章　　特別研究委員会
第10条　この研究所は必要に応じて特別研究委員会を設けることができる。

第6章　　会　　　　　計
第11条　この研究所の会計は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館一般会計により行う。
　　　　会計に関する規程は別途定める。

第7章　　雑　　　　　則
第12条　 代表及び特別研究員に欠員が生じた場合は、その後任者の任期は前任者の残余期間とす

る。
第13条　 この規程に定めるもののほか研究所の運営に必要な事項は教育文化事業推進委員会の承

認を経て理事会において定める。
第14条　この規程の改廃は理事会で決める。
第15条　この規程は1986年7月8日より実施する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　2018年６月８日



912020. 565№ねざす

■ ２月27日、安倍首相が新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小中高、特別支援学校の臨時休
校要請を打ち出しました。支持率が急落したことを背景に慎重論を振り切ってのものとの報道があ
りました。効果については専門家によって見解が異なります。また、政府の新型コロナウイルス対
策専門家会議のある委員が、「専門家会議で議論した方針ではなく、感染症対策として適切かどう
か一切相談なく、政治判断として決められたものだ。判断の理由を国民に説明すべきだ」と述べた
ことも報道されました。感染拡大が重大な局面を迎えている状況であることも分かりますが、地域
によっては感染の報告もなく、一斉休校が社会にあたえる影響もかなり大きいとすれば、各自治体
の判断を尊重する視点を盛り込んだ要請であっても良かったはずです。事実、翌日に出された文科
省通知では、「地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者の判断を妨げるものではない」とされ
ました。臨時休校を決める主体は自治体や学校法人などの設置者だからです。しかし、通知を受け
てほとんどの自治体が休校を決めました。ただ、休校しない自治体もあったようです。教育と政治
の関係について改めて考えさせられました。

■ 2019年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、同年11月には「子どもの貧困に関する
大綱」が見直しとなり、法律では対策の計画策定が都道府県の努力義務に加えて市町村にも拡大さ
れました。また、大綱においては全世帯の子どもの高等学校中退者数が指標に新たに追加されてい
ます。高校中退が若者の社会的な排除の最大要因であり、子どもの貧困の連鎖につながる恐れが強
いわけですから、全世帯の中退者を指標に加えることに異論はありません。しかし、『ねざす』63
号から今号まで３回掲載している研究所独自調査で明らかにしてきたように、中退率は学校によっ
て大きく違っています。ここを抜きにしてしまいますと、全国平均1.4％（ 2018年度）という中退
率から議論を開始することになります。実際は、この何倍もの中退率となる学校があり、そこには
様々な困難を有する生徒が在籍しています。そして困難は生徒だけではなく保護者が抱えるものも
あります。そこから始まる議論と対策がなければ、学校現場からの共感は得られません。

■ 名取さんに「学校から学校へ」のコーナーで、生活保護世帯の生徒たちに対する教育支援専門員と
してのご経験とハローワークでの高卒就職支援のご経験をもとにご執筆いただきました。こどもの
貧困の最前線で活動されている方です。名取さんは、学校との連携がなかなかうまくいかないこと
に言及されています。「子どもの貧困に関する大綱」には「学校を貧困の連鎖を断ち切るためのプラ
ットフォーム」にすると記載されていますが、それがなかなか難しいということでしょう。ぜひ、
学校現場では福祉事務所やハローワーク、若者サポートステーション等との連携を模索していただ
きたいと思います。

■ 教育委員会の前インクルーシブ教育推進部長でいらした田口さんに「『かながわのインクルーシブ
教育』にたずさわって」をご寄稿いただきました。神奈川の取組の中心で活躍された方の思いが伝
わってきます。また、『研究所ニュースねざす』第87号には、都留文科大学教養学部学校教育学科
准教授の堤先生に「インクルーシブ教育の実践イメージ ―ジャズる学級社会をつくる―」をご執筆
いただいています。併せてお読みいただければと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 澤  信 之（特別研究員）
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　 坂　本　和　啓 （神奈川県立小田原高等学校）

　 鈴　木　晶　子 （NPOパノラマ）

　 宗　田　千　絵 （神奈川県立座間総合高等学校）

　 手　島　　　純 （星槎大学・元神奈川県立高等学校教員）

　 畠　山　未　帆 （神奈川県立鎌倉高等学校）

　 原　　　えりか （神奈川県立横浜翠嵐高等学校）

　 福　永　貴　之 （神奈川県立大船高等学校）

　 松　長　智　美 （神奈川県立希望ケ丘高等学校）

　 米　田　佐知子 （子どもの未来サポートオフィス）

特別研究員 金　澤　信　之 （元神奈川県立高等学校教員）

事 務 局 員 佐久間　ひろみ （神奈川県高等学校教育会館県民図書室司書）

共同研究員 黒　沢　惟　昭 （元教育研究所代表）

　 杉　山　　　宏 （元教育研究所代表・元神奈川県立横浜日野高等学校校長）

　 佐々木　　　賢 （前教育研究所代表）

　 佐　藤　　　香 （東京大学社会科学研究所）

　 本　間　正　吾 （労働教育研究会）

　 山　梨　　　彰 （元教育研究所特別研究員）

2020年度教育研究所員名簿
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